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|資料Nn1 :1 

技能実習生関係監督指導実施状況(平成18年度~平成21年度)

(1)主な法違反の状況

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

監督実施事業場数 245 212 106 89 

違反条文 違反件数 違反率 違反件数!違反皐 違反件数j違反率 違反件数 違反皐

労働基措法第15条{労働条件の明示) 43 17.61 9 8:5% 9 I 10.11 
ト町一.-・・・一回一 …一一

5 I 5.61 L~~- 17.61 
片山・・・・回目・・・・目" ..・・・・・・・"・・・・酬圃園田園町，..-“・"・"・・・"“・・"

75 30.61 5 I 5.6' 
一一一一一一一・......・- ......・.......・-………

47 19.2% 22 I 24.7% 
-・...... 叩・......・......・-...................... 

84 34.3% -・・........................."・............_.......
120 49.0% 

違反事業場計 74 6" 

(2)文書指導の状況

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

中国語による労働条件の明示 55 22.4% 3 1.4' o.鵠 。 o.倒

労働時間管理の適正化 50 20.4% 
E 

17 4 3.邸 8 

賃金明細書の受付 21 8.6% 13 6.1% 4 3.邸 。
割増賃金支払いの適正化 12 4.9% 2 o.怖 l 1.1% 

パスポート、通帳等保管の適正化 23 9.4% 3 1.4% 4 4.5% 
m ・・・.........・-

研修生の『時間外労働』の適正化 34 13.9% 8 3.8% 。
……・……一一一 ト四・--- ----_._. 叩M ・M ・.........・...

積立貯金の適正化 13 5.3% 0.5% 。
..圃ー………………由岬...............山......・-………・_.....・-一-一……・・ー一一一一 一・・......・...…-間・・・・・・・・M ・M ・...

強管制理貯費金、組の合排費除等の控除
4 1.6% 2 0.9% 。

…・・....-・-一四 一一一一一 一 一 ………  同.................制・・
8 3.3% 2 0.9% 。

一一一…叩・・.......・..・…
安全衛生 3 1.2% 10 4.7% o 

(3)是正支払額の状況

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

支払総額 1億5，799万7，869円 6，192万2，803円 9，972万8，185円 4，547万2，651円

対象技能実習生人数 250人 136人 166人 127人

1人平均額 63万1，991円 45万5，315円 60万0，712円 35万8，052円

対象事業場数 75事業場 38事業場 48事業場 39事業場

(4)第1次受入機関に対する指導状況

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

監督実施機関数 18 17 3 8 

指導事項 指導件数 指摘率 指導件数 指摘率 指導件数j指摘率 指導件数 指摘率

|賃は中直国金E規1語E労に掴務よ瞳る管の肯理交働付晶件の明市
9 50.0% 4 23.5% 

宇仁二
。

一一一一一 同町一一一同・・・・圃圃・蝿刷刷剛鋼剛
2 11.1弛 2 11.8% 。

圃・同四四回目白山田0-_・・・輔..・・ -………… ト四ー・・_.-暢山降四・“自・・・・・・・・.
2 11.1% 5.9% o 

国 圃一一一い園田園田崎町田・....-ー. 曲目
適正な労働時間管理 1 5.6% 5.9% 。 12.5% f-_..一回目 ~......・・皿・皿・・m

適正な割増賃金の支払い 3 16.7% 2 11.8% 。 o 
町一一r-.・..-・-・・m ・m

適正な貯普金管理 3 16.7% 5.9% 。 o 
回.

傘下2次機関に対する継続指導の実施 2 11.1% 4 23.5% 。 2 25.0% 

賃金控除協定の締結 3 16.7% 4 23.5% 。 。
時間外・休日労働協定屈の適正化 o 5.鵠 。 。
研修生の『時間外労働』の適正化 2 11.1% 5.錦 o 。

指導事項のあった機関数 16 88.9% 12 70.6% o 3 37.5% 



i資料No. ~:I 
実習実施機関に対する監督指導結果(平成22年10月--11月)

く 業種別労働基準関係法令違反の状況 〉

製 造 業
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造 造 造
製 製

造、-- 造 造 業 業

計 .業 業 業 業 業 業 他

監督指導実施事業 場 数 54 2 29 4 3 13 2 

う ち 違 反 事業場数 42 77.8 2 24 3 3 8 

違反率 ( % ) 100.0 82.8 75.0 100.。100.0 61. 5 50.0 

労働基帯法第 15条 8 14.8 7 

同 法 第 24 条 20 37.0 1 14 3 

同 法 第 32 条 23 42.6 12 2 3 6 巳7IRJLTj4込iJヰf4tl4:lγJ顎u 

同 法 第 34 条 時:r~ßmミ5;ij 
h 

同 法 第 35 条 1.9 1 認識
同 法 第 37 条 16 29.6 15 1 

主
な 同 法 第
違

89 条 3 5.6 2 

反
同 法 第内 108 条 12 22.2 11 

q 由

同 法 第 96 条 8 14.8 5 

最低賃金法第4条(※) 9 16.7 7 2 

労働安全衛生法 9 16.7 

安 全 関 係 3 5.6 1 2 

衛 生 関 係 6 11. 1 3 2 

そ の 他 7 13.0 5 

言語 鈎官官.(9輔が鍬緯則骨畿管.(9掴来惜の組合



〈臨検監督時における実習実施機関の対応状況>

項目 適正数 非適正教 不明数

臨検時の抵抗
監督指導時における実習実施機関の立入拒否、監督 46 3 
の抵抗.

2 事業主等からの血偽説明 事業主等からの虚偽説明・説明拒否. 26 11 11 

3 帳簿の改ざん等
帳簿等の提出拒否又は提出された帳簿等の改ざんの 24 12 11 
有無.

<監理団体・実習実施機関による技能実習生の監理状況>

項目 適正数 非適正数 不明敏

名目的な監理 他の機関・団体による技能実習生の実質的な監理。 29 2 6 

2 職業紹介静可・届出
監理団体は職業紹介事業の許可を受けているか文は

21 6 
届出を行っているか。

①監理団体における技能実習生からの相談体制の構
20 5 5 

3 相践体制
策。

@監理団体による相膜体制の実習生への周知。 18 6 6 

①技能実習監理費用の実習生への直接・間接負担. 27 8 

4 管理費の適正化

@送出機関管理費の実習生への負担. 29 7 

①監理団体投貝(技館実習運営責任者)による3か月に1 17 6 8 

s 監理団体の監査
回以上の現地監査の実施.

@監査時における監理団体役員による賃金台帳等の確
蕗状況。

14 6 10 

6 監理団体の簡閲指導 監理団体による1か月1回以上の訪問指導の実施。 19 8 7 

7 安全衛生指導
実習実施機関の技能実習指導員による技能実習生へ

18 8 
の安全衛生指導の実施.

①監理団体による技能実習生の帰国旅費の確保等の実
17 9 

8 帰国担保措置
施。

@監理団体・実習実施機関の帰国旅費の全額負担。 21 3 5 

①パスポート・外国人壁録証・預金通暁の保管。 45 

9 控能実習生の監理
@携帯電話の所持、外出、自転車の所持・貸与、来客と

の面会規制等.
39 3 

10 賃金水準
同一業務に従事する日本人の賃金と同額以上の賃金

16 12 14 
額.

①賃金控除協定を締結した上での賃金控除. 34 8 3 

11 賃金控除

@実費を超えた食費・寮費等の控除. 25 5 11 

12 内職(資格外活動) 技能実習生の内職(資格外活動)。 33 7 5 



匝亘ζ訂
全国の技能実習生関係の司法事件件数の推移

目安全衛生関係労働条件関係国賃金 関 係

(最賃・割増賃金を含む)
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送検肉容の概略
賃金関係{最賃・割増賃金を含む)

-定期賃金の未払い(一部払い)
.時間外・休日労働に対する割増
賃金の未払い(割増率不足)

-最低賃金未満の金額での支払い
.賃金担除違反

労働条件関係
・労働条件の明示違反
-賃金台帳等の朱作成、未保存
・虚偽報告
・寄宿舎関係の違反
.中間搾取

安全衛生関係
・労働者死傷病報告の来提出
.安全措置義務違反
・無資格、安全衛生教育の未実施
.健康診断の朱実施
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|資料No.41 

岐阜労働局管内における技能実習生関係の送検事例

年 署 業種 送検内容 備考

15年 岐阜 縫製業 賃金

大垣 紡績業
賃金・割増賃金
帳簿類隠滅・虚偽報告

-・・・・…山一一一...岨・・・M・・・・・・M・・・喝......岨E・.・・・・・・岨・・・・・・・........._.自……m …・・・・・町山町田町山町田市・m …............_......……・… -・M・・・......_......................

大垣 紡績業
賃金・割増賃金
帳簿類隠滅・虚偽報告

-・4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..........................................，... --・-・・_...・-・......・....・・・・・・・・山"・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・........._......._.. .・・・・・.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

19年 大垣 維製業
時間外労働・割増賃金・最低賃金
虚偽報告

.......................... ...........，..1............ .• ・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・4・・・・・・・・・・........................................... ・・・・・・・・・・・・・・・・a・a・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・......

岐車 縫製業
賠償予定 受入機関
賃金・割増賃金・最低賃金 関係者送致

-・・・・・一一一一白輔"“-・M・"・・・・"・・・・・"・・・"・・・・"・・・・・・・・..-・・-・4・・・岨b・・岨b・・...岨・・4ト・4・・4酔・・・・・・・・・・・・・e・・・・・・・ーー・・・ー・・・・・・・・・・・・・・ー・吋・・・唱...................._..噌酔......・・・_..-ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・噛・・・・・・・.-噛

関
プラスチック製品

時間外労働・休日・割増賃金
受入機関

製造業 関係者送致

大垣 建築業 労災かくし

-・・・・..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・・........................................_-・・岨・・・・ー・・ー・・.・・4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..........・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-_.-・・ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

岐阜 縫製業
労働条件明示・強制貯金
賃金・割増賃金・最低賃金

20年 .......・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・........................_....・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..............................................._..................1+・・・・・・・・・・・・・・・・

岐阜 縫製業 割増賃金

一一"・・・・・.__.-四・.由_.._..・..............._.・・・_....町四・..-・........ ・・・・"・・開--・・咽・・岡-・司副・M・・・闘・・・・・・・・聞闘...闘..-・・・・・・ー_.-・・・・・・・・・・・・・..._.....-・..........-・・岨_....闘..-・・・・・・・・・・・・・・・・・H・・.-・・4・・・・・・噛.

岐阜八幡 縫製業 割増賃金・最低賃金

大垣 縫製業 賃金・割増賃金

21年 -・・・ー・..・・・・・・・・・・・・・・・・・・-・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.............................1，..............................・・・・・・・・・・.................................---・・・・・・・・・・・・・・・・・・4・・・・・・・・・・・・・・・

岐阜 織製業 割増賃金・最低賃金

大垣 縫製業 割増賃金・最低賃金

22年 回目叩甲山......・....一……………・ ……………町一・…………--・-… .._.剛・・・・・嗣・ー・崎・・・M・・・_.凶.........咽目ト..

多治見
金属製品

雇入時の安全衛生教育
製造業



|資料No.5~1 
岐阜労働局管内における技能実習生関係の送検事例の概要(平成22年)

管轄署 大垣労働基準監督署

送検日 平成22年2月

送検法 -最低賃金法第4条違反(最低賃金の効力)

条項 -労働基準法第37条違反(時間外・休日及び深夜の割増賃金)

被疑者(個人事業)は、内装カバー等の繊維製品製造業を営んでいるが、

中国人技能実習生3名に対し、

1 . 平成21年 1月 1日から同年21年 7月 11日までの 7ヶ月分の

賃金について、その所定支払日に岐阜県最低賃金(時間額 :696

事
円)以上の金額を支払わなかった

件 2 平成21年 1月 1日から同年21年 7月 11日までの問、法定の労

の 働時間(週 :40時間、 1日:8時間)を延長及び深夜の時間帯(午
概 後 10時から午前5時まで)に労働させながら、通常の労働時間の賃
要

金計算額の 2割 5分以上の率で計算した割増賃金を所定支払日に支

払っておらず、また法定休日(日曜日)に労働させながら、通常の労

働時間の賃金計算額の 3割 5分以上の率で計算した割増賃金を所定

支払日に支払わなかった

ものである。

管轄署 多治見労働基準監督署

送検日 平成22年 6月

送検法
-労働安全衛生法第59条違反(安全衛生教育)

条項

被疑会社は鋼材の卸・販売、加工業を営む事業者であり、被疑者(課長)

事
は労働者の安全を管理する者であるが、

件 1 労働者がガス溶断部パリ取り係から孔明け係へ配置転換され，同労

の 働者の作業内容が変更したにもかかわらず，法定の除外事由がないの
概 に，遅滞なく、同労働者が従事する業務に関する安全・衛生のための
要

必要な教育を行なわなかった

ものである。
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技能実習生関係処分結果一覧

(平成18年6月から平成22年10月まで)

岐車労働局

1 一次受入機関に対する処分状況

処分内容 件数

不正行為認定 3 

不正行為に準ずる行為に認定 3 

厳重注意

2二次受入機関に対する処分状況

処分内容 件数

不正行為認定 57 

不正行為に準ずる行為に認定 6 

厳重注意 23 

終止処分 2 

(注)1 当局からの通報により入国管理局が処分を行った事案を一覧とした。

2 処分内容は次のとおり。

『不正行為認定J・・.3年間の技能実習生等受入停止

『不正行為に準ずる行為に認定』・・・不正行為の認定にまでは至らないが問題
があるとして、文書指導を行い、改善を
指示したもの

『厳重注意』・・・不正行為に準ずる行為の認定までに至らないが問題があると
して文書指導を行い、改善を指示したもの

「終止処分J・・・上記いずれの処分も行わなかったもの



i資料NU7 .l 

技能実習生の現状等について

岐阜労働基準監督署

1 本年度実習実施機関に対する監督指導結果から見られる鎚製業の現状

( 1 )縫製業の法違反事業場では、労務関係記録の偽造・隠ペいが認められたこと

(2)偽造・隠ペいによる不正行為は業界の広い範囲に及んでいること

(3)違反指摘事業場の規範意識は極めて低いこと

(4)最低賃金以下の賃金、法定以下の割増賃金を前提として経営が成り立っている

状況が認められること

(5)技能実習生制度は、技能移転という目的よりも安価な労働力利用という目的で

行われていること

2 今後の技能実習生適正化についての意見

( 1 )悪質性の高い実習実施機関については、再度参入できないような仕組みの構築

(2)実習実施機関に対する事前経営審査により不適当な事業場を制度から排除

(3)監理団体の寅任強化

(4)監理団体の実習実施機関に対する指導強化

(5)関係行政機関の指導厳格化
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岐阜労働局労働者派遣・職業紹介事業所数

岐阜労働局需給調整事業室
平成22年11月1日現在

労働者派遣 職 業 紹 介

無 料

特定
有 料

許
届 出

一般 可
特別の法人 地方公

銭也実習 銭飽実習 銭能実習 共団体

岐 阜 132 286 101 (2) 12 (4) 68 (68) 。

大 垣 50 132 35 (0) 2 (1) 13 (13) 。

(揖斐) (5) (14) (3) (0) (0) (0) (4) (4) (0) 

多治見 39 81 29 (0) 。(0) 2 (2) 

高 山 4 24 4 (0) (0) (1) 3 

恵 週日 4 7 2 (0) 。(0) 。(0) 。

関 4 22 5 (0) 。(0) 5 (5) 。

(岐阜八幡) (0) (3) (0) (0) (0) (0) (2) (2) (0) 

美濃加茂 16 36 6 (0) 。(0) .5 (5) 。

中津川 8 13 3 (0) 1 (1) 。(0) 1 

251 601 191 (2) 16 (6) 94 (94) 5 
.g 、 計

858 306 

※. ( )内は内数



巨豆豆亘目 れを
外国人研修生

途上国に移転し、国際貢献に資茸る

の企業には、外国人研修生が約4.00q入、
在籍しており、愛知県に次ぎ全国ー2番目に多く

これらの技能実習生!こ対しては

すが、受け入れる事業場の中には、 lか月 100時間を超える長崎

行わせたり、法定の割i目賃金を支払ってい芯い等の不適切芯労務管理等が行われているケースが

数多く認められ‘平成20年度に監督署が実施した監留指導結果においても約7割の事業場に違反

が認められる状況です.

また、平成22年7月1日に、改正された「出入国管理及び難民認定法」等が施行され、それ以

降は新た芯在留資格として「授能実習Jが創設されます。これに伴い.研修生として受け入れた

後に妓能実習に移行するというシステムが廃止され、 g初からj宣能実習生としての受入れを行う

ことと拡').務習期間経過後には、直ちに労働関係法令が適用されることと芯ります。

妓能実習生の受入れに当たっては、第一次受入機関はその受入れが適正な労務管理の下に行わ

れるよう指導すべき立場にあり、特に新制度下では.按能実習生に対し労働関係法令が適用され

る矧閣が長くなること.監理団体として指導監督支援体制jの強化等が毅務付けうれたことから、

i支能実習生等を受け入れる事業場におかれましては、労働関係法令を遵守いただき、外国人研修

妓能実習制度の適正広運営を図つ士いただくようお願いいたします。

都道府県別妓能実習生移行申請者数 (2007年度-2008年度合計) よ位11府県

人

16，000 

"目E
14.000 

12.000 

10.000 
9.153 

8.000 
6.767 

6.000 平年一」主主
5.184 

4.228 
4.000 

2.000 

o 
'"知県 鮫尉県 広島県 茨詩集 静岡県 三mlll 電車械 平栗県 兵周県 大煩悶 岡山県

<(刷}国際笥修樋刀概?縄問ベ〉
団



新しい研修・妓能実習制度について

平成21年7月15目、 「出入国管理及び難民認定法及び日本との平和条約に基づき日本の国籍

を離脱した者等¢出入国管理に関する特例法の 部在改正する等の法律」が公布され、新しい研

修妓能実習制度が平成22年7月1日かう施行されます。

この新制度における労働関係法令の適用は、 以下のとおりです。

(制度改正に係る受入概要の比較 〉

。，

-彊ii) EE董3l
在留資格「研修J ;;:;oli~ I!J" ifllli"ll1HisllU ( 芦田閲附含ま忽い研修 ‘..在留資格「研修J 適用思し本邦田公私の慢聞に畳け1年目
入れうれて行う担能等を修
向する活勘 目 g 在留資格「按能実習」

目 按.1実智1号労蜘部;ま令 〉 H' m胃{醐の闘をする活動)]].びE適用怒し ト."寸。4
用契約にEづく脚CFを参照〉
等惨1Q活動

2年目
2年目

守

2年目 在留資格『特定，百動」
2伝邦町公私の機関との匝

' I号の珊l山臨容を糊した即、用契的lこ基づいて実習を行
当Il!H支1m容に百黙するため、商用契約にい.実践的革筏1m等を修得
益づき 当銀銭1m等そ要する幾務に従捌する活町

する活動 、/、，適~労用働あ関り陣法令3年目

ぐ蹴つ {下を嘗照}

-団体監理型では、入国当初の講習の終了後か己、実習実施機関(受入企業)との雇用契約

!と基づ告妓能実習生に労働関係法令が適用される。

・筏能実習に対する監理団体の責任及び監理が、筏能実習終了時まで継続する。

ロ 筏能実習1号2力、月

トー----+1企策等での筏能等修得 l 
l講習l

労働関係法令適用

技能実習E号 授能実習2号

筏1m実習2号移行対象臨植について企鍛等での筏能等習撚

-企業単独裂では、入国当初に麗用契約に基づか芯い講習を実施する喝合の当該講習の期間

中を除昔、雇用契約に基づき筏能実習生に労働関係法令が適用される。



命受 入 機関関るべき最酬のルール

1研修妓能実習制度は 我が国で開発され堵われた妓術 妓11，知識の開発途上国等への移

転等在目的として創設された制度であることから、研修生妓能実習生在 安易に単純労働力

の確保策として利用しないこと。

E按能実習生から保証金 違約金等により不当芯金晶徴収等を行わないこと。

3第一次受入後関は、 『監理団体lとしての役割を果たし、次の事項を適正に実施すること。

(1)技能実習計画の策定

(2) 1月に 1回以上の実習実施機関への訪問指導

(3) 3月に1回以上の監査実施及び地方入国琶1里局への報告

(4)授能実習生からの栂談対応体制の構築

(5)授能実習生の 帰国担保j首位

(6)妓能実習継続が西灘広場合における新た芯実習実施機関への移行努力

(7)監理費用の透明化及び妓能実習生に負担させることの禁止

4 第二次受入綾聞は 『実習実施機関jとして、 ①計画に治った妓能実習の実施②適正砿賃金

等の支払い③妓能実習生等に係る包類 帳簿の適正拡記入及び保管④不適切芯方法による管理

の禁止を徹底すること。

5肢能実習生については、労働基準法等労働関係法令が適用されることから、法で規定される

以下の項目について遵守すること。

(1)中間搾取の禁止(労働基準法第巴条)

(2)労働条件の明示(労働基準法第15条)

(3)強制貯金¢禁止 (労働基準注第 18条)

(4)賃金控除に関宮る労使協定の締結(労働基準法第24条)

(5)量低賃金額以上の賃金支払い (労働基準法第24条 段低賃金法第4条)

(日)適正な労働時間管理 (労働基準法第32条)

(7)時間外・休日労働に対する法定割増賃金の支払い (労働基準法第37条)

(8)契約期間中の解題制限 雇用の確保(労働基準法第20条 労働契約法第17条)

(日)雇入時の安全衛生教育の実施(労働安全衛生法第59条)

(旧)就業制限業務 (7レーン、フォ-7リフト等)に係る無資格者就労¢禁止

(労働安全衛生法第61条)

(11)健蹟診断(窟入時健康訟断‘定期健康診断、持殊健康診断)の実施

(労働安全衛生法第66条)

嘗告 守らなければレッドカードです

5の項目に係る労働基準法等の違反が認めうれた場合に1;1:.労働基準監督署が雷類送検

手続をとる場合があります。



釘‘悪質tJ.ケースでの書類送検事例

① 実習生の労働災害について監督署に報告しなかった事案

会社が飽工する住宅新築工事現場において、同社が受け入れている外国人妓能実習

生が作業中lこ4日以上の休業を伴う怪我をしたにもかかわらす‘遅滞なく、所轄労働

基準監督署長に対し、労働者死傷病報告健在提出せす、労災かくしを行ったため.労

働安全衛生法湿度の疑いで(!J類送検したa

② 定期賃金が量低賃金額来満、時間外手当が法定額未満であった事案

中国人波能実習生2名に対し、平成19年7月から平成20年5月までの問.

1 毎月、岐阜県愚低白金額以上の賃金を支払わ紅かった。(会社が支払っていた金

額は、月額基本給が50.000円-60.000円であった。)

2 暗悶舛労働に対しては通常支払われる賃金の2割5分以上の割抱賃金を‘休日労

働に対しては通常支払われる賃金の3剖5分以上の割増資金を支払うべきところこ

れを支払わす 1時間当たり 律350-400円で計算し‘支払っていた.

所轄労働基準監督署が再三是正を指導したにもかかわらす是正されなかったため‘

同社を労働基準法及び鼠低賃金法違反の疑いで也類送検した.

③ 定期賃金が霞低賃金額未満、時間外手当が法定額未満であった事案(強制捜査)

中国人筏能実習生3名に対し、平成19年12月から平成20年4月までの問、

l 毎月、阪阜県足低賃金額以上の賃金を支払わ芯かった。(会社が支払っていた金

額は、月額基本給が76.000円-81.000円であった。)

2 時間外労働に対しては通常支払われる賃金の2田U5分以上の割掴賃金を、休日労

働に対しては遇常支払われる賃金の3割5分以上の害Ul曽賃金を支払うべきところこ

れを支払わす、 11時間当たり一律300-400円で計算し、支払っていた.

所轄労働基準監督署が再主是正を指導したにもかかわら守、一向に是正が図られな

かった。調査指導に非協力的であったことから、同監笛署は‘事業場代表者自宅

次受入品E関事務所の3箇所について裁判所の許可令状により家宅捜索を行った上で、

労働基準法及び量低賃金法違反の疑いで自類送織した.



ah按能実習生等受入適正化推進会議について

1筏能実習生等受入適正化推進会議とは

広く県民や第一次、第二次受入後聞に、外国人妓能実習生等の受入適正化のためのコ

ンセンサスの形成を図ることが重要であるとの観点白、己、岐阜労働局在始めとする関係

機関及び労使団体が望書課して平成18年 12月に f授能実習生等受入適正化推進会議j在

設立し、推進会議メッセージを発出する等外国人妓能実習生の適正な受入れに向けた取

組を行っています。

[会議の偶成メンJ(-)

・阪阜労働局 .名古屋入国管理局 ・厳阜県 ・阪阜県警察

・(財)国際研修協力機制名古屋駐在事務所 (JITCO)

.連合岐阜 ・(社)岐阜県経富者協会 ・岐車県中小企業団体中央会

E 妓自E実習生等受入適正化推進会議の取組

( 1 )平成1日年度

。受入機関に対する要請・県民への会議メッセージ発出(平成18年12月)

技能実習生等受入適正化推進会識を立ち上げ、 j主能実習生に関する問題の解決に

向けて受入機関を始めとし、広く県民に対して推進会議かうメッセ ジを発出しま

した。

(2)平成 19年度

。業界団体への要請(平成20年2月)

岐阜県全体の約B剖の外国人技能実習生等が縫製業で受け入れられており 鑓裂

の発注者にも発注条件等の十分な配慮が必要であるとの観点から、岐阜県内の縫製

業の業界団体に対し、適正砿工貨の設定等について要詰を行いました。

[要E圏内容1
1 経製事業場で就労する筏能実習生等の長時間労働による健康障害等を防止するため 計

画的主主作業管理が行えるよう、発注条件をあらかじめ明確にした計画的 合理的芯発注在

行うとともに、急な発注条件の変更等は極力行わないよう配慮すること。

2 発注契約においては、適正な工貿在設定すること。

(3)平成20年度

。第一次受入縄問への要請(平成21年2月)

第一次受入機関に対し、傘下の第二次受入機関が、違法不適正な対応を行わは

いよう適切に指導することを要請しました。

I要請内容]

第二次受入慢関に対し次の事項を指導し違法不適正な対応在行わ忽いこと。

l 研修 筏能実習に係る契約、関係織関への提出包類、計画等において記認された事項と

実態に相選のないこと.

特に、 研修労働契約と異怠る契約が存在する二重契約

研修 }玉能実習計画と異1J，る職種での受入れ

計画と異怠る研修授能実習の実施

研修生の残業

受入縫関同士による名綬貸し 等を行わせないこと。

2 舛国人授能実習生については、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令が適用される



ことか己、これを遭守すること.

特lこ、

母国語による労働条件の明示を行うこと

回低賃壷を下回ることの芯いよう適正な賃宣支払いを行うこと.また‘管理費等の名目

で不当芯控除を行うことがないこと

時間外、休日、深夜手当の割増賃金の適正砿支払いを行うこと

長崎間労働を行わせることが広いようにすること

賃金台帳.9イムカード等の関係書類在適正に記録、保存すること

を徹底すること.

3 外国人筏能実習生への賃金支払い等に関するトラブル防止のため 次の事項に留意すること。

賃金明細留を交付すること

要望があっても 預金通帳、キャッシユ力 ド及び印唱を預か己主主いこと

[参考l併せて「厳しい経済情努における妓能実習生の置用確保に係る要請Jも阪車労働局長名

で行っております。

(4)平成21年度

。第一次受入機関への要請(平成22年1月)

平成22年7月から筏能実習制度が変更されることを踏まえ 第次受入縫関に対し、

新制度下におげる適正芯労務管理の徹底等について要問しました.

I要拐内容1
1 新制度下においても 第次受入綾関としての役割在十分にE君臨し 第二次受入機関に対し‘

!;;能実習生の適正芯受入を徹底されるよう肢能実習の実施状況の把慢に努め 指導監督等を適

切に実施すること。

2 新制度においては、第二次受入織関に対し技能実習生を紹介する第一次畳入機関は職業紹介事

業者と芯るため、職銭安定法に基づく際業紹介事業に係る必要拡手続を取り 円滑に新制度に移

行するとともに、 ijijt諜紹介事誕者としての責務を履行すること。

3 第二次受入』畳間が労働関係法令に造反すること芯く適正以労務管理を行うよう.次の事項につ

いて必要な指導を行うこと.

(1)労働契約の締結について

ア 合意があっても、法定労働条件を下回る契約は違法であると犯怒させることe

イ 法定の労働条件を内容とする労働条件通知密(労働契約態)を作成し、受入時に授能実習

生に対し交付すること.

ウ 労働条件通知自の内容について、筏能実習生に十分理解さぜること.

(2)労働時間管理について

ア ヲイム力一ド等の客観的な記録を基礎として、適正芯労働時間管理を行うこと。

イ 本来時間舛労働は、使用者の指示命令の下に行わせる必要があることを踏まえ 労働時間

管理を妓能実習生自身に任せ芯いこと。

ウ 適正に把握した筒閣外労働休日労働の実績に基づ苦.活定の率以上で計算した割増資宣

を支払うこと。

工 長時間労働を排除するよう必要な対策を講じること.

(3)賃金の支払いについて

ア 愚低賃金額以上の額で定期賃金額を設定するとともに、賃金短除を行う場合には控除協

定を締結した上で、控除の内訳及び金額を明確にし、段1m実習生自身に通知すること。

イ 賃金の支払いに関するトラブル防止のために、賃金明細僻は必す交付すること。

ウ 本人の希望でも‘預金通帳‘キャッシユ力 ド及び印鑑在預か己拡いこと。
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議龍嚢習生の欝儲義体 曜傷口議蓄のために
~外国人技能実習指11度が平成22年7月JBより改正されます~

一 一一一

外国人技能実習生を使用する事業主の皆織におかれては、「出入国管理及び難民認定法

(入管法)Jの改正も踏まえつつ、労働基準関係法令を遵守し、技能実習生の労働条件の確

保・改善に取り組んでいただくようお願いします。

《労働基準法に関係する改正事境》

入管法の改正により、入国1年目から、研修生ではなく技能実習生となります。これに伴い、

入国1年目から、労働基準法上の労働者として、労働基準関係法令の適用を受けます。

L 入管法改正による労働関係法制適用について j 
I団体監理型

(P.8 用語の説明参照)

団体の責任及ぴ監理

技能検定基礎2級等合格

入国 2年目 3年目 帰国

技能実習2号 技能実習2号

技能実習2号移行対象職種について企業等での枝能等習熟

E 企業単独型 (雇用契約に基づかない講習を実施する場合)
(P.8用t吉田説明参照)

技能検定基礎2級等合格
入国 1年目 2年目 3年目 帰国

i 技能実習1号 技能実習2号 技能実習2号

企業等での妓能等修得 技能実習2号移行対象職種について企業等での技能等習黙

E 企業単独型(雇用契約に基づいて講習を実施する場合)

入国 1年目

技能実習1号

企業等での枝能等修得 | 

3年以内に械官 、l
を突結(2か月

技能検定基礎2級等合格
2年自 3年目 帰国

技能実習2号 技能実習2号

妓能実習2号移行対象職種について企業等での技能等習熟

。厚生労働省・都道府県労働局 B労働基準監督署

E型



(講習l二九百
講習は、座学により行います。
また、技能実習1号の活動時間全体の6分の1以上行うこととなっています。
(入国前に一定の講習を受講している場合には、 12分の1以上に短縮されます。)
→技能実習1号の活動を1年間行う場合には、原則として2か月以上の講習を実施することになります。

〈団体監理型の場合(1の例)}

講習は、受入れ団体(監理団体)が、入国当初に行います。

講習終了後、受入れ企業で雇用契約に基づき労働者として働きます。

〈企業単独型の場合〉

講習は、受入れ企業(実習実施機関)が行います。企業単独型では、講習を麗用契約に基づかずに実施

する場合i旦企盟iと雇用契約に基づき実施する場合(m(/)盟位があります。

雇用契約に基づかない講習は入国当初に、雇用契約に基づく講習は入国後1年以内(技能実

習1号の期間中)に実施しなければなりません。

I、Eの場合、講習は雇用契約に基づいていないため、講習期間中に技能実習生に業務を行わせ

ることは一切できません。

講習終了後(mの例では講習期間中も含みます)、技能実習生は受入れ企業で雇用契約に基づき労働者

として働くことから、下記の労働基準関係法令が適用されます。ー

(.1労働条件について!

2 

O労働条件の明示(労働基準法第15条)

労働者を雇い入れた時には、下記の事項を示した労働条件通知書を交付すること等により、労働条件

を明示しなければなりません。
この明示は、技能実習生が理解できる方法により(母国語等で)行ってください。

ー が勝
・労働契約期間 ・就業場所及び従事すべき業務 ~ 
・労働時間(始業・終業時問、休憩時問、休日等) ¥ tて
・賃金(賃金額、支払の方法、賃金の締切り及び支払日) ¥十一三
・退職に関する事項(定年の有無、解雇事由等) \l~ー

ぞの勉府内服仰内容 1ぺ，-
.昇給に関する事項

・臨時に支払われる賃金、労働者に負担させる食費及び寮費等、災害補償、職業訓練、表彰及

び制裁、休職等に関する事項、旅費に関する事項・・-これらについて定めている場合

一外国人労働者向けモデル労働条件通知書一
httP:llwww.mhJw.go.jp/new-info/k~tbetu/rol.tdou/gyousei/kanjoku/index.html 

(中国語、タガログ語、インドネシア語、ベトナム語、英語等の労働条件通知書)

-有期労働契約(契約期間の定めのある契約)であって雇用契約の更新が必要な場合

→更新する際に、改めて労働条件を明示しなければなりません。



賃金について

O賃金について(労働基準法第24条)

賃金は、通貨で、受入れ企業から直接技能実習生に、その全額を、毎月一回以上、一定期日に支

払わなければなりません。

-法令で定められているもの(税金、社会保険料等)L
トは賃金から控除することができます。

・労使協定で定めたもの(寮費や食費等) ..J 
ただし、賃金控除協定を締結していたとしても、具体的な使途を明らかにできない『管理費J等、事

理明白でないものを控除することはできません。

法務省指針作.8用語の鋭明多照}において、
-寮費や食費を控除する額は実費を超えてはならない
-実習終了時の帰国旅費や受入れ団体が監理に要する費用を技能実習生に負担させてはならな
いとされています。

O時間外・休日・深夜割増賃金について(労働基準法第37条)

・時間外労働に対しては、 25%以上 | 
・深夜業(午後10時~午前5時の労働)に対しては、 25%以上トの率で計算した割増賃金を

|支払わなければなりません。
・休日労働に対しては、 35%以上 」

;・平成22年4月1日より、 1か月に60時聞を超える時間外労働については、法定割増賃金率が j

l !??土!?で i• t=t=L... tP/J'lt.，::?1， '""(は、当分の問、この引よげが猶予されます。.J

-時間外労働を内職と称して行わせ、これに対する報酬を上の額以下とすることはできません。

入管法よ、 内職を技能実習生に行わせることは認められていません。

j 倒}所定労働時間l剖時間800円であるが、入国前に時間外労働は1時間300円とする労働契約を締結したことを理由に、そ : 
: の額しか支払わなかった場合 ! 

『技能実習生の合意があっても、法定の割増率で計算した額を下回る支払は、労働基準法違反となりますo

; 時間外労働に対しては、 800x 1.25 = 1，000円以よの支払が必要ですo

O最低賃金について(最低賃金法第4条ほか)

賃金は、最低賃金額以上の額を支払わなければなりません。

たとえ、使用者と労働者との聞で最低賃金額を下回る賃金を定め労働契約を締結しても、その賃
金額は無効となり、最低賃金額により締結したものとみなされます。

※ 以下の2種類の最低賃金が同時に適用される場合は、どちらか高い方の最低賃金額以上の賃金を支払
わなければなりません(最低賃金法第6条)。
①地域別最低賃金(都道府県ごとに1つずつ定められている最低賃金)
②特定(産業別)最低賃金(特定の産業ごとの基幹的労働者を対象に定められている最低賃金)

!例)地域別最低賃金が時間額700円の適用を受ける労働者に対して、入国前に時間額400円とする労働契約を締結したこと l 
i を理由にその額しか支払わなかった場合

『 最低賃金額を下回る支払は、最低賃金法第4条違反となり、禁止されています。その場合の賃金額は最低賃金額であ
i る時間韻700円となりますので、時間額700円の賃金を支払わなければなりません。

( 例)地場別最低賃金が時間額7∞円、特定(産業別}最低賃金が時間額8州で、両方とも同時に適用される事業場の場合
- 按能実習生は、特定(産業別)最低賃金が適用される基幹的労働者に骸当しますので、地犠別最低賃金よりも高い額

i である特定{産業別)最低賃金の時間額800円以上の賃金を支払わなければなりません。

入管法により、賃金等の不払は、不正行為認定(P.8用語の説明参照)の対象とされます。
(r賃金等の不払Jとは、賃金の不払、割増賃金の不払、最低賃金額朱満の支払等をいいます。)

3、
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O労働時間について(労働基準法第32条、第34条、第35条ほか)

・原則として、週刊時問、 1日8時間を超えて労働させてはいけません(法定労働時間)。

・労働時聞が6時間を超える場合は45分、 8時間を超える場合は60分の休憩を与えなければなりま

せん。

・少なくとも毎週1自の休日か、 4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

適用除外について

農業、畜産・水産業の事業場は、労働時問、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されていま

す。(ただし、深夜業(P.3)、年次有給休暇(P.5)に関する規定については適用されます。)

・特例措置対象事業場

商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業であって、労働者が1-9人の事業場は、 1週44時

問、 1日8時間まで労働させることができます。

時間外・休日労働について

法定労働時聞を超え又は法定休日に働かせる場合には、
『時間外・休日労働に関する協定 J(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があり

ます。
36協定は、限度基準に適合したものとなるようにしなければなりません。
時間外労働・休日労働を行わせる場合は、 36協定の範囲肉でなければなりません。

時間外労働の限度に関する基準(限度基準)

.業務区分の細分化
安易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大しないよう、業務の区分を細分化することに

より時間外労働をさせる業務の範囲を明確にしなければなりません。

一定期間の区分
r1日Jのほか、 r1日を超え3か月以内の期間Jとr1年間Jについて協定してください。

-限度時間
36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも次の限度時間を超えないものとしなければなり

ません。

①一般の労働者の場合
1週間 15時間

1か月 45時間

1年間 360時間 など

-特別条項

②1年単位の変形労働時間制の対象者
1週間 14時間

1か月 42時間

1年間 320時間 など

臨時的に限度時聞を超えて時間外労働を行わなければならない『特別の事情Jが予想される場
合、特別条項付き協定を結べば限度時間を超える時間を延長時間とすることができますが、この
『特別の事情Jは、臨時的なものに限られます。

-適用除外
工作物の建設等の事業等については、限度基準が適用されません。

時間外労働ロ休日労働は必要最小限にとどめる必要があります。



講習を雇用契約に基づき実施する場合(illの場合)、その講習時間は労働時間となります。
「入国当初の講習J(l、Eの場合)終了後に、講習を義務づける場合、その講習時間は労働時

間となります。

労働時間管理について 一一一一一 一 ………一一 一 一一山 一…… 一 一 一一一

『労働時間の適正な把慢のために使用者が講ずべき借置に関する基準Jに基づき、適正に労働時
聞を杷握してください。
具体的には

労働時間を適正に管浬するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記

録すること
始業・終業時刻の確認記録に当たっては、原則として、①使用者が、自ら現認して、または、

②空イム力 ド等の客観的な記録を基礎として、確認・記録すること ! 

三竺竺11-'ざ竺竺三 一一一 一 一 一… 一 一 … … 一 一 一 一 一 一一 一一 一一i

入管法により、長時間にわたる時間外労働・休日労働により労働時間が技能実習計画を

大幅に上回っている場合には、不正行為認定の対象となります。

O 年次有給休暇(労働基準法第39条ほか)

6か月以上継続勤務し(雇用契約目 (技能実習生については、 1. rr の例では「講習」終了後、 Eの例
では入国時)から起算)、全労働自のB割以上出勤した労働者に対しては、年次有給休日目を与えなけれ
ばなりません。
年次有給休暇を取得した労働者に対して、 賃金の減額その他の不利益な取扱いをしてはいけません。

①週所定労働回数が5日以よ又は週所定 川織勤務年数
労働時聞が30時間以上の労働者に対して ド二ιー 6治、月

10 

1年6か月 I 2年6か月

は、右の韮の年次有給休暇が付与されます. I iサ与回世
， ， ， 2 

②①以外の労働者に対して、週所定労働回数に応じて年次有給休暇が比例付与されます。

O 中間搾取(労働基準法第6条)

受入れ団体の役員等が、伎能実習生の賃金を、団体名義の銀行口座や団体が管理する技能実習生

名義の銀行口座に振り込ませ、これを引き出す等して不当に利益を得るようなことは.中間搾取となり禁

止されています。

O 強制貯金の禁止(労働基準法第四条)

技能実習生に対して、労働契約に付随して貯蓄金を管理する契約(技能実習生名義の口座の通帳、

印鑑を使用者が保管することを含みます。)をしてはいけません。

法務省指針において、技能実習生の合意のもとであっても、技能実習生名義の口座の通

帳等を使用者が保管してはならないとされています。

O 賃金台帳の作成(労働基準法第108条)

賃金台憶を作成し、
労働者の氏名、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、

深夜労働時間数、手当その他賃金の種類ごとにその額 など
を記載しなければなりません。また、賃金台帳は3年間保存しなければなりません。 組

5 
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O 解雇(労働基準法第20条、労働契約法第17条)

有期労働契約により雇用されている技能実習生は、やむを得ない事由がない限り、契約期間

内に解雇することはできません。
期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます。

技能実習生は一定期間の技能実習の実施により開発途上国等への技能移転を図ることを目的として

いることからも、技能実習の継続に最大限努力する必要があります。

やむを得ず伎能実習生を解雇する場合.
少なくとも30目前までの予告が必要です。

. 30目前までの予告を行わないで解雇する場合、解雇までの回数に応じた解雇予告手当(平均賃
金 x(30日 解雇予告白から解雇までの日数))の支払が必要です。

望星空
之丞盆塗tb

解庖予告手当
なし 10日分 20日分 30日分 三主!?J.賃金

O就業規則(労働基準法第89条)

技能実習生を含め労働者を常時1白人以上使用している場合は、就業規則を作成し、

労働基準監督署長に届け出なければなりません。

また、就業規則を変更した場合にも、労働基準監督署長に届け出なければなりません。

※就業規則の内容は、技能実習生にも理解できるように配慮するようお願いします。

O 寄宿舎(労働基準法第96条ほか)

寄宿舎に労働者を居住させる場合、労働基準法の規定を守らなければなりません。
「 ー日ーー一一一一一一一一一戸 { 

妓trn実習生を、事業主等が受け入れるために用意した宿舎に居住させ、
共同生活(便所、炊事場、浴室等が共同で、一緒に世事をとる等)を行っている場合には寄宿舎に該当しま

l す。マノション等で各自の部屋(個室)が設けられ、普部屋に便所、炊事場.浴室等が備わっている場合(共
l 同生活の実態がない場合)には寄宿舎に該当しませんe

① 労働者の私生活の自由を侵してはいけません。
外出及び外，自について使用者の承認を受けさせること l 
教育.娯楽その他の行事に参加を強制すること 〉ーは、禁止されています。
共同の利益を害する場合以外に面会の自由を制限すること | 

② 寄宿舎規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。寄宿舎規則を変更したとき

も同械です。
届出には、寄宿舎に居住する労働者の過半数を代表する者の同意書の添付が必要です。

③技能実習生を吉め労働者を10人以上使用している場合は、寄宿舎設置届が必要です。

④受入れ企業は、寄宿舎の設備等について、労働者の安全・衛生・風紀等を守るため、

法令に定められた措置を講じなければなりません。

-警報装置(火災等の非常事態を居住者に分からせるもの)を設置すること
.消火設備を設誼すること
-寝室を2階以上に設ける場合は避難階段等を設けること
寝室に居住する者の氏名等を掲示すること など



「安全衛生について j
O安全衛生教育について(安衛法第59条、安衛則第35.36条など)

.雇入れ時等の安全衛生教育
技能実習生を庖い入れたときや技能実習生の作業内容を変更したときには、①作業肉容、②機械等

や原材料等の取扱い方法、③安全装置や保護具等の取扱い方法など、技能実習生の安全衛生の確

保に必要な事項について、安全衛生教育を実施しなければなりません。

・特別教育
危険有害業務に技能実習生を従事させる場合には、特別教育を実施しなければなりません。一一務) … 
q クレーン(つり上げ荷重5トン未満のもの)、移動式クレーン(つり上げ荷重1トン未満のもの)
.玉掛け作業(つり上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーンに係るもの)
・フォークリフト等荷役機械(最大荷重1トン未満のもの)

二引所主空特例!?!13れ:裡 ….J EZ警史一"……信 市町......1

O就業制限(安衛法第61条、安衛令第20条)

就業制限業務に技能実習生を従事させる場合には、免許の取得、技能講習の修了等の資格が必

要です。

γ(就業制限業務)一一 回一一一一 "一一 …一一一ーマ

トクレーン例上l情重5ル以上のもの)、移動式クレーンゆ仙ず荷重1叫よのもの)の運転 ; 
玉掛け作業(つりよげ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーンに係るもの)
フォークリフト等荷役機械{最大荷重1トン以上のもの)の運転 ; 

いガス溶接等 ・建設機械の運転 など ; 

O 健康診断の実施(安衛法第66条)

受入れ企業は、技能実習生を雇い入れたとき及び一定期間ごとに健康診断を実施しなければなりま

せん。

-雇入れ時健康診断・・・労働者を雇い入れたときに実施しなければなりません。
.定期健康診断.. .，年以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。

(深夜業等に従事する者については、 6月以内ごとに1田の健康診断が必要で
す。)

・特殊健康診断・・・有害業務を行わせる場合、一定期間ごとに実施しなければなりません。

じ(特殊健闘の必要な有開)
特定化学物質の製造文は取扱い業務、鉛業務、四アルキル鉛等業務、
屋内作業所・タンク等の内部等における有機溶剤の製造又は取扱い業務、粉じん作業など

O労働災害が発生したときの対応

技能実習生が労働災害により死亡文は負傷した場合に、的確に対応できるような体制を確立し、技
能実習生にも理解できるように事前に説明してください。
また、技能実習生が労働災害に被災したときには、
・休業4日以上の場合・・・ 労働者死傷病報告(安衛則様式第23号)を遅滞な〈
・休業4日未満の場合・・・ 労働者死傷病報告(安衛則様式第24号)を四半期ごとに

所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。(安衛法第100条)

7 
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「労働保険についてl
-技能実習生を含め労働者を1人でも雇用した場合には、労働保険に加入しなければなりません。

.労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険のことをいいます。

・また、入管法により、暫定任意適用事業(※)に該当する場合であっても、技能実習生を受け入れる

場合には、労災保険に加入するか、これに類する措置を講ずる必要があります。

※常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農林、水産業、養殖、畜産等の一部の事業

0労災保険について

労災保険は、労働者が業務上の事由文は通勤により負傷等を被った場合等に、被災した労働者や

遺族を保麓するため必要な保険給付等を行うものです。

「外国人雇用状況の届出について|

-受入れ企業は、外国人(技能実習生)の雇入れ・離職の際、その氏名、在留資格等を期限肉にハロ

ーワークに届け出る必要があります。(届出義務は、1ページの表中『労働関係法令適用Jfこ伴い生じ

ます。雇用保険の加入手続と併せて届け出てください。)

・届出をしなかったり虚偽の届出を行った場合、 30万円以下の罰金を課せられることがあります。

用語の説明

1) 団体監理型 :受入れ企業を会員とする商工会議所、事業協同組合等の受入れ団体(監理団体)の責任と監理
の下で技能実習生を受け入れること。

2) 企業単独型 :受入れ企業が外国にある合弁会社、子会社等の常勤の聴員を直接、技能実習生として受け入
れること。

3)法務省指針 :技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成21年12月法務省入国管理局公表)

4)不正行為認定:監理団体、実習実施機関、その経営者等が入管法に規定されている不正行為を行ったとして入
国管理局に認定された場合は、一定期間技能実習生の受入れが停止されます。

このパンフレットに関するお問い合わせは、最寄りの労働基準監督署、都道府県労働局労働
基準部(外国人雇用状況の届出に関するお問い合わせは、ハローワーク)にお願いします。

(H22. 3) 



己込田

在日的外国技能実羽生也造用子日本的有美芳劫基准相共法令，

作文!労劫者，他イi'J与日本人其労劫条件受到法律保炉。

以下的案例可能述反日本的労劫基准相美法令。

① fR杯公司的各件，受到了 5万日

元ft款的!<t初。

③辻了没工資臼， i愈
J倒未2主工資。

→ 1 (8) 

⑤ A人脊宿宿合外出

i吋，必須荻得庭用者ー

がJ同意，行z;lJ不自由。

→ 1 (14) 

→ 1 (4) 

⑦以技能EE23生的身扮工作了一年

吋向后，没有安排体松。

→ 3 (4) 

② 部分工資被強制備蓄，旦出企ill:

主保管存折a

→ 1 (5) 

④ 一天工作 l付阿超辻

了八小肘，但是其工資

毎小吋只支付了 350E'I 

7G。

→ 1 (11) 

⑥規定的最低工資先毎小nす
700 日元，但是~阪支付的工

資剖l按毎小吋 5001:1元t十);1.
→ 2 

③ 工作中受街，但是没有領到治斤

'!Jf及休俄キト倍。

→ 4 

そうt 厚生芳劫省、都道府昼芳功局、芳劫基准監督署



日本主要有以下的労劫基准相夫法令(:j商要)

E芳号j基准1胡

(1)禁止中岡株取(第六条)

除法律允首相;況タト，禁止任何人介入他人就此以保I担利話。

監理机拘辻企li'主把技能~羽生工資的一部分正人並立理机拘自己管I型的日正戸中侵呑。

(2)遥反《芳功基准法》益t才的合同元妓(第 卜三祭)

設有述到《労功基波法》規定的基Ilt的芳功祭件元放，元究史的部分，要t.ii附 《努劫

基~t法》 規定的基准遊行路改.

(3)芳功条件的明碗(第十五条)

益ir芳功合同吋 ，必須it拾労功者“芳;11祭件通知 11"等交待以下事項，以明訓予?

功祭件。

①Jl'功合同期阿

②就止場所及占人事的工作

③芳功吋阿(上班吋向・下班吋向、休息吋問、仮日等)

④土資待遇(工資金額、支付的方法、工資廿算概止日J田及支付日!VJ)

⑤有美商取的事項(有元退休、解庭事由等)

※ 此タ卜，実写実施机拘 ，除711t各日文的改帯商資料タ卜，述要准各技fiEek羽生母涜

版的エII面資料 ，井且英内容皮碗保技能実羽生能移充分理解.

ek三ヨ実施机拘与努軍J者益もT努事J合同If:t，投有交錯乱'羽生ヰ3而的芳号~g長件資料.

(4)賠倦預定的禁止(第十六条)

対干未履行芳割J合同的情況 ，禁止益iT決定述約金或者預定tw害賠{書金額的合同.

(星然禁止預先決定損害賠倦金額 ，但是現実中不禁止対困労割J者責任引起的扱寄

要求賠倍)

事先被迫益iTHll杯公司各件，o款 5万日元的合同.

(5)禁止強制存款(第十八条)

禁止芳号J合同附帯存款合同，或者管理存款的合同.

※ 艮然違十祭款井不禁止芳功者自m委托管理存款的↑i~j況，但是要求~3=J~施
机拘 ，即位技能実耳生提出要求保管存折 ，也不安方他ffl保管存折等。



企~~主把部分エ資存入了芳功者名文的保行j!\(?中，升由企~~主保位協存折.

(6)解躍的限制(第十九祭)

工作中負傍或者忠病，悶斤非而休偲的JVI阿il.& Jt以后的30夫lVl lÌ町，以及i""íÌ~i""后休償
却l悶及其以后的30天期間，禁止解腔.

図工:ff~傍休仮，身体恢Ål正常工作状悉，上班后立 11 11迎到了解雌.

"' 此タ卜，一年合同等規定了努事11国i司的努割J合同，只要波有迫不1U己的!Jj由，不得在

合岡崎l内解鹿(((努劫合同法》第十七祭第一款)

|(7)糊預告(第二十祭、第二十一条)

解鹿芳功者吋，原則上庄至少提前30天遊行預告.未預告吋，可以要求脱用者支付平

均工費30夫以上的解雌預告朴助(wi告IVIIi司不満却夫i吋，庇方其不足JVI問的平均工資).

来事先預告当即被解}荏，而豆未支付解雌預告朴助.

|(8)工資的支付(第二十四条)I 
支付工資前必須駒定以下事項①通貨，②直接向労功者支千七 ③全額;@ 毎

月一次，⑤固定日期.

(法+規定的数拠(税金、社会保隣接等)及労資協定規定的撤掛(宿舎費、伏食費等

実障費用)可以>>..工資中拘除.但是不得者i除具体用途不i目的教提項目)

即位i立7llt工資日 ，迩没傘到工資.

|(仰工朴助(第二十六条)I 
因庭用者資任，使芳功者休偲吋，需要文付符工朴助(平均工資60%以上). 

因“没活干 m 原因，辻労功者休偲~ 日 ， 而且未在u薪日向労;11者交付栂

庄部分的停エキ卜助。



(10)労功吋伺(第三十二条、第三十四条、第三十五祭)

(衣i止l止k、育戸

原則上禁止芳劫[日吋!吋す向毎星J期9明l超近4刊O/J小、φ日吋す，毎夫超辺8酢小肘固

芳功吋阿超近6ノj、吋吋，必甥H.上芳功者休息45分事l'以上，超近8小吋吋，必須休息60分

併以上。

至少毎星揮j必須凡上労功者休息一夫、或者四十星j朋休息間夫以上。

I主里庭用者向轄区内芳軍J基准監督署提交“規定吋向タ卜芳功和休息日労功的協定

申消帯"吋，芳功者可以在申情活関内在規定吋阿外利休息日芳功。

労功吋同超近了“規定吋阿タト芳;lJ和休息日芳功的掛定申消1;"中規定的

吋同数，在規定吋向タ卜芳すJ固

(11)規定吋伺タ卜、休息日及深夜芳劫Bj的額タト工資(第三十七祭)

(衣"t、百戸・水戸止，不透用干此項有美規定吋向タ卜及休息日労;lJ的叡タ卜エ資的

規定 J主里，当労功合同中規定了在規定吋阿タ卜及休息日芳功須主付額外工資肘，

則必須i丑行支付)

辻労号J者在規定吋同タ卜、深夜(下午叩吋~上午5nt)及法定休息日芳功吋，必須按照

以下的比率支付額タ卜工資。

規定At向タト芳功的額外工資不4干25。ん比率

(一十月的労幼吋1司超辻了規定的60/J、吋遊行吋同タ卜芳功什j，額タ卜工資比率方50%0

迭里，中小企此可在一定期I司内哲祭実施本項規定)

- 深夜労功的額タ卜工資不小'f25~も比率
・休息日芳功的額タ卜工資不小干35%比率

記 即使技能~>J生本人同意，但是如巣金額il!:'f依据法定比率汁算的弱I度的-ijfr ，
則視方述反《努功基准法》。

豆然有毎天 8小吋労功的合同，但是辻労;11者工作超辻 8小吋，却未対規定

ot阿外的努功主付不小子 25%比率的額タト工資。

|(凶年度帯薪休俵(第三十九条)I 
芹I干連接六十月工作、努功夫数不少干全部工作日 80目的労功者，特享受年度帯

薪休偲巴

向企此主申1背了年度帯薪休偲后荻1佳休偲，可是t，;:薪日未支付該部分工資。

|(日)制裁規定的限制(第九十一条)I 
拘労功者工資吋，毎次拘除金額不得超近日平均工資的一半，拘除怠額不得超近毎

次工資支付期阿ヱ資且観的十分之一.



上班;g到了一小I吋

(14)寄宿宿舎(第九十六条等)

芳i!lJ者寄佐寄宿宿舎I吋，禁止限制労功者的生活自由，例如』卜出吋需要荻得庭用者的

同意等。此タ卜，迩姿采l担措施規定避，{tjfi楼梯以及波盟友火ttf器等.

》認定望所説的“寄宿街合"是指廿労功者居住在准各好的宿舎，大家共同生活

(聞所、厨勝、治宝等共用，一起餐欽等)的制!f況.毎+入住単向，各鹿屋具各刷所、

厨房、浴室等祭件i吋，則不踊子共同生活，法手l't;'1況不是寄宿宿舎。

寄宿的技能実耳生タト出及在タ卜留宿11')，必須取得胞用者的同意.

展望最低工資法3
工資金額必須高干最低工資金額(第四祭れ

2喜志T的労功合同中規定的工資促干最低工資金額，迭紳規定格元放，用工単位庄支付

最低工資金額。

x 最低工資有以下関利同l吋造問111.則以其中金額絞両者1JI住(第六条)。

①各地区最低工資(都道府昼各自規定的最低工資)

②特定(各戸lU最低工資(以各特定戸止的骨干労功者1;対象規定的最低工資)

各地区最低工資尽f江主J毎小lト17001ヨ元j旦与技能'!k羽生之伺益iT了毎小町工

資5日0日元的労功合同J1リ只領取了該金招!的工資。

勝芳劫安全E生堂覇

|(1)危陰等的防止(第二十条等)I 
企-&主方了防止労功者辿辿危陰或者出現蝕f，N損害等，必須采取《芳劫安全主生

法》規定的措施.

在2米以上的高赴作此i吋，没有安装扶手，也投有使用安全帯。

沖圧机械没有安装安全装置.

在室内}ÁllJ屯弧熔接作1~ 1I't.未安装換ベ装笠，也没有使用防生函E在。



|(限会主生教育(第五十九条)I 
企止主RUJTI芳，;lJ者EE者制整労可J者作此内容11;)，必須対芳功者実施有美必要的安全

主生教育.

此タ卜.i.上労甲J者以可I法令規定的危陰有守工作l吋必~~施特別培洲.

設有接受特別t富山1.却lAl!IT吊卒操作(毅荷不足5崎)、移勃式吊牢操作(載

荷不足1時ト吊拘装~jl作，rt(載荷不足1略的吊卒、移劫式吊卒)、号Jカ沖圧桜具

等的装卸.'!!弧1!l按等作，rt.

(3)就，rt限制(第六十一 祭)

企，rt主不得iJ:元lA~t仇!日l等元資格的労功者以事特定的危険工作.

没有必袈的資絡，却}.AIJiT吊卒操作(救荷 5l'ii以上)、移i!lJ式吊存操作(毅

荷 1Uië 以上)、吊併j装卸作~t (抜荷 1時以上的吊卒、移功式吊卒)、又再二主主投(最

大紋荷 !日is以上)、 ベ体IN接、建筑机械(机械重量超泣 3略的机械)的型車e操作

等作止。

(4)体栓(第六十六祭)

iÈ止主出必i在日i同労幼者1吋及毎隔一定期間(一年或半年内)対芳事j者~施体栓.

以技iiEZEZヲ生身倫努事'JB有一年事吋同，但是未接受迂体栓.

寵芳功者j(害キト倦保隆語調

努i!lJ者図工作土的原因或上下斑途中迎過紡亡等情況町，根据受容労軍J者或逃属的

要求，可以領Jr，t如下的中卜助.

① 需要f{界1r1元倦治斤或'!t鎗斤非費用 f{非{キ卜偉)キ卜助
② 因斤非不IiE工作而不能領取工資111.自其第悶夫起.'!t鎗朴助基本日額的回目休俵

(朴佳)朴助

③街病等治汗后伯悶有一定残疾吋，根据残疾程度.'lt.鎗年金或崎日付ト!!IJ残疾(朴

倦)朴助

@死亡Ilt.m据辿周人数等，t;t鎗年金或11市吋朴!!Ih!!J属(中卜倦)キ卜助

※除此之タト，升 PfHY~昨后，鐙泣 定吋問的斤界D¥米治愈(症状固定)吋，只要櫛且一定的条
件，迩可以泣拾保険料i由主事，比如残疾程度比較1s吋宜姶的街病(朴{書}年金，図較盤技疾，稿
喪家庇或ザrJ!n~針入品等鎚供jf'理阿世姶的ザ理(朴倦)朴助等.



注我1fJ了解ー下自己的芳劫条件

姓名

在日期間

工作公司

派遣机拘

勢劫条件通知~

年 月 日~

1.是否>>-工作的公司領取了労劫条件通知~?

2.芳劫奈件通知有上氾裁的工資金額是多少?

※可匿名

年月 日

〈領取了・未領取・不知道〉

{月金額・日金額・小吋金額 日元〉

3.是杏能移按照芳劫条件通知帯上記載的工資金額如数領取工資? 〈是・不是〉

勢劫肘伺

1.是否知道工作的公司規定的芳劫肘向?

2.依寧什弘掌握労劫吋向?

〈考勤-F・考勤縛・自己氾呆・其他[

3.上十月加班了多少小小肘?

4.是否経常把工作帯回家里倣?

5.是否有休息肘向?

工費的支付

1.是否被拘辻工費?

→回答“是的"肘，如除的項目和金額是多少?

]・什仏都没有〉

〈知道・不知道〉

〈釣 小吋〉

〈是的・没有〉

〈有・没有〉

(是的・没有〉

〈水屯天然笥費 日元、宿舎費 日元、伏食費 日元、其他[ ] 日元〉

2.是否支付了加班費?

3.加班費毎小肘支付了多少?

4.保行的存折及印章由堆保管?

其 他

1.毎年是否体栓一次?

2.工作中是否受泣街?

→回答“受迂街"肘，治庁費是堆付的?

〈是的[上小月

〈毎小吋

(公司・自己・其他[

日元]・投有〉

日元〉

] ) 

〈是的・没有〉

〈受近傍・投受泣〉

〈公司・自己・芳究保陸〈即工街保隆))



タ卜籍芳功者洛淘筒口介沼
各都道府芸者11在都道府喜芳r，!l局労功娃抑制liIL督i東或劣ir，!l基Ifli肱'凶器i立百了外務芳i;1]者

世51合1街口，1主些服弁筒口占jl可以使用タト1吾方タ卜知野功者一提供有美芳号J祭判的資1旬。美子~1一波
口J制等i草当直情況，ifi与各有矢部門淘向。

此タト，未波宣タト1苦労割J者百5t旬笥目的努号J基IIEll主督署，也可以提供有美労号J祭件的~~ì旬，因
効投有配各自tタトi吾的工作人民，迭吋1古前来¥!i'i旬的人尽詰由可以特JlIJ翻洋的人民陪向。

静岡

畳知

三盆

溢領

r$l 

f!ftp公区京川

IHJj北区下石井

市中区よ八T
.州町 . 守

)(英 英語、加刊j硝耳語、西酉班牙i吾、双 1)(i吾、法法t吾
※以上是哉至2010年5月的{吉息資料，今后内容可能有所変更。

'61 

11 

Jfilff1i 

(22.6) 



外国人技能実習生のみなさんにも労働基準関係法令が適用され、

労働者として日本人と同様に労働条件が守られます。

以下のような事案は日本の労働基準関係法令に違反するおそれがあります。

①会社の備品をi書したら、罰金として

5万円支払うことになっています。

③賃金支払日を過ぎて

も賃金が支払われて

いまぜん。

→ 1 (8)へ

→1(4)へ

⑤寄宿舎から外出する ¥4

際、使用者の承認を

受けなければなら

ず、不自由です。

→ 1 (1 4)へ

②授能実習生として働き始めて1年以

上経ちましたが、健康診断を受診し

ていません。

→3(4)へ

②賃金の一部を強制的に貯蓄させられ、

預金通帳は事業主が持っています。

→1(5)へ

@l日8時間を超えて労

働しましたが、その分

の賃金が時給350円
しか支払われません。

→ 1 (1 1)へ

⑤最低と決められた賃金額は時

間額700円なのですが、実

際lこは時間額500円で計算

して賃金力て支払われています。

→2へ

創 士事中にケガをしたのですが、治療

費や休業の補償がなされません。

→4へ

。 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署



日本の労働基準関係法令には以下のようなものがあります(抜粋)

臨労働基準繍

|(1)中間搾取の禁止(第6粂)I 
何人も、法律で許される掲含の外、他人の車説t諜に介入して利益を得ることは禁止吉れています.

錯霊静静捗静静捗静静扮》砂砂目一…….一一………….一一…….一一….日….“.

監理団体が自ら管理する口座に、事業主に技能実習生の賃金の一部を振り込ませて着 ; 

i服していた@

|(制働基準法違反の契約の無効(第13条)I 
労働基準法に定める基準に満たない労働条件は鰻効であり、無効となった割分は、野働基準

法に定める星準によることとなります。

|(3)労働条件の明示(第15条)I 
労働契約の絹績に際し、労働者に対して、次の事項について弾働条件週知書を交付する等に

より、労働条件を明示しなtすればならないことになっています。
①!n働契約掴間
②説集喝所及び従軍すべき鎗務
③貯働時間{拍業・終業時間、休憩時間、休日等)
@賃金(賃金額、支払の方法、賃金の締切り及び支払日)
⑤温聴に聞する事項(定年の有館、解雇事由等)

※なお、実習実施鶴岡には、当蹟書面は日本語に加えて、技能実習生の母国語によっτも作
成するなど、内容が技能実習生に十分に理解できるようにすることが求められています。

管一一一両:一-L)
|ω賠償予定の禁止(第16条)I 

労働契約の不届行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約は禁止されてい
ます。

{あらかじめ損害賠償金額を決めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任に
より発生した損害について賠償請求することは禁止されていませんJ

調整備を壊一…一…… ; 
|(5)強制貯金の禁止(第18条)I 

努働契約に付随して貯蓄の契鈎をさせ、叉は貯蓄金を管理する契約は襲止されています。

※労働者の任意の委託を受付て貯蓄金を管理することまで禁止したものではありません
が、実習実施機関に対しては技能実習生からの要望があっても預金通帳等を預からな
いよう求めています。



得噌霊艶艶カが一E

. 

;していた。

|(6)解雇の制限(第19奈川
業務上負傷し、又は喪病にかかり療費のために体叢する期間及びその径30日問、並びに産前

産鑑休諜期間及びその健30日聞の解雇は察止されています。

縄璽静捗静捗一………….目……….日……….“…………….目………..………..…………….“………..…….目…..

i 業務上の負傷が原因で休柴し、働ttる状態になつて出勤したところ、即時解屈きれ : 

iた。 1
___.il' 

※なお、 1年契約等、期間の定めのある労働契約は、やむを得ない事由がない限り、契約期間

肉に解庖することはできません。(労働契約法第17条第l項)

|(7)解雇の予告(第20条、第21条)I 
労働者を解雇する掲含には、原則として30日以上前に予告することとされています.予告

が行われない掲合には、平均賃金の30日分以上の解題予告手当(予告期聞が30日に満たない
掲舎には、その不足する期聞の平均賃金}の支払いを受けることができます。

鍾謹勝一一一....-…・..._------

j 予告なく即時解雇されたにもかかわらず、解雇予告手当が支払われなかった。 i

|(関金の支払い(第24条)I 
賃金は、①通貨で、②労働者に対し直接、③全額を、④各月に1回以上、⑤一定期日を定

めて、支払われなければなりません。
{法令で定められているもの{説金、社会保険料等}や労使協定で定められたもの(寮費、食費
等の実費}は、賃金から控除できることとされています.ただし、具体的な使途を明らかに
していないものを控除することはできませんJ

1『司竃~

j 賃金支払日を過ぎて も賃金が支払われなかった。!
i------------ -ー・;-;"

|州議手当(第2錬)

使用者の責に帰すべき事由により、労働者を体躍させる渇含には、体叢手当(平均賃金の
60%以上}の支払いが必要とされています.

縄霊静捗砂砂静砂砂砂砂併"………..……………..………..……..…..

r仕事がなLリという理由で数日問休柴きせられたが、その分の休業手当が賀金支払日
j に支払われなカかaつた.



|(1附働時間(第3挽第34条、第3開|
(農業、笛産・水産業については、この規定が適用されません。)

原且IJとして、週40時間、1日8時聞を超えて労働させることは猿止されています.
野働時間が6時間を超える沼合 '~45分以上、日時簡を超える渇吉'~60分以上の休恕が与えら

れなければなりません.
少なくとも毎週1日か、4週間在通じて4日以上自体日が与えられなければ立りませんa

ただし、僅用者がI時間外封働ー体日努働に関する也定届』在所帽労働基串監督署へ届け出た
i昌吉、その範囲内で時間外労働又は休日針働を行うことができます.

「時川外労働 休日労働に閲する協定問Jで定める時間数を組えてJ時11日外労働を行わ

された.

|(11 )時間外、休日及び深夜の割摺賃盆(第37条)I 
(農業、宙産・水産業については、時間外、休日労働に閲する割噌賃金の規定は

適用されません。ただし、労働契約で時間外、休日労働をした海合に割掴賃金を
支払うこととしている娼合には、その支払いが必要です。)

時間舛、深直{午櫨10時~午前5時)、法定休日に虫働させる渇吉には、以下の割摘草による
割111箆童が玉払われなければなりません.
時間持労働割姻賃宣 25%以上の率
( 1ヶ同60時聞を超える時間外労働については50%になります.ただし、中小企業は当分の
問、適用が猫予されます.) 

・深夜労働割摺賃宣:25%以上の車
体目指働割摘貨宣:35%以上田寧

※技能実習生自身の古意があっても、法定の割m串で計算した額を下回ることは労働基準
法巡匠となります.

l日8時111/の契約だが、B時間を組えて労働させら札ても、その時間外労働に;<1して
25%以上の串で由'11m2金が支払われなかった.

|(12)年次有給 糊 ( 範 明

6ヶ月鍵続勤務し、宝型苦悩日の8割以上出勤した狩働者に討しては、年次有給体闘が与え
られます.

勤続動員年齢

付与回数

錨草野

吋 7R E1経畑町|了語両面

年功;有給休暇を使って休むとlll!ll!主に申.，1して休んだにもカ哨・わらず、賃金支払日に
そ白分の日企が支払われなかった.

労働者に討する混鎗の制諮は、 1回の顕が平均賃宣の 1自分の半顕在超え、総翻が一貫主
主払期における賃童白総額由 10分由 1を超えることはできません.



錨璽捗H ・H ・-一一一一一…H ・H ・-一……………….日一…….日……………..……….一……..….目.

1時閥仕事に遅刻したら、罰金としてl旧日分の賃金額が減額された。 j 

|(14)寄宿舎(第96粂等)I 
寄宿舎に労働者が居住する場合において、例えば、外出の際に使用者の承認を必要とするな

ど、労働者の生活の自由が制限されるようなことは禁止されています。また、避難用階段や消
火種備などの定められた蹟備が臨画されてる等の措置が必要とされています。

※ここでいう『寄宿舎jとは、用意した宿舎に居住させ、共同生活{便所、炊事場、治室等が共
同で、一緒に食事する等}を行っている場合が該当します。各自に個室が与えられ、各部
屋に便所、炊事場、浴室等が備わっている唱合には、共同生活とは見なされず、寄宿舎には

該当しません。

鱒霊静.-._-
1 寄宿している技能実習生が外出や外泊する際、使用者の承認を受付なければならな

iかった。

自主.最低賃金調
賃金額は、量低賃金額以上でなければなりませんo (第4条)
たとえ、量低賃金額を下回る賃金を定めた野働契約を締結しても、その賃金額は無効とな

り、支払われる賃金額は量低賃金額となります.

※最低賃金は以下の 2種類があり、同時に適用される場合は、どちらか高い方の金額が適
用されます。(第 6条)
①地域別最低賃金{都道府県ごとに lつずつ定められている最低賃金}
②特定{産業別}最低賃金{特定の産業ごとの基幹的労働者を対象に定められている最低

賃金}

鍾 齢 … …-----

地域別最低賃金が時間額700円であるにもかかわらず、技能実習生との問に時間額 ! 
500円とする労働契約を諦結し、その額しか支払わなかった。 ! 

…・・〆

属鹿労働安全衛生調

|(1)危険等の防止(第20条等)I 
事業者は、野働者の危険又は健康陣富等を防止するために、労働安全衛生法で定められた措

置を筒じなければならないこととされています。

錯富齢...-..・...
2m以上の高所で作業を行う際、手すりが設付られておらず、安全帯も使用していな

かった。
プレス機械に安全装置が取り付けられていなかった。
屋内でアーク溶接を行う際、排気装置が設けられておらず、防じんマスクも使用して

いなかった。



|(2)安全衛生教育(第59条)I 
事業者は、労働者を届い入れ又は労働者の作議内容を蜜更した渇合には、従事する韓務に関

する必要な安全衛生教育を実施しなければならないこととされています.
また、危険有寄識聴で、法令に定めるものに労働者を従軍させる埠含には、特別教育を実施し

なければならないこととされています。

錯墨静齢一一…………….一一…….白…………….日一…….目…….目….“.

i 特別教宵を受けていないのに、クレ一ンの運転(つり上げ荷重5トン未満のもの)，、移
!動式クレ一ンの浬転(つり上げ荷重1トン未満のもの)，、玉掛貯作業{つり上げ荷重1ト
jン未満のクレ-ン、移動式夕レ-ンに係るもの)，、助力プレスの金型等の取付tけ;-.取外
:し、ア一ク溶接等の作業を行わきれた。

.......iプ

|(淵業制限(第61条)I 
事業者は、特定の危険業務には、免許など貿格を有する労働者以外を従事させてはならない

こととされています.

縄霊静静接接…………….目…………….“……….………….目……..…..……………..……….“……..…..

必要な資格を有していないのに、クレーンの迎転(つり上げ荷重5トン以上のものに
移動式クレーンの運転(つり上げ荷重 1トン以上のもの}、玉掛貯作業(つり上げ荷重
1トン以上のクレーン、移動式クレーンに係るもの}、フォークリフトの運転(最大荷量
1トン以上のもの}、ガス溶接、建設機械(機体重量が3トン以上のもの}の運転等の作
業を行わされた。

|(4)健康診断(第6錬)

事業者は、努働者を雇い入れた時及び一定期間(1年又は6月以内)ごとに健康齢断を実施し
なければならないこととされています。

錯捗…・・・・H・H ・-
i 技能実習生として働き始めて1年以上経過したが、健康診断を受診させられなかっ l 

:た。

働者災害補償保

野働者が業務上の事由又は遇勤により負傷等を被った渇合等に、被災した労働者や遺践の鵠
求に基づき、主に次のような給付が受給できます.
①療費が必要な掲合、撫慣での治療又は痕聾の質問:痕聾{補償}蛤付
②痕聾のため労働することができないため賃金を受付ることができない渇含、その4日目か

らの給付基礎自翻の80%:体業{補償}給付
③傷病等が治った績もその障害方」定の程度にある渇合、障害の程鹿に応じ年金又は一時金:

障害{補償)鎗付
@死亡した喝合、遺醸の数等に応じ年金又は一時金:jI践(補償)信付

※このほかにも、療費開始後、一定期間経過して色治ゆ(症状固定}しておらず、障害の程度
が重い場合に支給される傷病{補償)年金や、重い陣書により、家族や介寵サービスなど
から介護を受11た場合に支給される介護(補償}給付など、一定の要件を満たせば受給で
きる保険給付帯もあります。



あなたの労働条件をチェックしてみましょう

氏名

滞在期間

動務会社

送出機関

労働条件通知書

年 月

業匿名でも司

自~年月 日

1 勤務会社から労働条件通知書をもらいましたか 〈はい・いいえ・知らない〉

2 笥働条件通知書に記載され疋賃金額はいくらですか 〈月額・日額・時間額 四〉

3 労働条件通知書に記載された賃金額どおり支払われていますか

労働 時間

1 勤務会社の所定労働時間を知っていますか

2 労働跨聞はなにで把握していますか

〈タイムカード・出動簿・自分のメモ・その他[

3 先月は伺時間残業しましたか

4 自宅に持ち帰って仕事をしていますか

5 休憩時聞はありますか

賃金の支払

1 賃金から健隙されているちのはありますか

→「はいJの揚合、控隊されているものと金額はいくらですか

〈はい・いいえ〉

(はい・いいえ〉

]・なにもない〉

〈約 時間〉

〈はい・いいえ〉

〈はい・いいえ〉

〈はい・いいえ)

(光熱費 円、宿曾費 円、食費 円、その他[ 円〉

2 残業代は払われていますか 〈はい[先月

3 残業代は 1時間当たりいくら払われていますか れ時間

円]・いいえ〉

円〉

]) 4 銀行の通帳や回章は誰が保管していますか 〈会社・自分・その他[

その他

1 健康診断は 1年に 1回受けていますか

2 仕事中にけがをしたことはありますか

→「はいJの揚合、治療費は誰が支払いましだか

(fetい・いいえ〉

〈はい・いいえ〉

〈会社・自分・場災保険〉



外国人労働者相談コーナー設置箇所御案内
外国人労働者相談コーナーは、以下の都道府県芦働局労働塁準部監笛課ヌは労働基準監督署に

霞けられ、外国語による労働条件に閲する相談を受け付けています。開設日等詳細については、そ

れぞれの連絡先にお問い合わせください。
なお、外国人封働者相談コーナーが設歯されていない労働基準監督署においても労働条件に関す

る相談在受け付けていますが、できるだけ通訊できる方と御一緒に来署されるようお願いします。

仙、

広島

※ 英英露、 ポーポルトガjレ話、 ス スベイン倍、中ー中国語、 7 フランス語
※ 平成22年5月現在のものであり、変更される可能性があります.

(22.6) 



岐 阜 県 最 低賃 金は、岐阜県内のす

べての労働者に適用されます。

ただし、下覧に掲げる産業に従事す

る労働者は、該当する特定(産業別)

最低賃金が適用されま90
22.10.17 706円

。特定(産業別)最低賃金目
圃 圃圃最低賃金額 1-斗←.二百扇藤}外了一一盟
三 J唖主主二三1二I豆逸品 四一“iii*i酬明白三二斗宝璽園

忌低賃金の{牛名.

{
3
}
清

m
Eは
片
付
け
の
車
競
に
主
と
し
て
世
恋
す
る
者

{
2
}
直
入
れ
壷
3
月
末
潤
の
者
で
あ
っ
て

銭
舵
習
得
ゅ
の
も
の

{1
}
四
世
未
満

E
は
回
縫
以
上
の
者

.掬趨俗 信四連凶""遺書起にかかる翼
携のうも '"ふ含叉ほ転写による簡劇院
な..付げの..務に主として従軍する零

.騎いの....に主として従事する者10.12.25 
円

n
x
u
 

a
H
H曹司，，

F
崎
J
W

714円

陶磁器・周関連製品、

耐火物製造業

圃電磁電気照明信具"通震で儲〈者

・手作実による、滋別、包主義叉'"ζれら
に鮒得する....に主として従軍する者

圃a土に省いて、手作集により叉'"小型
字情動力偲 III作が容易な小型惚係若
し<11手工S誌を周いて行う管銀 組織
又I:UlI.付の首長拐に玄として従事する者

22.12.17 777円

電子部品・デバイス・

電子回路、
情報通信機幌器具製遣聾

圃手作幾による 2町止包装又はこれら
に鮒併する..脇に主として従司隠する者

圃阜上におげる平作員長による健易な葉樹

叉I孟小包僚級若し<11手工具をmいて
行う程易"筒昂細工又'"組付の3実務に
主としてi怠噂する者

22.12.17 815円

自動車・

同附属品製造業

.手作震による選別包義又はこれら
に附帯する....に主として従事する者

圃卓上における手作集による庭易怠累務

又"小型僚級若し<r>手工具を用いて

行う鯉易な"""工叉"組付の実務に
主として従羽院する者

22.12.17 865円

航空織・

同閥属品製遣業

※紡績業最低賃金は平成22年12月16日限りで廃止しました.(岐阜県最低賃金が適用されます~ ) 

※最低賃金の対象となる賃金は、通常の所定内賃金に限られ.ボーナス等臨時の賃金、休日・時間外などの
割増賃金及び通勤手当(交通貨)、家族手当、精皆勤手当は対象になりません.

E民ホト-ムωべ一4ジ h蜘u仰Il!訓伽w附ifIlJIιm刊Iiil剛酬0川u凶d日叩州u向仰旬日蜘k刷u叩.

最嗣f低氏賃金特設ザイ卜 li1附1叫巾llfil配W附:ゴ抑I川ffill川Iill刷11'11'111-~珂F.'II陶t胞r:t1凶Eω凶lì1I川1 I1刊1瑚剛刷g引刷lIi加liI1山m山f旬削0/ 廓型調司目
{停平成殿，.!<]持年3羽月3剖'目まで切鰐帯屯臨脚aか、らはこちら司臨丞E刻司.

崎吉bJlíllJþJ最低賃~恒用者邑諸問者邑|

盟主里豆u
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般車労働局徴収室 058(245)8115
岐車労働局賃金室 058(245)8104

.労働保険の適用・納付については
置最低賃金制度については



最低賃金は、

暮らしの

支えです。

お
ず
チ
エ
ツ

者
色
、

金
ーも • 

。厚生労働省
量低置童嗣置とは.量低圃金法に基づき

慣用曹は.その量低置金額以上田

た
い



最低賃金制度とは?
畳畦賃金制度とほ.晶量買金法に基づき国が貰金の置低

限度を定め、使用者は、その最低圏全額以上の賃金を労働者

に支払わなげればならないとする制度です.

恒に最低賃金額より置い賃金を労働者、使用者E方的合

意田上で定めても.それは，圭律によって無効とされ最低買金

額と同織の定めをしたものとみなされます.

したがって最低買金額禾満の貰企しか支払わなかった場

合には、量畦賃金額との韮額を支払わなくてはなりません.また、

地培別畳低賃金額以上の賃金額を主払わない場合に1:‘制

則(50万円以下町嗣童)が定められています。

2 
最低賃金の種類には
どのようなものがありますか?

量世貰金に1:.以下のとおり地域別置世賃金且日特定(産

聾~IJ)畳世賃金町2樋類があります.

なお、地境別量世賃金亙ぴ特定(産聾別)最畦賃金の両

方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃

金額以上回賃金を支払わなければなりません.

(1)地域別最低賃金
地培別量低賞金{手、産聾や職種にかかわりなく、都道府県

内の事聾唱で働〈すべての労働者とその使用者に対して適用

される量畦賃金として、畠都道府県に1つずつ.全部で47件の

量世賃金が定められています.

(2)符定(産業別)fil低賃金
特定(産業別)I!l低買企は、特定の産聾について、閲保労

使が基幹的労曲者を対融として、地域別居世賃金より金額水

準の高い最低揖企を定めることが必型とIliめるものについて

段定されており、全国で250件 (平成22~手 1 0月 1 日現在)の置

畦貫主が定められています.



Point 

最低賃金はすべτの人に
適用されるのですか?
(1)地坂別畳世買金11、セーフティネットとして、都道府

県内の事草場で働〈常用、臨時、パート、アルバイト、

鳴託などの届用形態や呼称の却何を関わずすべ

ての労曲者に適用されます。

(2)特定(産事別)>'&低賃金は、特定地織内の特定産

草田基幹的背働者とその使用者に対して適用され

ます。(18歳未満Eは65歳以上回方.Jill入れ積一

定期間未満で技能習得中町方、その他当雷産車

に特有の軽易な躍務に従事する方などには適用さ

れません.) 

なお、一般の労曲者より著しく労働能力が畦いなどの

場合に、量低賃金をー揮に適用するとかえって庖用慢

会を挟めるおそれなどがあるため、まの労働者について

は、使用者が都道府県労働局長の許可を畳けるζとを

晶件として個別に最畦蝿金町減額白特例が認められて

います。

①精神又は身体の陣容により著しく労働能力目置い方

②院の使用期間中町方

③基礎的な技能帯を内容とする認定職聾馴躍を畳けて

いる方のうち厚生背働省令で定める方

@軽易な聾務に従事する方

⑤断続的労働に従，する方

最低買金の減額の特例許可を畳けようとする使用者

は、最低賃金の減額町特例許可申請書(所定犠式)2

温を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道

府県労働局長に鑓出してください。

使用者は、 最低賃金の適

用を受ける労働者の箆圏、こ

れらの労働者に係る量低賃

金額‘算λしない賃金及び効

力発生年月日を常時作業場

の見やすい場所に縄示し‘

又はその他の方法で労働者

に周知させるための錨置を

取らな付ればなりません。

4 
濡遣労働者への適用は?

派遣労働者には、派遣先の量世世金が適用されます

ので、派遣先のIII鍵場に適用される最低賃金を把握し

ておく必聖があります.

.添遣先の事業場が他地援に晶る例

留D I;S' 

砂

派遣労働者

砂

v 
派遣先の東京都最低賃金(自21円)が適用されます

-派遣先の事業場に特定{産業別}最低冒金が

適用されている例

砂

派遣労働者

砂

派遣先の v 
福岡県百貨^"総合スーパー量低賃金 (745円}か'

適用されます

来金銅"平成田年10月末目現在のものです.
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最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本

的な賃金です。

具体的には、実際に支払われる賃金から以下の賃金

を除外じた告のが最低賃金の対象となります。

①臨時にx払われる賃金(結婚手当など)

②1箇月を超孟る期間ごとに支払われる賃金{賞与など}

③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われ

.る賃金{時間外割増賃金など)

@所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(体

日割増貨査など)

⑤午後io時がら午前5時までの聞の労働に対して支払

われ事賃金のう:弘通常の労働時聞の賃金の計算額

を趨菟る部分ー{課夜割増貨金など)

@浦皆勤事当、逼勤手当及び家旗手当

園冨 鵬輔自9a盟~

Point 

最低賃金はどのようにしτ
決められて
いるのですか?
量低賃金は、以下の手続で決定します。

-地域別最低賃金
中央最低賃金審購舎から示される引上げ額の目

安を参考にしながら、地方最低賃金審親会(公益f壊、
労働者代表、使用者代表の各同教の委員で構成)

での地域の実情を踏まえた審鵠・答申を得た徒、異

踊申出に閲する手続を躍で、都道府県労働局長が

決定します。

-特定(産業別)最低賃金
関係労使の申出に基づき、地方最低賃金書簡舎

が必要と龍めた場合において、地方最低賃金審臨

舎の審韻・答申を得た後、異臨申出に関する手続を

経て、都道府県労働局長が決定します。

官報公示

効力の発生
公示の固から30日経過後

又は公示の固から30日経過穫で指定する目

最低賃金は、中央及び地方最低賃金審議会において、

賃金の実態調査結果など奇麗統計資料を十分に参考

にしながら審龍を行い決定します。.

地域別量低賃金は、①労働者の生計費、②労働者の

賃金、③通常の事襲の賃金支払能力を総合的に勘案し

て定めるものとされており、「労働者の生計費Jを考慮

するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度

の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策と

の盤合性に配慮することとされています。



， 最低賃金額以上になっτいるかどうかは、
どうやっτチヱツクするのですか?

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうか 護別}最低賃金は、目額と時間額の両方で定められています。

を調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用され この目額と時間額の両方が定められている特定{産業別}

る最世賃金額を以下の方法で比較します。 最低賃金については、日額は日給制の労働者に、時間額は

なお、すべての地域別畳低賃金と大部分の特定(産業別) 日i給制以外の時間給制・月給制の労働者に従前どおりそ

最低賃金は、時間額で定められていますが、一部の特定(産 れぞれ適用されます。

(1 )時間給の場合

時間給~最低賃金額(時間額)
(2)目i踏の場合.

自給+1自の所定労働時間孟最低賃金額{時間額)
ただし、周"が定められている特定{竃察別).低賃禽が適用される場合には.

目i給量E最低賃金額(目額)
(3)月給の場合

月給+1箇月平均所定労働時聞きE最低賃金額(時間額)

[月給制の場合の摸算方法1:00県で働<Aさんの場合1
革本給 90，000円 00県で働〈労働者Aさんは、月給で、基本給が月90，000円、聡務手当が月25，000円、
聴騎手当 25，000円 温勧手当が月5，000円支給されています。また、この他残築や休日出動があれば時間外手当、

通勤手当 5，000円 休日手当が支給されます。n月は、時間外手当が:35，000円支給され、合計が155，000円となりました。
時間外手当 35，000円 なお、Aさんの会社は、年間所定労働日蝕li250目、1自の所定労働時聞は7時間30分で、
合計 155，000円 00県の量低賃金は時間額695円です.

労働時間/目 7時間30分 ①Aさんに支給された賃金から、量低賃金の対象とならない賃金を除きます。

年間労働目B 250目 除外される賃金は逼動手当、時間外手当であり、磁器手当li除外されませんので、

00県・低賃金 695円 155，000円ー(5，000円+35，000円)=官15.000円

@この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比般すると、

{唱15，000円x12か月)+ (250ax7.5時間)=736円>695円
となり、置低賃金額以上となっています。

(4)土毘{川、 (2)、(3)の組み合わせの場合

倒えば、革本給が自給嗣で各手当{崎痛手当等}が月給舗などの場合は、

それぞれ土毘 (2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計した色のと最低賃金額{時間額}と比醸します.

I自給闘と月給闘の組み合わせの場合の旗揮方法2:.d.ム県で働<Bさんの場合]

革本給{自給)4，600円 L::.L::.県で働〈労働者Bさんl草、基本給が日給制で、1日あたり4，600円、各種手当が月給制で、

11月の労働回融 20日 験器手当が月25，000円、温動手当が月5，000円支給されています011月は、羽田間働き、

職務手当 25，000円 合計が122，000円となりました。なお、Bさんの会祉は、年間所定労働日蝕は250目、
通勤手当 5，000円 1自の所定労働時聞は8時間で、L::.L::.県の量低賃金は時間額730円です。

合計 122，000円 ①Bさんに支給された手当から、量低賃金の対象とならない賃金である通勤手当を除きます。

労働時間/日 8時間 30，000円-5，000円=25，000円
年間労働回数 250目 @基本給(自給制)と手当(月給制)のそれぞれを時間額に換算し、合計すると、

L::.L::.県量低賃金 730円 高本給の時間検算額 4，600円+8時間/目=575円/時間

手当の時間鍋算額 (25，000円X官2か月】+(250目x8時間)=150閉/時間

合計の時間自負算割 575円+150円=725円<730円
となり、最低賃金額を下回ることになります.



地 低賃金一覧 (47
都盟府県名 躍世珂金額(円) 尭抽年月日

北海道 691 平成22年10月15日

青森 645 平成22年10月29日

岩手 644 平成22年10月30日

宮城 674 平成22年10月24日

秋田 645 平成22年11月3日

山形 645 平成22年10月29日

福 島 657 平成22年10月24日

茨城 690 平成22年10月16日

栃木 697 平成22年10月7日

群馬 688 平成22年10月9日

埼玉 750 平成22年10月16日

千 葉 744 |平成22年1仰 4日

東京 821 平成22年10月24日

神奈川 818 平成22年10月21日

新潟 681 平成22年10月21日

富 山 691 平成22年10月27日

石川 686 平成22年10月30日

福 井 683 平成22年10月21日

山梨 689 平成22年10月17日

長野 693 平成22年10月29日

岐阜 706 平成22年10月17日

静岡 725 平成22年10月14日

愛知 745 平成22年10月24日

二 重 714 平成22年10月22日

ウェブで量低賃金がチェックできます.

|最低賃金制度 l ~亙

都世府県名

滋 賀

京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山

鳥取

島根

岡 山

広 島

山 口

徳 島

香川

愛 媛

高知

福 岡

佐賀

長 崎

熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

全国Ill!l平均園

ft型空ジアドレス http://www.mhlw.go.jp/ 

措置買金額(円)

706 

749 

779 

734 

691 

684 

642 

642 

683 

704 

681 

645 

664 

644 

642 

692 

642 

642 

643 

643 

642 

642 

642 

730 

.111関金に閲する
符股サイト http://www.saiteichingin.info/ 
量憧置傘に関するお問い合わせ陪掴道府県労圃局主は最寄りの労曲基準監督署へ

道府
発効年月日

平成22年10月21日

平成22年10月17日

平成22年10月15日

平成22年10月17日

平成22年10月24日

平成22年10月29日

平成22年10月31日

平成22年10月24日

平成22年11月5日

平成22年10月30日

平成22年10月29日

平成22年10月16日

平成22年10月16日

平成22年10月27日

平成22年10月27日

平成22年10月22日

平成22年10月29日

平成22年11月4日

平成22年11月5日

平成22年10月24日

平成22年11月4日

平成22年10月28日

平成22年11月5日

[ !I'J-I'!I豆亙



監理団体代 表 者 殿

① 
i民科No.l4l 
平成22年xx月xx日

技能実習生等受入適正化推進会議

座長籾山鋒吾

技能実習生の労働条件の確保・改善等に関する要請について

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、岐阜県内には、愛知県に次いで全国で2番目に多い外国人研修生・技能実習生が

現在研修及び技能実習活動に従事していますが、これらの技能実習生を受け入れている実

習実施機関の中には、法定の最低賃金、割増賃金を支払っていなかったり、長時間労働を

行わせている等の労働基準関係法令等に違反している事業揚が、依然として数多く認めら

れます。また、最近では、労働基準監督署等の監督指導時における事業主等の虚偽説明、

帳簿等の改ざん・隠蔽等の悪質な事案が目立つようになってきています。

当推進会議は、これらの問題に対処するため、労働行政のみならず関係機関が緊密に連

携することにより、監理団体・実習実施機関にとどまらず広く県民に対し、技能実習生等

の適正な受入れのためのコンセンサスを形成することを目的とし、関係機関及び労使団体

が参集し設立されたものです。

本年7月1日に施行された f出入国管理及び難民認定法J等の改正により、技能実習生

は、講習期間経過後、直ちに労働関係法令が適用されることとなったほか、監理団体によ

る実習実施機関への指導・監督・支援体制の強化及び団体運営の透明化が強く求められる

こととなりました。今後における技能実習生の労働条件の確保・改善等の取組において、

監理団体が果たす役割は益々大きくなっています。

つきましては、これらの技能実習生問題の現状及び監理団体が果たすべき役割の重要性

について改めてご認識いただき、貴団体傘下の実習実施機関が違法・不適正な技能実習生

の受け入れを行うことのないよう、下記事項について要請いたします。

記

1 新しい「技能実習制度j において強く求められることとなった監理団体が果たすべき

役割を十分に認識し、技能実習生の適正な受入れを徹底するため、技能実習の実施状況

の把握に努め、実習実施機関に対する指導・監替・支援を適切に実施すること。

特に、「団体要件省令」第 1条3号において定められた、監理団体役員(技能実習運

営責任者)が実習実施機関に赴き技能実習の状況を直接確認する「監査Jを確実に実施

すること。

また、監理団体は職業紹介事業者として職業安定法を遵守すること。



2 実習実施機闘が労働関係法令に違反することなく適正な労務管理を行うよう、次の事

項について必要な指導を行うこと。

( 1 )労働時間管理について

ア タイムカード等の客観的な記録を基礎として、適正な労働時間管理を行うこと。

イ 時間外労働は、使用者の指示命令の下に行わせる必要があることを踏まえ、労

働時間管理を技能実習生自身に任せないこと。

ワ 適正に把握した時間外労働・休日労働の実績に基づき、法定の割増率以上で計

算した割増賃金を支払うこと。

エ 時間外・休日労働は、労働基準監督署に届出した時間外・休日労働協定届の範

圏内で行うこと。

(2)賃金の支払いについて

.ア 最低賃金額以上の額で定期賃金額を設定するとともに、賃金控除を行う場合に

は、控除協定を締結した上で、控除の内訳及び金額を明確にし、技能実習生自身

に通知すること。なお、控除額は実費を超えないこと。

イ 賃金の支払いに関するトラプル防止のために、賃金明細書は必ず交付すること。

ウ 本人の希望でも、預金通帳、キャッシュカード及び印鑑を預からないこと。

(3)帳簿等について

ア 賃金台帳、タイムカード等の労働基準法で作成を義務づけられた帳簿等の作成

を必ず行い、 3年以上保存すること。

イ 帳簿等の改ざんを行わないこと。

3 実習生による資格外活動等の不法就労事案や、実習実施機関に係る虚偽申請により研

修生が不法入国していた事案が認められたことから、このような犯罪行為を防止するた

めに、監理団体はもちろんのこと貴団体傘下の実習実施機関・技能実習生に対しても、

その入国に係る関連法令等に違反しないよう遵法意識などの啓蒙を行い、またその遵守

状況についても必要な指導・監督・支援を実施すること。

(参考)技能実習生等受入適正化推進会議

O 座長籾山鋒吾(朝日大学大学院法学研究科教授)

O 構劇敵機関・団体

-法務省名古屋入国管理局

.岐阜県

・岐阜県警察本部

・財団法人国際研修協力機構名古屋駐在事務所 (J1 TCO) 

・日本労働組合総連合会岐阜県連合会(連合岐阜)

-社団法人岐阜県経営者協会

-岐阜県中小企業団体中央会

・厚生労働省岐阜労働局
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研修・技能実習制度の見直しに係る法務省令の改正・制定の概要

1 研修・技能実習に係るよ陸基準の概要

( 1) r技能実習 1号イ』及び『技能実習 1号ロJに係る主な基準

ア 技能実習生の保護に係る主な要件

来 (用例)は文末

(ア)講習において技能実習生の法的保護に必要な情報に係る講義を義務付け

cr技能実習 1号ロJでは専門的知識を有する外部講師が行う) (医亙-7，

医ヨ-8) 

(イ)技能実習生の技能等の修得活動前に実習実施機関等が労働者災害補償保険

に係る保険関係の成立の届出等の措置を講じていること(匡:iJ-1 5，医ヨ

- 1 2) 

(ウ)監理団体による技能実習生のための相談体制の構築 (~1-4)

(エ)実習実施機関での技能実習が継続不能となった場合，監理団体が技能実習

生の新たな受入れ先確保に努めること笹亙1ー 5)

{オ)技能実習生の帰国旅費等の確保(帰国担保措置) (医]]-1 6，医ヨ-1

3) cr技能実習 l号イJでは実習実施機関， r技能実習 l号ロJでは監理団

体が確保)

イ 団体による監理の強化に係る主な要件

(ア) 3か月に 1回以上監理団体の役員による技能実習の監査を実施し，その結

果を地方入国管理局へ報告すること(圃1-3) 

(イ)技能実習に係る技能等について一定の知識等を有し，適正な技能実習計画

を策定する能力のある役職員(当該団体の監理の下で技能実習を実施する実

習実施機関の役職員を兼務する者を除く。)が当該計画を策定すること(直

m1ー 7)

(ウ) 1か月に 1回以上監理団体の役職員が実習実施機関を訪問し，技能実習実

施状況の確認及び指導を行うこと僅亙1-8) 

ウ 技能実習生受入れに係る欠格要件

(ア)受入れ側の機関又はその役員等が，研修又は技能実習に係る不正行為をー

定期間(行為の重大性に応じて 5年間 3年間文は 1年間)行っていないこ

と(対象となる事由を省令で明確化) (医:iJ-1 8， 1 9，医ヨ-1 6， 1 

7，31，36) 

(イ)受入れ側の機関又はその役員等が，入管法，労基法等の労働関係法令に規

定する罪により刑に処せられたことがある場合には，その執行を終わり，文

は執行を受けることがなくなった日から 5年を経過していること(医]]-2

1，医ヨ-19，33，38)
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(ウ)受入れ側の機関の役員等が，過去 5年間に他の機関で役員等として研修文

は技能実習の監理等に従事したことがある場合には，その在任中に当該他の

機関が不正行為を行い，一定期間研修生及び技能実習生の受入れを認められ

ないこととされている場合には，当該期聞が経過していること(医:iJ-2 2， 

医 ヨ-20，34，39)

(エ)送出し側の機関又はその役員等が，過去 5年間，外国人に不正に在留資格

認定証明書の交付等を受けさせる目的で，偽変造文書等の行使等を行ってい

ないこと{園-2 3，医ヨ-40) 

エ 不当な金品徴収等の禁止に係る要件

(ア)送出し機関等が技能実習生等から保証金等を徴収し，又は労働契約の不履

行に係る違約金を定める契約等が行われていないこと(医~- 5，医ヨ-

6) 

(イ)技能実習に関係する機関相互の聞で，技能実習に関連して，労働契約の不

履行に係る違約金を定める契約等が行われていないこと(医亙← 6，医ヨ-

7) 

(ウ)監理団体の監理費用を徴収する場合は，技能実習生の受入れ前に，費用を

負担する機関に対して金額及び使途を明示し，技能実習生には直接的文は間

接的に負担させないこと{直面1-6) 

オその他の主な要件

(ア) r技能実習 1号イ j で受入れが認められる技能実習生と実習実施機関との

関係

① 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員(匡亙-1) 

② 実習実施機関と引き続き 1年以上の取引実績文は過去 1年間に 10億

円以上の取引実績を有する機関の外国にある事業所の職員(医圏-1) 

③ 実習実施機関と国際的な業務上の提携その他の事業上の関係を有する

機関で法務大臣が告示をもって定める機関の外国にある事業所の職員

{陸直一 2)

(イ) r技能実習 1号ロJで技能実習生の受入れが認められる団体<91-1)

① 商工会議所文は商工会

② 中小企業団体

③ 職業訓練法人

@ 農業協同組合

⑤ 漁業協同組合

⑥ 公益社団法人文は公益財団法人

⑦ 法務大臣が個別に告示した団体

(ウ)講習の実施(医:iJ-7 ，医ヨー 8)

内
J
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日本語，生活一般，修得技能に関する知識，技能実習生の法的保護に必要

な情報等に関する講習を一定期間以上(※)実施(r技能実習 1号ロ Jにお

いては，技能等修得活動を実施する前に監理団体が実施)

※ 技能実習 1号における活動時間全体の 6分の 1 (ただし，入国前 6か月以内に実習

実施機関 cr技能実習 1号イ j の場合)若しくは監理団体(f技能実習 1号ロ』の場

合)。が本邦外で実施した講習又は外国の公的機関等が実施した外部講習を 1か月以上

かつ 160時間以上受けている場合は 12分の 1)以上

(エ)技能実習生の受入れ人数(匡亙-1 1，匡ヨ-24--29)

実習実施機関の常勤職員数に応じて定める人数の範囲内(現行の受入れ人

数枠と同様に， r技能実習 1号イJでは原則として常勤職員の 20分のし

『技能実習 1号ロ j では現行の特例告示による人数枠を継続。ただし，実習

実施機関の常勤職員数に技能実習生を含めない。)

(オ)報酬の要件(医亙-8，医ヨ-2 1) 

日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬

(2) r研修Jに係る主な基準(公的研修又は非実務研修のみ)

ア 公的研修として認められる研修(匿亙-5) 

(ア)国，地方公共団体の機関文は独立行政法人が自ら受入れ機関となる研修

(イ)独立行政法人国際協力機構 (J1 C A)等の事業として行われる研修

(ウ)国際機関の事業として行われる研修

(エ)我が園の国，地方公共団体等の資金により主として運営される研修

(オ)外国の国若しくは地方公共団体等の職員を受け入れる研修

(カ)外国の国又は地方公共団体に指名された者が，我が国の国の援助及び指導

を受けて行われる研修で，同人が本国において技能等を広く普及する業務に

従事している場合

イ 研修生受入れに係る欠格要件

上記(1 )ウの(ア)ないし(エ)と同じ

ウ 上記ア及びイのほか新たに追加される要件

(ア)研修が継続不可能となった際の受入れ機関による地方入国管理局への報告

(匿璽-6) 

(イ)受入れ機関による研修生の帰国旅費等の確保(帰国担保措置) (匿亙一

7) 

(ウ)受入れ機関による研修実施状況に係る文書の作成，保存(匪薗-8) 

2 技能実習 2号への変更基準の概要

( ') r掠能実習 2号イ』への主な変更基準 (r技能実習 1号イ』に係る上陸基準と

q
d
 



同ーの要件を除<0) 

ア 技能検定試験基礎 2級等に合格していること壁亘1ー2)

イ 『技能実習 1号イJの活動と同一の実習実施機関で，かっ，同ーの技能等に

ついて行われること壁亘1-4) 

ウ 本邦での技能実習の活動期聞が 3年以内の期間であること優亘1-1 7) 

エ 「技能実習 1号イ j の活動期聞が l年以内であること(医亘1-1 7) 

(2) r技能実習 2号ロ』への主な変更基準 (r技能実習 1号ロ』に係る上陸基準と

同ーの要件を除<0) 

ア f技能実習 1号ロ j の活動と同ーの実習実施機関で，かっ，同一の技能等に

ついて行われること盛亘2-4) 

イ 「技能実習 1号ロ j の活動期聞が 1年以内であること壁亘2-2 8) 

ウ 上記(1 )ア及びウに該当すること壁亘2ー2，2 8) 

3 その他

( 1 )経過措置

改正法施行後に「技能実習 1号イ j文は「技能実習 1号ロJで入国する者の在

留資格認定証明書交付申請では，改正法の施行前であっても改正基準省令を適用

するなど，必要な経過措置については附則で規定

(2 )告示の廃止

「出入国管理及び難民認定法第 7条第 1項第 2号の基準を定める省令の研修の

在留資格に係る基準の 5号の特例を定める件j等の関連告示を廃止

(用例)

医~- 1 5 : r出入国管理及び難民認定法第 7条第 1項第 2号の基単を定める省令(案)の

表の法別表第 1の2の表の技能塁習の項の下欄第 1号イに掲げる活動Jの第よ

5号

圏一 12 : r出入国管理及び難民認定法第 7条第 1項第 2号の基準を定める省令(案)の

表の法別表第 1の2の衰の技能塞習の項の下欄第 1号ロに掲げる活動j の第よ

2号

圏一5 : r出入国管理及び難民認定法第 7条第 1項第2号の基準を定める省令{案)の

表の法別表第 1の4の衰の盈盤の項の下欄に掲げる活動j の第立号

医璽1ー 2:出入国管理及び難民認定法第 20条の 2第2項の基準を定める省令第よ条第主

号

園ト5:出入国管理及び難民認定法別表第 1の2の表の技能実習の項の下欄に規定する

園生の要件を定める省令(案)第ム条第.2.号

医国一 1 出入国管理及び難民認定法別表第 1の2の表の技能実習の項の下欄に規定する

事業上の関係を有する外国の公私の盤盟を定める省令(案}第よ号
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技能実習生の入国・在留管理に関する指針の概要

1 指針策定の意義(指針第 1の2)

新たな技能実習制度の下で適正な技能実習を実施するために，監理団体や実習実

施機関等が留意すべき事項，不正行為となる事項などについて明らかにした。

2 技能実習生の受入れに際し留意すべき事項

( 1 )制度本来の趣旨を理解すること(指針第 1の 1(1)及び第 2の3(2)②) 

技能実習制度の趣旨が，技能等の移転を通じた『人づくり Jという国際協力，

国際貢献にあることを実習実施機関等が理解していなければならないことを明記。

( 2 )技能実習計画の策定(指針第 2の3(1)) 

技能実習計画の策定に当たっては，人材育成の観点に立つことが重要であり，

技能実習の節目における到達目標をきちんと定めることにより，計画的・段階的

に技能等を修得できる内容にすることが必要であることを明記。

(3 )不適切な方法による技能実習生の管理の禁止(指針第 2の3(2)⑨及び(3)⑦)

技能実習生に対して宿舎からの外出を禁止したり，技能実習生の旅券や外国人

登録証明書，預金通帳等を預かつてはならないことを明記。

( 4 )講習の実施(指針第 2の3(2)③及び(3)⑫)

省令で義務付けている講習の実施について，① f日本語J. r本邦での生活一

般に関する知識J，r技能実習生の法的保護に必要な情報j 及び「本邦での円滑

な技能等の修得に資する知識j の科目全てが含まれていなければならないこと

(団体監理型では r技能実習生の法的保護に必要な情報』に係る講義は専門的

な知識を有する外部講師が行うこと)，②実習実施機関の工場の生産ライン等商

品を生産するための施設においては見学以外の活動は認められないこと，③講習

を実施する機闘が講習の実施状況(実施時間，内容，講師名等)を日誌に記録し，

少なくとも当該講習を含む技能実習の終了から 1年聞は保管しなければならない

ことを明記。

( 5 )講習手当・賃金の支払い(指針第 2の3(2)⑩及び(3)⑨)

講習手当を支払う場合は，講習を実施する監理団体が本邦入国前に支払額を明

示した上で直接かっ確実に支払わなければならないことを明記。

賃金は実習実施機関が労働関係法令を避守して確実に支払う必要があり，食費

や寮費等を賃金から控除する場合は労使協定を締結しなければならず，また，実

費を超える額を控除しではならないことを明記。

( 6)帰国担保措置(指針第 2の3(2)⑫及び(3)⑬)

帰国旅費については，監理団体文は技能実習機闘が全額負担しなければならな

いことを明記。
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3 監理団体において留意すべき事項

( 1 )監理の在り方(指針第 2の3(2)①) 

「監理Jとは，技能実習生を受け入れる団体が実習実施機関において，技能実

習計画に基づいて適正に技能実習を実施しているかどうかを確認し指導すること

であり，新たな技能実習制度では技能実習 1号の期間だけでなく，技能実習 2号

の期間も監理団体による監理の対象となることを明記。

(2)相談体制の構築(指針第 2の3(2)④) 

省令で監理団体に義務付けている技能実習生からの相談体制について，休日や

夜間の相談や技能実習生の母国語での相談にも対応できるようにすることが望ま

れるほか，技能実習生から相談を受けた相談員は，相談内容を記録するとともに，

相談内容に応じて公的機関や実習実施機関の生活指導員等と連携して適切に対応

する必要があることを明記。

( 3 )監理費の適正な取扱い(指針第 2の3(2)⑪) 

監理団体は技能実習の監理に要する費用を徴収する場合には，技能実習生に直

接文は間接に負担させてはならないことを明記。

送出し機関が技能実習生の派遣等に要する費用を f管理費Jと称して徴収する

場合は監理団体が支払うべきものであり，技能実習生に負担させてはならないこ

とを明記。

(4 )監査・報告の在り方(指針第 2の3(2)⑬) 

監理団体の役員で技能実習の運営について責任を有する者(監査の対象となる

実習実施機関の経営者又は職員を兼務する者は除く。)が 3か月に 1回以上行う

必要がある監査については，現地に赴いて技能実習生から進捗状況等を直接聴取

したり，技能実習日誌を確認するなどして技能実習の実施状況を把握するととも

に，賃金台帳等を確認して技能実習生の労働時間や賃金の支払いが適法に行われ

ているかも確認する必要があることを明記。

(5)訪問指導の在り方(指針第 2の3(2)⑪) 

訪問指導は，技能実習計画の内容を十分に把握し実習実施機関に対して適正な

指導を行うことができる監理団体の役員文は職員(原則として当該計画を策定し

た者。ただし，当該団体の監理の下で技能実習を実施する実習実施機関の経営者

文は職員を除く。)が 1か月に 1回以上実施し，訪問指導の実施状況を記録して

監理団体が保管しなければならないことを明記。

( 6 )監理団体の体制等の整備(指針第 2の3(2)⑮) 

傘下の実習実施機関数や実習実施機関と監理団体の事務所との距離等を勘案し

て，監理団体が監理を十分に行うことができるような常勤職員数の確保など体制

と規模を組織として備えることが必要であり，また，職員に対して制度の趣旨や

監理すべき事項等を理解させることが必要であることを明記。

内

4



4 実習実施機関において留意すべき事項

( 1 )技能実習計画に従った技能実習の実施(指針第2の3(3)①) 

制度の趣旨に照らして技能実習生に対する指導が可能な体制の下で技能実習計

画に従って技能実習が行われ，その実施状況を技能実習日誌に記録しなければな

らないこと，また，時間外労働等を行わせる場合には技能実習生に対する指導体

制が整っていなければならないことを明記。

( 2 )生活指導員及び技能実習指導員の在り方(指針第 2の3(3)③及び④)

生活指導員は，技能実習生の生活上の留意点について指導し，生活状況の把握

や相談にも応じるなどして問題の発生を未然に防ぐように努めなければならず，

また，技能実習指導員は，自らの指導能力を向上させるとともに，技能実習生に

具体的な目標を与え，成果をチzックするなど技能実習の効果を高める工夫をす

る必要があることを明記。

( 3 )労働関係法令の遊守(指針第 2の3(3)③) 

適正な技能実習を実施するために労働関係法令を遊守することが必要であると

ともに，実習実施機関には，雇用契約において労働条件(賃金，労働時間等)を

技能実習生に明示する義務があり，雇用契約書等を母国語でも作成して雇用契約

の内容を技能実習生に十分理解させるようにしなければならないこと，技能実習

生について労働時間管理を行う必要があること等を明記。

5 送出し機関との関係において留意すべき事項

( 1 )保証金の徴収の禁止等(指針第 2の3(4)@) 

送出し機関等が技能実習生やその家族等から保証金を徴収するなどして金銭そ

の他の財産を管理したり，労働契約の不履行に係る違約金を定めるなど不当に金

銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していた場合には当該送出し機関か

らの技能実習生の受入れは認められないことを明記。

また，送出し機関，監理団体，実習実施機関及びあっせん機関の聞で相互に，

技能実習生の労働契約の不履行に係る違約金を定めるなど不当に金銭その他の財

産の移転を予定する契約を締結していた場合も技能実習生の受入れが認められな

いことを明記。

(2 )適正な技能実習生の選抜(指針第 2の3(2)⑦. (3)⑤及び(4)①)

団体監理型においては，監理団体が，技能実習生，送出し機関，実習実施機関

それぞれの適格性を確認する必要があるため，監理団体が技能実習生の選抜・受

入れを送出し機関や実習実施機関に任せることなく，技能実習生の選抜方法や条

件，事前の説明事項などについて，送出し機関，監理団体及び実習実施機関が協

力して十分に打ち合わせを行い，受け入れる前の段階で技能実習生を選抜するこ

とが重要であることを明記。

(3 )帰国後の修得技能等の活用状況に関するフォローアップ(指針第 2の3(2)⑪ 

q
d
 



及び(4)⑤)

技能等を海外に移転するという技能実習の趣旨から，技能実習生が帰国後に本

邦で修得した技能等を活用する業務に従事しているかどうかのフォローアップを

行う必要があることを明記。

(4)不適正な送出し契約を発見した場合の対応(指針第 2の3(9)) 

監理団体及び実習実施機関は，技能実習生を受け入れる際，送出し機関と技能

実習希望者との聞で締結された送出しに係る契約を把握し，保証金の徴収に関す

る規定等不適正な内容を発見した場合は，当該送出し機関からの受入れを直ちに

停止するとともに，地方入国管理局に報告しなければならないことを明記。

6 銭能実習を継続できなくなった場合の取扱い(指針第 2の3(7)) 

実習実施機関の倒産，不正行為認定，実習実施機関と技能実習生との聞に諸問題

が生じたなど技能実習生本人の責めによらない事由により継続困難となった場合，

その事実と対応策を速やかに地方入国管理局に報告する必要があり，また，技能実

習生が引き続き技能実習を行うことを希望し，適正な技能実習が実施可能な他の機

関に受け入れられるときは，引き続き在留することが認められるため，技能実習を

継続できなくなった機関は，関係機関の協力・指導等を受けるなどして技能実習生

の新たな実習実施機関を探す必要があることを明記。

7 事故等への備え(指針第2の3(8)) 

監理団体文は実習実施機関は，技能実習生が雇用契約に基づいて技能等の修得活

動を開始する前に，その事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償

保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていることが省令

で義務付けられており，実習実施機関が労働者災害補償保険法による暫定任意適用

事業に該当する場合でも，技能実習生を受け入れるに当たっては，労働者災害補償

保険あるいはこれに類する他の保険に加入することなどにより当核保障措置を講じ

なければならないことを明記。

8 不正行為(指針第4)

不正行為とは，技能実習の適正な実施を阻害する行為であり，不正行為を行った

と認定された実習実施機関等は，法務省令の規定に基づき，行為の重大性に応じて

5年 3年文は 1年の期間，技能実習生の受入れを行うことができない。

いかなる行為が不正行為の対象となるのかについて理解が深まるように，不正行

為の具体例を挙げて不正行為の対象となる行為を明確化した。

-4 -



1 管内の在留外国人数(各年12月末現在の外国人登録者数)

平成19年 平成20年 平成21年
平成21年の
全国間位

愛知県 222，184 228，432 214，816 2位

静岡県 101，316 103，279 93，499 8位

岐阜県 57，250 57，570 52，241 11位

三重県 51，835 53，073 49，087 13位

富山県 15，477 15，744 14，489 24位

福井県 14，198 13，682 12，881 26位

石川県 11，303 12，171 11，601 28位

合計 473，563 483，951 448，614 

2 管内の平成21年末現在の国籍別割合(パーセント)

中国 韓国・朝鮮 ブラジル フィリピン

愛知県 21.9 18.9 31.3 12.1 

静岡県 14.6 6.8 45.6 13.4 

岐車県 31.2 10.7 32.7 16.2 

三重県 19.4 12.5 38.0 10.4 

富山県 41.0 9.5 22.9 11.8 

福井県 36.7 26.2 18.6 9.7 

石川県 44.8 18.0 13.3 5.5 

3 管内の在留資格『研修』の在留者数

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

愛知県 4，632 7，158 8，969 9，404 

静岡県 2，887 3，559 4，095 4，375 

岐阜県 3.588 4，863 5，800 5，351 

三重県 1，875 2，982 3，624 3，340 

富山県 1，191 1，662 1，991 1，893 

福井県 1，322 1，476 1.617 1，623 

石川県 624 1，123 1，456 1，499 

合計 16，119 22，823 27.552 27，485 

(注)法務省在留外国人統計から引用したものである。

名古屋入国官理局
留学・研修審査部門

平成2唱1f;101118 人口に占める 占める割合の
816:の人口t干人} 割合(%) 全国繍位

7，418 2.90 2位

3，792 2.47 5位

2，092 2.50 4位

1，870 2.62 3位

(参考)全国平均1.71%

ペルー 米国 その他

3.8 1.2 10.9 

6.6 0.9 12.0 

2.0 0.8 6.4 

7.3 0.6 11.7 

0.2 1.2 13.4 

0.7 1.1 6.9 

0.5 2.1 15.8 

平成21年
平成21年の
全国の服位

5，980 1位

2，986 5位

3，950 3位

2，384 7位

1，279 20位

1，156 22位

852 26位

18，587 

{外国人は本邦に入国後90日以内又は出生などの後60目以内に市区町村で登録するが
入国後90日以内に出国する場合は登録を行わない。)



1 新しい研修・技能実習制度に関係する省令

名古屋入国管理局

留学・研修審査部 門

( 1 )出入国管理及び難民認定法第 7条第 1項第 2号の基準を定める省令

(上陸基準省令)

・在留資格認定証明書交付申請

(修得技能の内容，帰国後の業務，本国での修得が不可，本国での経験，

公的機関の推薦，保証金不可，講習科目・時間等，講習の時期，帰国

報告等，講習施設の確保，宿泊施設の確保，労災保険，帰国費用の確

保，講習関連文書の保管，あっせんに関し収益を得ないこと，不正行

為，その他)

( 2)出入国管理及び難民認定法第 20条の 2第 2項の基準を定める省令

(変更基準省令)

・在留資格変更許可申請

(帰国後関連業務に従事，検定に合格，日本人と同等の報酬，技能実

習指導員・生活指導員，入管への継続困難時の報告，宿泊施設の確

保，労災保険，帰国費用の確保，不正行為，技能実習 1号ロの期間

=1年以内 1号ロと 2号ロは通算 3年以内)

( 3)出入国管理及び難民認定法別表第 1の2の表の技能実習の項の下欄に規

定する団体の要件を定める省令(団体要件省令)

(資金その他の援助及び指導，監査報告，不正行為に係る報告等，相談

体制，監理費の使途の明示・技能実習生に負担させない 1号ロの計

画策定者，月 1回以上の訪問指導・記録の保管，その他)

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍

を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律

( 1 )在留期間更新申請等をした者の在留期間の特例に係る措置

( 2 )特例期間の再入国許可



お知 ら せ

入管法の改正により，平成 22年 7月1日から，在留資格変更・在留期間更新許
可申請をした方については，その申請に対する処分(結果の告知)が在留期間の
満了日までにされないときは，在留期間の満了日から 2か月を経過する日(以下
『特例期間の満了日j という。)文は処分のBのいずれか早い固までの聞は，引き続
き従前の在留資格をもって日本に在留することができることとなります.
処分(結果の告知)が行われないまま在留期間の満了目から 2か月を経過した

場合は，日本に滞在することができなくなりますので，申請の結果に関する『通知
書j が届いたときは，速やかに当局に出頭するようお願いします。
なお，在留期間の満了日から 2か月を経過する目の 10目前までに「通知書Jが

届かない場合は，お手数ですが当局に出頭してください。
また，特例期間の満了日を期限とする再入国許可を受けている方は，岡田まで

再入国することができますが，岡田が，閉庁日(閉庁時間)に当たる場合には，同
日に在留資格変更・在留期間更新許可申請に対する処分(結果の告知)を受けるこ
とができないため，閉庁目(閉庁時間)前に手続をお願いします。

(注)住所等連絡先が変更した場合は，必ず連絡願います。

(連絡先)
干 455-8601 名古屋市港区正保町 5-1 8 

名古屋入国管理局
口就労審査部門
口留学・研修審彊閉

口 永 住 審 査 部 門

お知 らせ(再入国)

(052) 559・2114
(052) 559・2117
(052) 559・2120

特例措置期間最終日を期限とする再入国許可を受けている方は，岡田まで再入国
することができますが，同日が，閉庁日(閉庁時間)に当たる場合には，同日に在
留資格変更・在留期間更新許可申請に対する処分(結果の告知)を受けることがで
きないため，閉庁日(閉庁時間)前に手続をお願いします。

(注)住所等連絡先が変更した場合は，必ず連絡願います。

(連絡先)
〒 455-8601 名古屋市港区正保町 5-1 8 

名古屋入国管理局
ロ就労審査部門
口留学・研修審査朝刊

ロ永住審査部門

(052) 559・2114
(052) 559・2117
(052) 559・2120



と-a.三ニ三〉埠誼畠血鑑畢〉各組織の韓朋〉血盤盤阜〉ム周監翠畠〉出入国管理及ぴ鈍民担定法及び日本国との平和粂約に基づき日本

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者
等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の概要

法務省入国管理局

1 新たな在留管理制度の導入(参者資料~) 【施行日:公布の白から 3年以内(注 1)】
(1)法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度の構築
(2)適法に在留する外国人の利便性を向よさせるための措置
a 在留期間の上限の伸長 (3年-5年)
b 再入国許可制度の見直し(みなし再入国許可制度の導入等)

2 特別永住者に係る措置(特別永住者証明書の交付) (参者資料 2) 【施行自:公布の白から 3
年以内(注 1)】

3 外国人研修制度の見直しに係る措置【施行目:平成22年7月1日】
(1)以下の活動行うことができる在留資格として『技能実習Jを整備する。
a 在留資格『研修Jの活動のうち実務研修を伴うもの(国等が受け入れる場合を除く。)に
ついて，労働関係法令の適用を可能とするための活動

b aの活動に従事し，按能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能を要する業務に
従事するための活動

(2)事実と異なる在職証明書等の作成に関与して研修生が入国することを需助するような悪質
なブローカーに対処するため.偽変造文書作成の教唆・常助等に係る退去強制事由を規定す
る。

4 在留資格『留学』と『就学』の一本化【施行目:平成22年7月 1日】
留学生の安定的な在留のため.在留資格『留学』と『就学Jの区分をなくし. r留学j の在留
資格へと一本化する。

5 入国者収容所等視察委員会の設置【施行目:平成22年7月 1日】

6 拷問等禁止条約等の送還禁止規定の明文化【施行日:公布の日(注2)】

7 在留期間更新申請等をした者の在留期聞の特例に係る措置【施行日:平成22年7月 1日】
在留期間の満了の固までに申請した場合において.申請に対する処分が在留期間の満了まで

にされないときは，当該外国人は.その在留期間の満了後も.当該処分がされるとき文は従前
の在留期間の満了の日から 2月を経過する日のいずれか早いときまで.引き続き当該在留資格
をもって本邦に在留することができる規定を設ける。

8 上陸拒否の特例に係る措置【施行日:平成22年7月1日】
上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても.法務大臣が相当と認めるとき

は.上陸を拒否しないことができる規定を設ける。

9 乗員上陸の許可を受けた者の乗員手帳等の携帯・提示義務に係る措置【施行自:平成22年 1
月1日】

1 0 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る措置【施行日:平
成 22年 7月1日】

{違1)施行日は.政令で定めます.



新しいfE開催。
接融実醤制慶
について
はじめに

E農産のポイント
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研修・技能実習制度は，我が固で開発され培われた按能・按術・知識の開発途上国等への

移転等を目的として創設されたものですが，研修生 ・技能実習生を受け入れている織関の一部

には，本来の目的を十分に理解せ宇1 実質的に低賃金労働者とし古扱う等め問題が生じておb，

早急な対応が求め5れていました。

新しし、研修 ・技能実習制度では，研修生・技能実習生の法的保護及びその法的地位の安定

化を図るための織々な措置が講じSれています。

飯能実習 i[講習による知峨修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動J... ・...-. 
T号 i←一 一一一一÷ー- ・眼車三里EhM

- …一誌 を留資縄{筏，g実習J俗 受入れ形般により次の2祖郊に分"られます "ι~， ， 
イ 海外にある合弁企鑓句切挺ょの関係を有する会g慢の社員を受lフ入れて行う活勘(企祭!l!!'型)
日 商工会等の営刊を目的とし広い図体の貸佳及び監理の下で行う活動(団体監理型)

指能実習 i妓能実習1号の活動に従事し I 筏能等を修得した者が当該妓能等に習黙する

2号 iため 雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動

筏能実習2号も 1号と岡憾にイ豆ほロのどちらかに分刻されることに怒ります.

0筏能異習の期間

一銭舵実習期rJlIj;筏能実習 1号筏''''習2号の悶問を合わせて沼畏3年です.

O筏能翼宙 E号への事行

筏髭実習2号叫多行する渇含 ;実際倹定型磁2紐窃の検定民駿こ合絡する必要があります.
筏鰐曙習2号への移行対象農相手現在65"種です.(平成22年3月1目視を)

0騎絹直に苫11る在留蝿嶋岡修』

国の殴関.JICA 号事が実施する'"的制修や実務作業を伴わ怒しゅ暗侠鳴のみの研修'" 引を続き在留資絡「研修」で入国 在留する
ことができます.



現行の団体監理型畳入れの慨要因

a.圃胃『寝間 帯 圃 ・h

入国 l岡山剖豆亙亙E五言否司
1年目 ぜ¥> 2年目

f高了一一円高画 訂 妓 能 実 習)

3年目

「特定活動J(妓能実習)

〈ヨド実務籾修実務研修》 〈筏舵!l!包移行対級官ま禍について企援母での筏能実習》

労働!期冊法令適用

改正後の団体監理型呈入れ田概要因

帰国

可圃圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 叫幽 凶訟幽晶E・・・ t
入国 |筏能検定担縫2級等古格| 帰国

1年目 4¥7  2年目 3年目

「妓能実習 1号 口J r授能実習2号 ロ」 「技能実習2号 口J
。"情実習2号移行対'"題視について金集匂での筏能等習烈}

労働関係法令適用

失蹟防止を名目として， 送出し機闘が研修生本人か5高額fJ保!iE孟を徴収じているケースがあ~ ，

経済的負担と怒って研暗時由時間丹作業や平法就労を助長していると指樋古れており!とれ己を踏まえ i 新制度では，

不当鉱壷呂田徴収等を嬢止しています。

送出し機関等が按能実習生野己保匝壷等在留収

していた口。労働契約の不履行に係る違約金在定

める契約等が行われていては忽りません.

平適正な取決めがZ互いかを確隠するため I 送出

し機関等と妓能実習生本人との1出の契約四等を入

園町審査の際に提出していただ苦ます。

0調習の期間

j王i提案習に関係する機関相互の問で，技能実習

に関連して 労働契約の不履行に係る違約童を定

める契約等が行われていてはなりません。

筏能実習1号の活動期間主体の 1/6以上田期間を充てることになります。

(海舛で 1月かつ 160時間以上の駒習噂を受lオた喝古1;;，筏im実習 1号の活動期間主体の 1112以上の期間)

O鵠習の内容
項目3に悟る踊殺については I 専門的知磁を有する者か5受けることになります.

G二E璽コ (3 筏能実習生町法的保盟に必要忽情報〕

(E 日本での生活一般に閲する知詰) ( ，1 円滑t~t主能等の修伺に賀する知醤)

C講習を実施する上でのポイン ト

I r鴎習j陰座学〈見学を含む)により実筏し忽ηれば忽らす
実習突箆惚聞の工羽の生産ライン符商品を袋慶するための絡霞

におげる機縁日建作教育や安全衛生教育協含めることができま包ん.

@ 

団体監理型である f問問0'11号ロ」でIa:.;;主務省令に規定
する時間滋以上の r鴎習」を縫了した後後能実習生と実習実
施機関との悶に沼悶関係が生じることと怒ります.



新制度では，揖能実習生の本邦におlオる技能等の修得活動が終了するまで監理団体が館能実習の指導・監督・支援

を行うことになります。監理団体の主拡要件は次のとおりです。

O 技能等に 関する一定の錦町知識匂月塑樫轡明日替能実習計即時

Q-mこ1里叫堕理国向錦亭I~母型塑昭子哩問問一二コ一一一一
一o3月lこ1回以上監理団体の役員による監査の実施及び地方入国管理局への報告

(0 技能実習生からの相践に対応する体制の桶築(相談員の配置等)

;. ，'0 監理団体による技能実習生の帰国担保措置{帰国旅費の確保等)

i:(る実習実施機関でゐ妓能実習継続が困艶草場合にお11る新た怠実習実施機関への移行努力
1 、一一------------ー台--苧+→司自一一一ーーー←ーーマーーー一一一ー司・---・即時拘---------同阜品目・ー・顧問時停~._.--ヨム・--~..~-~ーーーー-品今一ー -
T5盟に要する費用を徴収する場合は画面する機関に対する金額及び使途の明示

t (互:通主両開閉些雪雪辱唾逼型空写きの主主 _. ._.-..'----_._-..--一二』
fてで寸マーてでーナーマー守-_........--...ーでで汁一一一一一一一... ~:::"-:-~竺.J.;.，えな"，.-....'マーーラー-一

1H::F;;:議斜斜F忍翌翠q肘号})符!ミ予宇:~j竿;土字:烹与渋烹現許吹P更汗宵Fm円;::1?烹1:11守::1有;!黒1F?1手苧苧==:?円汚L与n~吻1毛吻毛努言ざ:接援淫2認さ，~.ヴ争:予竺予竺:::〉T久叩!1!
ii j O 吏入れ停止期悶剛は臥孟.不正行為の内容によつて5年.3年又削年と怠的ります。また.以下の璽大な不正行 E 
n . 為については.研修生.技能実習生の受入れ停止期聞を5年聞に延長します。 目

(暴力・脅迫・監新潟) (旅券・舛国人登録証明書の取上げ) (賃金制刊い) 回 a

:: (人権を著しく侵害する行為) (偽変造文留等の行使・搬)

O 次の要件に甑当している場合IcI:.研修生・按能実習生の受入れが認め5れません。

受入れ側の機関又はその投員等が，入管法や労働関係法令の罪により刑に処せ5れたことがある場合で.

その執行を終わり.又l芯執行を受lオることがなく怠った日から5年を総直していないとき

受入れ側の機関の役員等が.過去5年間に他の機関で役員等として技能実習の監理等に従事していたこと

があり.その従事期間中に当詰他の機関が不正行為を行い技能実習生等の受入れが認め5れなく砿った場合

で.当該期聞が経過してい草いとき

送出し側の機関又はその経宮者等が.過去5年間!と.舛国人に不正に在園資格認定証明留の交付等を受1オ

させる目的で.偽変造文留等の行使又は提供を行っていた場合

fJι:亡":;::誌云以示よJ浜示，£♀三そ‘示ヅ;:不i手や示主やぷj言;ムぶ;乙μL斗;i伝七弓包活-='正μ‘とふμ仏以1-;.ιι山.ムムぷ己江kシム以:九汽炉七，
|伝~:，'. ~:.与守主刈豆宇叩戸勾1忠出f切ぷ広引J江jl勾Lキ午イ苧i3三J守 iι-.j 

i 実習実施機聞は.技能実習の実施状況に係る文富

! を作成し.技能実習が終了した佳 1年聞は当額文自

1; を保存しなげればなりません。

監理団体は.舗習の実施状況に係る文由.訪問指

導に係る報告曹を作成し.技能実習が終了した後 1

年聞は当該文宙を保存し事lオればなりません.

技能実習生1Jt按能等修得活動を開始する前に.実

習実施機関等が労働者災害補償保障に係る保険関係

の成立の届出等の措置を舗じている必要があります。

ぬ

企業単独型において.実習実施槌闘での技能実習

の継続が不可能となった場合は.直ちに.実習実施

機闘が地方入国管理局に当該事実と対応策を報告し

な11ればなDません。

団体監理型において.技能実習が終了して帰国し

た場合又は技能実習の継続が不可能となった場合は.

直ちに.監理団体が地方入国管理局に当韻事実と対

応策を報告し怠ければ拡りません.



適正な鎧能実習生受入れのため

新制直における「監理」とは E理団体が翼習実

施開聞において.計画に基づき適正に筏能実自が実

Bをされているかについて確腿 指導することを冒い

ます.また.1葺能実習 1号ロだけでなく筏能実習2号
ロの期間も「監理」の対$と怒ります. (図1書照)

「霧車型桝実習生縄県日ζ….
鐙能実習生の畳入れに当たって 1 監理団体は，箆

髭実習生，送出し楓関 実習実路蝿閉それぞれの適

格性を確隠するだけで怠〈 本制度の趣旨について

監理団体を章むそれぞれの惜闘が理師しているかを

監理団体自らが確認する必曹があります.

授能実習生I~. 揖能毒事の瞳t曹を目的に入国するこ

とから.担能耳目肘画の内宮を実習実施前に十分に

脱明し.理解させることが必要です.また。肘画の

連盟の鹿古いを確認するために.措能実習日!l;を作

成する必曹があります.

担能実習生に珂しては置信置童活をはじめ労働関

罰法告を週守した置童の宣払いを行う必要がi!;ります.

時間外労働や休日間働などを行わせたときは。所定

の割浴置童を宣払うことに毛より，また。宜担や摂質

管を置童から鐙隠する咽吉国.労働基準法にのっと

った措置協定の蹄結が必要であり.抱陪額I~ !Õ;貨を

超えては芯りません.

-IC・1to.-f1語官官五1同恒1岨E・・

「不正行さるJの且体的な内容は 上陸基準省令に規

宣されており。 r飯能実習の適正な実施を悶げるもの」

が「不正行~J の珂訟となります. r不正行為」を

行ったと認定された掴聞は，研修生 筏能実習生の

呈入れが一定朗間惨止されます.

監理団体は.1玉医実習主が実習実施回聞において授

箆時の瞳槽活動を実施する前に白一宣時間以上の揺習

を実施することが求められています.踊習を実施する聞

には. I~能実習生を，机といすが備えられている宇習に

適した研悟筒陸に聾めて実施しえよければ傘りません.

E壇盤盟J

筏健軍習 1号実施計画の摘定 1月につき1回以上

の町間指導.3月につき1回以ょの監査篭を軍施でき

る体制と盟棋を組穏として揃えることが必要です.

また.提務置に応じた常勤時自を配置することが盟

まれ.>11下の実習実施機関蝕曹を勘案して，監理業

揖を的確に行える人員を確保する必要があります.

1.，;:;実習室の生臨時問題事倒の持主防止を口実と

して.指躍実習室に河し宿古からの外出を動止したり，

筏能実習生白館第や外国人畳鰻E明置を踊かったり

してI;t主主りまぜん.また.値能量冒主に対して 挺

帯電信の所持や来富との面主管を揖止することによ

り親飯や亙人等との遇措を困砲にさせることも不適

切な方法による曹理に当たります.

悶置点の詳細忽内容については「筏能実習生の入国在留置理に関する指針」をE覧下古い.。



施行目前畿の入国について(圏体監理型での受入れ)

-_I~古田=rrtrI (:J ;o (c: 1・1=I.l/.t骨EゅH.iI時::(I)l'A~目 l同... 1岨...・
( 4輔置か缶入固まで ) 

施行日以前lこI 実務研修を伴う研修を目的として入国する予

定の研修生については 混府の f研悟」の在留資格既定置朗自

交付申請を行い.国墜よ (6旦上主主里することと的ます.

申請書lま平成22年3月末固までに地方入国管理局に提出して

ください。(図2参照}

平成 22年 1 月がS6月までに入国予定の研惇生についてI~ ，

研修予定期間が6か月を超える場古であってもi 原則として印H

悟J(6月)の在留資格!2定恒明智を交付しますのでI あ5か

じめBか月白研悟計画を提出してくだ古い.(図4害照}

平成 22 年 3 月末日までの申踊Ii:~づ苦，

現行の「研修」の在留資格認定証明白の交付

を受けた唱古は 入国予定日を過ぎ， 7月以

降に入国することは可能です。証お， 4月以

降の申請に基づき I 現行の f研修」の在留資

格限定証明慢の交付を受1:1た堀古は。 71l且
障に現行田在留資格 f研修」での入国はでき

ません。(図3参照)

( 臥 齢、自在園資格由阻まで)

f研修J(日月)で入国した研陪生は l 改正

法が施行され在留期限が到来する前に 実習

異施機関と由聞で，r指能実習 1号」変箆後四

鼠習鰹了佳に発効する扇用契約を罰結し 『妓

能実習 1号jへの在留資格変更許可を受1:1， 

筏能実習生として在留を錨続することにZより
ます。(図4害照)

同 自

同

入
国

「研修J
(6月)

入国

可

「研修」
(6月)

入国

不可

園X

。

商用関係の成立

困

「研修J 変 「筏能実習 1弓J
(6);) I J!! (6月)

一一-2・抗日=r，:IrJ;o 111 = I.l/.MIiA.ti幸当官主主'J'A'IIGI同旨1M"!・
平成 22年 7月以降に入国する研修生は.

新制度により f'jl能実習 1号」白在留資格で

入国するととと草Dます。「筏能実習 1号Jの

在留資格認定証明白交付申罰I~ 1月か己可能

と忽り。認定置明笛が宜付されるのは 4月

18からにはります.

「按能実習 1号jの在留資描認定証明書を取

得した方は， 7月よD前に本邦へλ因すると

とができません.



; ‘可守' ・

施行目前畿の在留資格蜜憂。在留期間憂新申請について
(①節目より前1;:在留期間捌射械的

現行制度によって在留期間更新申請及び在留資格変更申踊を行うこととなDます。(図6①~②参照}

(@施行日後に在留期聞が到来する椙含)

新制度の施行に伴い.r研修jを継続する場合lまf按能実習 1号J.r特定活動(按能実習)Jへ移行若しくは継続する

場合は n鵠E実習2号jへの在国資格変更の申請を行うことと拡りますよ{図6③-@参照)

改正法制寺前畿の在園調絡について{イメージ}

f研修』 『特定活動(掠能実習)J

ーと己月/1年}
(l年目}

『特定活動(銭能実習)J
(2年目}

③ lliJf修』
霊

『銭能実習 1号J
更変

『銭能実習2号J
(6月} (6月} (l年目}

『研修J
更変

「妓能実習2号j 『銭能実習2号j

(6月/1年) (l年目} (2年目)

• r ... 、=1 『特定活動(銭飽実習)J 重 「銭能実習2号』

(l年目} (2年目)

. . -. .'一ュ‘ιー.幹‘“."一 、、 今 も . 

札幌入国管理局 〒060・0042 北海道札幌市中央区拘置酉 12丁目 TEL 011・261・7502(代}

仙台入国管理局 干983-0842 宮線県仙台市宮様野区五鎗 1・3・20 TEL 022・256・6076(代}

東京入国管理局 〒108・8255 東京鶴港区港南5・5・30 TEL 03-5796・7111(代}

成田空港支局 〒282・0004 千隷県成田市古込宇宙込 1・1成田国際空港第2旅客ターミナルピJII6階 TEL 0476・34-2222(代)
続浜支局 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 10・7 TEL 045・769・1720(代}

名古屋入国管理局 干455-8601 援知県名古屋市港区正保岡5・18 TEL 052・559-2150(代}

申鼠空港支局 〒479-0881 援知県常沼市セントレア 1・1CIQ棟内 丁目_0569-38・7410(代)

大阪入国管理局 干559-0034 大阪府大阪市住之江区南潤t1・29-53 TEL 06-4703-2100(代}

関西空港支局 〒549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空遊中 1醤地 TEL 072455-1453 (代}
神戸支局 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通t>29 TEL 078-391-6377 (代)
広島入国管理局 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁姻6・30 TEL 082・221-4411(代)

高松入国管理局 〒760-0033 寄川県高松市丸の内 1・1 TEL 087-1ヨ22・5852(代)

福岡入歯管理局 〒812-0003 掴岡県福岡市幡多区下臼井778・1福岡空港圏内線第3ターミナルピJ"内 TEL 092・623・2400(代)

!B覇支局 干900-0022 沖縄県郡覇市樋1111・15・15 TEL 098・8324185(代)

〒983-0842 富媛県仙台市宮域野区五舗 1・3・20(仙台入国管理局内} TEL 022・298・9014

〒108・8255 東京都港区港南5・5-30(東京入国管理局内} TEL 03-5796・7112

外国人在留総合 千236心002 神割11県繍浜市金沢区鳥浜町 10・7(東京入国管理局横浜支局内) TEL 045-769-0230 
インフォメーション 〒455-8601 髭知県名古屋市港区正保町5・18(名古屋入国管理局内) TEL 052-559-2151-2 

センター 干559-0034 大阪府大阪市住之江区南湖t1・29-53(大阪入国管理局内} TEL 06-4703-2150 

〒650-0024 兵廊照神戸市中央巴濁岸通t>29 (大阪入国管理局神戸支局内} TEL 078・326-5141

干730-0012 広島県広島市中区上八丁猫6-30(広島入国管理局内} TEL 082-502-6060 

〒812-0003 梱岡県循岡市僧多E下臼井778・11置岡空港圏内線1113ターミナルピ"J"内{福岡入国管理局内) TEL 092-626-5100 

新宿舛国人センター 〒160・0021 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1東京都鑓廊センターロtイジアJ11階 TEL 03・3209・6177

法積省入国管理局〒 100-8977 東京節制畑区舗が閲 1・1・1 TEL 03・3580-4111(代)

iItームページのご案内 改正法・関係省令・鐙針等の内密についてI~ ・ http://www.lmmi-moj.go.jp/newlmmlactlnewlmmlact.h師、l

法務省 http://www.moj.go.jp/ 入国管理局 http://www.immi-moj.go.jp/
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財団法人国際研修協力機構 (JITCO)は、
外国人技能実習生・研修生の受入れを支援し、

開発途上国の人材育成に寄与します
財団法人国際研修也力機構 (JapanJnternational Training Coope旧!ionOrganization 略称JITCO(ジツコ))は、

1991.iO手に設立された 法務 外務、厚生肯働、経済産章、国土交通の5省共菅の財団法人です。

研修 ・技能実習制度について
1960jl'f~桂半頃かり海外の現地法人などの社員教育 k

vr行われていた研修制度が1990年に改正古れ、我が聞

で1>>1措古オv;可われた技能、払.i!i、知制(以下「技能等Jt 
レコ。)の諸外国への移転を図り経済尭凪を担コ「人づく

りJに釘献するため、資本 I(!(引l山保がない場合でも受入

れが可能となり、 1993年には、府川関係の Fで、より尖

JITCOの役割
外国人技能実習 ー研陪制度の適正かつ円滑な推進に寄与する

二とを基本としT、以下を使命tvrいます。

技能~明生・研梓生貯受入れ'e行おフとする、あるいは行
っている民間団体企業等や間外聞の送111し機|瑚に対し、

総合的な支促船山や活況災施のlI)Jtr・指導を行つこと。

2 技能主官生研I量生の悩みや制限に応える tとbに、入管

i1~骨 ー 労働乱令等の法的権利の磁保のため助言 ー 援助'-行
ヲニ k。

3 ~11!!l:本来の目的である技能~'t!I . f~悼の成県が上がるよコ、

監理問IW実習主施世間、技能尖四生研修生、送出し援

問等.;.支J~するこ k。

JITCOの組織体制
J I TCOの、I~業計画、干j):等の基本

'JUJiは、 骨'l'r~員会、理事会で審議決定

古れ、それに基づき事業を展開Ivn.
ますe具体的な~J~書もを効率的かつ円滑

に実施するため、以下の件制を蛙備し

τいます。

本部には、 「総甜部Jの他、各般の

'I~軍令~施する四事業部「出入間部」

fJll際部Jf能力開発部Jf企業部J1>ff北

世vrいます。

地方には、 17の地方駐在事務所寺 町監... I 
段位しても‘まれ 一一一
一般韓日制也に、専門職日 (da抄JlT

導n・技能史官移行指導n.日本部桁

碍アドパイザー安全衛生アドハイザ

ー・メ Jタルヘルスアドパイザ一部

民保険相続ll)、外国人相按スタッ 7

~1;.v配位 vrいます。

践的な技能等の時特可能な技能尖官制度が創設されま L

た。そしT、この度、技能実習生 fll陪生の法的保護.そ

の法的地{~の安定化を図るために、研時・技能:;k;官制肢の

見直しが行われ、 20凹年7月の入tf'法の一計改正により、

新しい外国人技能実習制肢が、 2010年7月 l日かb施行

されるこ tとなりました。

支}重助冨 亥f夏助!!

三竺Jご竺J三笠Jよ~- I
竺竺J":7'!" J....<:竺j

effTJE竺竺j~笠j
2笠 j1lfO~主J~翌j

fEL也竺]~こ~
互盟主」」竺J~竺J竺翌!

」竺J-..::史J
JEL三士J~竺J竺竺j

ご竺」
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山括通上回却には、経済尭股ー距需品《興のm~'手となる

人材の育成1>行う ために、先進凪の進んだ技能払柚知

鼠 (以干 I技能等Jとも‘う。)令惇1唱さぜよコとするニー

Jだがあります。我が国では、二のニーズに応えるため、Ul

外聞のTi札'1労働者令一定j閉山l産推鼎に受け入れて、産量

上司技fiI!等令睦1111.，"¥"bりj r外国人技能~~~I制度J i: l、

3仕組みがあります。

ニ町市JI!tは、技能~明生へ技能等の轄権;;1~悶 り 、その闘

の経済発盟主，但コ人材育成辛目的とした bので、我が聞の

国際協力 l主際立献のln掛なー拠を，mっています。

「外国人技能実習制度Jの利JIJによっT、以下iこ役立1:1:

bらコ ことにしTいます。

① 技能誕百生は、修得技能と仰回桂の能力尭11;により、

自身の聡量生活の向上や産軍 企軍の提厩に貢献

②技能~習生は、母国においT、 悼1リした能力やノウ

ハウ1>尭liIU...、品質管攻、労働慣行、コス ト苛t:.tt等、

lJH¥'ii&a自の改普や生産向上にi，(献

③ 我が回の実習Zli施機関等にと っては、外国企軍とのl瑚

係強化、経営の国際化、 1J内申111判化、生産にftj献

I r外国人糊E実習制度Jの憾

(1)在留資格 f技能実習jの新股と4区分

新たな外国人技能~官制度では、 堂入札機関の別により

放の二つのタイプがあります。

① 企業単品型本邦の企業等(:J!j型災施慢l目)が海外

の現地法人、合弁企軍や取引先企震の聴Jl'I>受け入

れT技能英明や尖施

② 団体監理型 商工会や11叶、企~i巴間体等官判令目的と

しない団体(監理目I体)が妓他~'ì!l生令受け入れ、

傘下叩企軍等(集宵実施慣l則)で1.1:能尖剖令実施

そしT、この二つのタイプのそれぞれが、技f忠実習生の

2 

-回

， o-.， 

行当日動内容により、入国桂 I~I 自の技能等令陪得する活

動e，2. 3年自の修得した技能却に世黙するための活動

とに分けりれ、対応する喧制問怖と して「技官告実習」に4

l豆分が設けりれました。

一一一」 入国咋目 | λ回2.3相

主主主主主i在留資絡陥鹿実習 1号イJ在留資制緩鮭実習2号イJ

些笠呈到在留資制緩続実習1号ロJ1宝附IH筏 障 問2号叫

(2)新制度の特徴

新たな外国人技能実習制度の主な特彼としT、/I(のむの

があげりれます。

①技能~咽~Iーは l 年目かり挺".'!l~施段l聞 との稲川契約

のドで技能尖習を受けることとなり、労働関係法令

の保慢が且ぶよ うになり ました。

@;JWI~施機関(企業W--t1!挫のみ)又は監理問体によ

る、技能;x智生に対する講'i!1(日本部教育、技能実

習ヨの法的保護に必要な講義など)の実施が義務t

きhました。

① 監班mHもによる尖習す:施償問に対する指導、監軒並

び立j副本制の強化が求められることになりました。

(3 )銭能実密2号への移行

技能史't/生は、 技能実習 1~}科了時に移行対量聴腕 刊

聾についT技能伊必辺正礎2級25に合的し、在留問時変克昨

可令受けると技能尖官2号ーへ干封、7するニと ができます。こ

の場合、技能~世 1 号で技能等や修得した~宙実施機関と

1司ーの機関で，b'つ向ーの技能~t;i lニつい"(".'!/熟するた申の

活動令行わなければなりまぜん。 滞イEJVJHlIは、技能t~制 l

号 t 技能~~型 2号を合わせ"(liHf 311~ となります。

l入国在留手続

(1)在留資格飽定証明書の受付申筒

技能;M)t'1生令受け入れよコとする兆四提施慣l則 (企!1l単

剖却のみ)又は監理団体は、ます¥地方入国管理局にイ'EW/fl

柿也定前'lll'fの交付申請や行うことになります。二の証明

性は、 q1fii'lに係る技能実習生が入管乱寸の定める日午可弾 十



じ適合しているニk令証するむので.有効JVWlJは3ヶ月です.

なお、監理!間体は、技能~~!I ~1ーを畳け入れるに当たって

は、職軍紹介")1;1';の貯可又は師1/1¥.'必聾です。(後記 f監

理l封俳句職事J官i介')Im町並件」書mo
(2 )査恒{ピザ)の取得と上陸許可

技能~習生とし-rE!本に上院しようとする外聞人は、有

効な旅'"丑証..所持しなければなりまぜん。査証は、拍一

切賢1*1&)定限ザi型H争..提示しT日本の([外公舶に巾;百しま

す。 そして、 日本の空港・市i占で旅非、査証~1; Ji'入 I! 審査

ffに従示し、イf悦Yt柿 「技能;島町 11]イ(又はロ)J :ff.W/ 

j叫川I.11! (又は6月)とする」限目1石Iを受けて初めて技能

~~~I生としての柄拘ができます。

(3)在留資格変更許可

技能史官 I 号から技能~刊 2号へ昌行 Lよコとする技能

主官生は、移行会.1;!It聴机 。作君専に揺る技能肢定基礎2級

喝の1.>t験にfr-~持した上で、地方入国管理局に干'f{t/賢舵変更

st可111[1';や行ヲニと になります. この巾簡は、在留目Imu.b~

満了する lヶ}'Ililjまでに行わなければなりません。

(4)在留期間更新許可

技能史)I~I 1号(イ「官JIPJlliJ6月町場合)や技能主胃2号に

ついτ、技能~)II可生は、通nして滞証可能な 3~1 申範聞内

で.イJ:{;制IJI町の!l!新中市i岳地方入国管理局に行ヲこ tがで

きます。この巾柿は、在伺日l問が満了する 1ヶ月l出までに

行ねなげればなりまぜん。

(5)外国人笠録

技能;11習生は、入国怯90日以内仁応住地の市区町村に

外国人登録Ji>Ql8i'Jしなければなりません。授録桂に交付さ

れる外白人m.~証明書は、常時』似?する義務がゐります。

また、即位j自の変更やイ'f{;官官椛土干の喪主が生じた場合に

は、~直径i誌の '11簡を行わなげればなりません。

【外国人蹴実割問フレームワーク ~ 

筏儀水"'(自制限〉

初級 B飯 2錨

3鍋(1IJ門銀}

基礎1総{中級}

11>謎2鼠(初臨}

~ .. .. 
_..・・~..-

置盤圏

.i. 12手目 2"回 3.$EI .i. 経Ii年"
入国 帰国

一一_lJI n~，~~__J 点~l!宜1呈 'F一一一一革問里主呈M一一一一/ー---'1!~ttJl盟主主ー-'

図ttl:il霊裂の
層周関係イメージ

盟 国

型瞳園田

盟国
璽盟理圏

腫璽盤自

庖周契約

のIt結 続習 “ : 

組
耕
一
斗
一

{注}上辺鈴司時に在留期間 1M 付与
され"羽倉"、 2董陵実B'1 t手目のf往留

繍間更鋳齢可申UJU不要と.ります.

送出し支II
受入れ支鍾

理入日盟、適正11:t5場慨実習2担保堕 フォ0-7"';'乙ーー

授能漢習2号移行ー一一一一一JO彼椛実習2号計画E守備
判賞受理問 一 寸 O筏制抑制による制緩能の附

会賞胤独型

団体監理型

後舵実習断面の鏑"実緒

後儀実習断面同館定(2号}羽陸路

1査院'"智It画の策定(I号 2号)

受入れ1魯繍 副習の
実範

団体のJlf霊&ぴ髭Z吏

(逮}藍l童図U;IJ..送出し償問と通

争 慨しτ"健闘盆鎌田時間
崎樋聞の問におげる麗周関係の成

立をあつぜんします.(...紹介)

帰国安λれ

フォローアップ
送出し

フ.ロアップ

飢問t酒場 (11:事国) 監査
フョ，ローアップ

3 
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団体監理型受入れ 一一

|監理団体の役割と
受入れができる範囲

(1)監理団体の投割

日1，ト監理型受入れでは、技能史~1I1~1ーの丘入れを，行 う 商工

会やlド小世軍団体などの監J.m目H本の役山lが非常に重要で

す。 ~i~llfll 1容は、そのi't世と監Jmの下で技能~官生を受け

λれ、技能英明 l 号と技能;K.~/ 2 号によるwmu令通vr、

技能誕百を実施する各企章等 (災世話:施機関)において妓

能~~lb'適jl に実施さ れTいるか確認し指導する こ t が求

の勺れます。

(2 )畳入れができる監理団体の範囲

技能~~~I生の受入れができる耽J~I!日l体(営利を目的とす

るbのは秘めりれません。)は止のとおりです。

① 商工会fお青瓦は商工会

② 中小企塁間体

③ 機軍訓締法人

@ 且霊協同組合、漁霊協同組合

⑤ 公益社日l法人、 公益肘即法人

⑥ 法務大l::iが告示をもって定める.f.fJ111目l体

|実習実施機関の役割

書官尖施曜日Jは、技能捉官生にUGlJl際に技能等争時11)

さぜる立場にゐります。 技能~四J恒例l1>配位し技能主官

官l面lに従っT技能実習1~~施するとともに、生吊1旨噂n.. 
配世し技能~習生の生活官J!llに b細かく配唱するなど、技

能捉~~/が~liItに行われるよヲ にするニとが求められます。

I ~蹴E実習得ロJ( 1 年目)
受入れの要件

「技能W.1f/l 号 ロ j で行うこ k ができる活動I~、監理団体

力守1:>:修習による知訟の倍1耳元首吻ト尖也実施慣1則tの照

川占目的に基づいて行う技能44の時1!J.Ui助ですが、以下の聾

f't-(一部省略したbのがある0)1功、l'れも充足する必要

があります.

中

( ， )技能実習生に係る要件

① 陣1!)しようとする技能却が単純作tでないこと。

② 18歳以上で、帰国後に日本で梓砕した技能等辛生か

せる業務に就く予定がゐること。

① 母国で陪得することが閣雌である技能等岳修得する

ものであるニと。

@ 本1，1の園、地方公共目11令部かりの推胞を畳けTいる

こと。

③ 日本で受ける技能史官 U，I机の書誌に従事した経験

~'H'有する二と 。

⑤ 技能史習生 (その家族等令官む。)が、送出し機関

(技能実習生の送tIIし軍務却を?行ヲ側目)、監理問体、

~W/~施機関等から、 保Hif企などを君主収されないこ

と。また、労働契約の不胤行iニ軒、るi畠約金を定める

梨約等が締結古れτいないこと.

(2)監理団体に係る要件

① 1'1、地方公共団体等から資金その1也の援助及び~~噂

や受けて技能尖習が連世されること。

② 3 ヶ月に I 回以上役nによる兆四~施機関に対する

監班:'.<}te行ヲ こし

③ 技能災剖生に対する相同阿ふ制..時保vrいる こと。

① 校能実問 1号の技能215宙開「融i..適正に刊成する こと.

⑤ 技能史習 I号町IPW日中、 lタnにl回以上役韓日に

よる史官尖施機関に対する防IlIIm串奇行フニ t。

@ 技能実習生の入国直桂に、放の科目についTの講習

(出芋で、見学を古む。)を「技能尖潤 I号ロ」活動

予定時聞の6分の l以上の時uu(海外で l月以上か

っ100時間以上のlJ~jliJ講習奇w.施しTもも場合は、 1 2

分のl以上)実施する二 ~ o

7 EI ~間百

イ 日本での生活一般仁閲する知甑

ウ 入管法、労働基単f占非技能災宵生の法的保護に

必要な情報

エ 円滑な技能tt?の陪仰に町する知UI

なお、上記ウの講義は、取I"JI't'-.I知織令布する外部

崎帥か行うこ ととされTいます。

①他に監理費用の明確化、技能?M~I継続不可能時叩対

応、帰国旅費及。'技能実習生川m舎の確保、労見保



険等の胡l部柿世、役目などに部品先怖!I~山喝の聾件

あり。

(3 )実習実施機関に係る要件

①技能実習指碍m止び~tì活指導H..配位 V(レること 。

② 技能実習日誌を3作成し備え付り、技能214盟終了桂 l

<，以上保存すること。

③ 控能実習生に対する報酬が日本人が従'11する場合と

問寄宿l以上であるニと。

① 他に技能実習生川の宿舎確保、労!Ji.保険時の保障措

位、暴1'8.者等に係る久絡'11由{~の虫什品り 。

(4)技能実習生畳入れ人数枠

「技能実習 1号ロ」による技能実習生(J)立入れ人数加は、

F去のとおりです。

(5 )滞在期間

技能実習 1号による滞在期間は I年以内とされTおり、

• 
外国人担能実習制直

上隣町可11与に 1年又は6Hの{十印刷IIIJが与えられます。

(6)不正行為

技能英明生に対する耳行や脅迫‘旅券又は外国人扱録証

明治のIr，上げ、1t金の不払L、等の行為は不正行l!に該当

L 一定期間 (5年、 3<ド又It1 <~)の技能災自主受入れ

停止t問先防止に必型な改嘩拙IUが求めりれます。

I ~闘醐2号山 3年酌の
在留資格愛更の要件

「技能史明2号ロ」で行うことができる活動は、 「技能英

明 1{}ロJで修得した技依却に世熟するため、法務大臣が

JR比する実習実施機l則との加川契約に基づいて、 当政機関

においT当該技能等を嬰する軍務に従事する活動と古れて

います。

f団体鯉型受入れ人蜘 一一一一一一一一一】目
監理団体 実習軍施権関 実習区分 人監枠

社団
社員である中小企業者 特倒人数枠

覇車馴醜
上記以外 常勤時員の20分的t

法人
財団 常勤随員の20分のt

公益社団・財団法人 常動職員の20分の1
(含む特例柱国益人ー特例財団話人}

商工会損所・商工会 A 冨 貝 特例人数枠

中小企業団体 組合員又は全且 特例人数枠

理謹也同組吉{，主 組合員で営農
法人 |特例人世伴

非法人 I2人以内

組合員 船上漁揖 2人以内

酒量也同組吉
船上漁措以外

法人 特例人型枠

非法人 2人以内

「個人営揖漁韓J以外 特例人盟枠

個人営農 2人山内

活務大臣告示団体 漁 輩 船上漁聾 2人以内

船上漁輩以外
法人 特例人型特

ヨド法人 2人以内

(途 1)常動事査員lこ"鎗"'実習生(，号"ぴ2号)"含まれ"ぃ.
(注目監理図体が開発途上聞に対する農鎗筏術凶カを目的とする公益社団財団滋人で かつ実習実施織聞が網鍵を営む鶴間である場合''''察凶同組合

の受λれ人"特と悶織である園

:鏡能実習生の受入れ特例入銀枠 】

実習実施揖聞の常勤職員器量 桔能実習生の人並

301人以上 常勤職員総監の20分の1

201人以上 300人以下 15人

101人以上 200人以下 10人

51人目上 100人以下 6人

50人以下 3人

(i:主1)筏鮭実習生(，号}の人主虫採常動礎員の総'H超え伝いこと.
{注目総上過禦の喝合" 筏舵実習生(，号J畏1i2号}の人敏公式各治紛につき采組員{担能察官笠を除"の人鎗を超えZ泣いこと。

ラ
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-国 幽

「技能実習2号ロJへの在留資格変更申舗は、 f技能実習

1号ロJで在留していた者に限られますが、以下の要件を

充足する必要があります。

(1)技能実習生に係る要件

「技能実習1号ロ」で求められる要件に加えて次の要件が

あります。

①技能実習が、「を鵠E実習1号ロJと同ーの実習実施機

関で、かつ同ーの技能等についT行われること。た

だし、技能実習生の責に帰することができない事由

により、同ーの実習実施機関での技能実習ができな

い場合は、この限りではありません。

②基礎2級の技能検定その他これに準?る検定又は試

験に合格していること。

③技能実習計画に基づき、更に実践的な技能等を修得

しようとするものであること。

(2)監理団体文は実習実施健闘に係る要件

監理団体又は実習実施接聞に係る要件については、基本

的には「技能実習1号ロjにおいて求められる要件と同様

ですが、監理団体が行うこ~~されτいる実習実施機関に

対する月 1回以上の訪問指導、講習の実施は「技能実習2

号ロJでは適用されません。また、「技能実習2号ロJに

係る技能実習計画の作成は、実習実施機関が行うこともで

きます。

(3)技能実習生受入れ人数枠

「技能実習2号ロJでは、実習実施機関における技能実習

生の人数枠は、船上においT漁業を営む場合(I号及び2

号の技能実習生の人数が実習実施機関の乗組員の人教を超

えないこと)を除き、特に設げられていません。

(4)滞在期間

「技能実習2号ロJに係る滞在期聞は、次のいす'れにも該

当することが必要です。

①「揃B実習1号ロJに応じた滞在期聞が1年以下であ

ること。

②「技能実習1号ロJに応じた滞在期聞が9月以下であ

る場合は、「技能実習2号ロJに応じた滞在期聞が

「技能実習 1号ロjの滞在期間のおおむね1.5倍以内

であること。

③「技能実習2号ロJと「技能実習1号ロJに応じた滞

在期聞を合わせて3年以下であること。

幽一一

t移行対象職種と移行評価

(1 H技能実習2号ロJへの移行対象職種・作業

移行対象職種・作業は、職業能力開発促進法に基づく技

能検定の職種・作業と、 JITCO認定による公的評価シス

テムに基づく職種・作業を併せ"'(201伴 4月1日現在合

言;t66職種123作業あります。このうち、技能検定によるb

の会主S3職種8倒宇葉、 JITCO認定じよる公的評価システム

じよるものが13職種37作業あります。

(2H技能実習2号ロjへの移行評価

「技能実習 1号ロJから「技能実習2号ロJへの移行が認

められるためには、次の二つの評価をクリアするとともに

在留状況が良好であると評価されることが必要です。

① f技能実習1号ロJの成果の評価

「技能実習1号ロ」の全期聞の4分の3程度を経過した時

点で、国の技能検定、または:JITCO認定による公的評価

システムにより、技能実習生(I号ロ)が一定水準(固の

技能検定基礎2級相当)以上の技能等を修得していると認

められること。

①技能実習計画の評価

技能実習生(I号ロ)を受け入れTいる実習実施機関等

から提出された「技能実習2号ロJの技能実習計画が「技

能実習 1号ロJの成果の評価(Q)o)修得技能等の評価)を

踏まえた適正なものであると認められること。

ト能実習計画の作成

(1 H技能実習1号ロJ計画の作成と履行

①職種・作業の範囲について

技能実習の職種・作業の範囲についTは、製造業の生産

現場において多施工化が進み、多様な作業が行われている

実態を踏まえ、 2010年1月に改正された技能実習制度の

基本的な考え方を示す技能実習制闘酎草事業運営基本方針

(厚生労働大臣公示)においT、技能実習計画には、移行

対象職種・作業の技能検定等においT評価される技能等

(以下※①「必須作業jにより修得します。)に加えT、当

該職種・作業に従事する日本人労働者が通常従事している

ものとして、『関連する技能等J(以下※②「関連作業」に

より修得します。)を修得することを当該計画に含むこと

が認められることとなりました。

これを踏まえて、 JITCOでは、技能実習の職種・作業

-圃・



副圃

の範囲についての考え方の見直しを行い、その結果を作業

ごとにとりまとめ、ダイジェスト版として公表しました。

このダイジェスト版に掲載されている三つの作業の意味と

それらの各作業時聞の全実習時間に対する割合は次のとお

りです。

イ 【必領作業l※①

技能実習生が技能等を修得するために必?行わなけれ

ばからない作業(技能検定等の評価試験を受ける予定の

職種・作業の「試験の出題範囲を定めた基準・細目jの

範囲仁該当する作業)。必須作業の作業時聞は、全実習

時聞のおおむね半分以上となります。

ロ [関連作業]※②

「必須作業Jに携わる労働者が、当該職種・作業の生

産工程においT行う可能性がある作業のうち、必須作業

には含まれないが、その作業が必須;作業の技能等向上に

直接又は間接的に寄与する作業。関連作業の作業時間

は、全実習時間のおおむね半分以下となります。

ハ [周辺作業l
「必須作業Jに携わる労働者が、当該聴種・作業の生産

工程において通常携わる作業のうち、必頓作業及び関連

作業に含まれない作業。なお、「周辺作業Jの作業時間

は、必頓作業の技能等向上4こ直接又は間接的に寄与する

作業でなく、当該職種・作業の生産工程において通常携

わる作業であることから、実習時間全体の3分の l程度

以下にする必要があります。

ニ [安全衛生作業l
安全衛生作業は、技能実習生の作業現場での事故や疾

病を防止する観点から必?行う必要のある作業で、必須

作業、関連作業、周辺作業の各作業ごとに10%程度を

行うこととしています。

①計画の作成

イ 外国人技能実習制度の目的は、我が固で開発され培

われた技能等の開発途上国等への移転を困払当該開発

途上国等の経済発展を担う「人づくりJに寄与すること

です。従っτ、技能実習計画の策定に当たっτは、人材

育成の観点を踏まえることが重要です。技能実習生が効

果的、効率的に技能等を修得できるか否かは技能実習計

画次第であると言えます。

ロ 「技能実習 1号ロJの計画には、技能等修得活動

(講習による知純修得活動を含む)について、具体的な

スケジュール、カリキュラム、指導体制等を記載しま

す。

ハ「技能実習 1号ロJの期間の計画については、講習

外国人鏡能実習制鹿

と併せT技能検定基礎2級に相当する技能等が適切』ニ修

得できるよう作成するものとし、特に、安全衛生に関す

る技能等の修得について十分配慮されたものとする必要

があります。

ニ 「技能実習2号ロJへの移行を予定する場合、技能

実習生が「技能実習 1号ロj及び「技能実習2号ロJの

期間全体を通じて効果的な技能の倒専・習熟が図られる

よう技能実習計画を策定する必要があります。

ホ 「技能実習2号ロJへの移行を予定していない f技

能実習 1号ロJのみの場合、技能実習を行うそれぞれの

目的に沿って技能実習終了時の到達目標を立てるこ kが

必要です。

③計画に基づく技能実習の履行

「技能実習 1号ロJの計画の内容は、技能検定職種・

作業の場合は基礎2級レベル、 jlTCO認定職種・作業

の場合は、初級レベルを技能修得の到達目標と定めて技

能実習計画を策定するとし・ていることから、実習実施機

関は、この技能実習計圏内容に則っτ、着実に技能等の

修得を実行していくことが必要となります。計画』ニ従っ

T着実仁技能実習を実施することじより、技能実習生は

技能等を修得することか可能となり、制度本来の目的を

造成することができます。

また、実習実施機関は、現場での技能実習を開始する

前に技能実習生に対して技能実習計画の内容を十分じ説

明し、理解させるこ kが必要となります。

(2H技能実習2号ロj計画の作成と履行

①職種・作業の範囲について

(1)の①の範囲と同様です。

②計画の作成

「技能実習2号ロJの期間の計画は、「技能実習l号ロ」

で修得した技能等をさらに向上させ、「技能実習2号ロJ
を開始した日から l年を経過した日においては技能検定

基礎1級に相当する技能等、 2年を経過した日においT

は技能検定3級に相当する技能等が適切に修得できるも

のとする必要があります。

計画の策定に当たっては、各段階の到達目標及び実習

内容を具体的に明記するととも仁、到達目標が達成され

たことを確認するため、各年毎の技能検定等の受験な

ど、修得した技能等を評価する時期及び方法を明記する

必要があります。

①計画に基づく技能実習の届行

「技能実習2号ロJの計画の内容は、「技能実習2号ロJ

の1年目の終了時には技能検定職種・作業の場合は基礎

7 
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1級レベル、 JITCO認定職種・作業の場合は、中級レ

ベルを技能修得の到達目標としT定めることとし、ま

た、「技能実習2号ロJの2年目の終了時には技能検定

職種・作業の場合は3組レベル、 JITCO認定職種・作

業の場合は、専門級レベルを技能修得の到達目標として

定めることとして技能実習計画を策定する kしているこ

とから、実習実施機関は、この技能実習計画内容に則っ

て、着実仁技能の修得と習熟を実行していくことが必要

となります。

また、技能実習生に対する技能実習計画の内容説明等

の必要性は rt封E実習1号ロ」と同様です。

|妓能実習生の処遇

( 1 )踊習期間中の処遇

都習期間中は、技能実習生に係る雇用契約が未だ発効し

ていないので、監理団体が収入のない技能実習生に生活上

の必要な実費としT講習手当を支給することになります。

宿舎は無償提供とします。また、講習手当の額は入国前に

技能実習生に示すことが求められます。

なお、講習期間中に、実習実施機闘が未だ雇用関係の生

じτいない技能実習生に対しT指揮命令を行うことはでき

ないので、講習のない休日や夜間に技能等修得活動を行わ

せTはなりません。

(2)f技能実習1号ロJ(踊習期間を除く。}及び『技能

実習2号ロj活動期間中の処遇

①技能実習条件の明示

実習実施機関は、技能実習生(I号)に対し、外国人技

能実習制度に係る関係法令について必要な説明を行うとと

もに、書面をもっT、予定されている「技能実習1号ロj

の実習内容、「技能実習2号ロjへの移行に関する条件等

以成能実習期間中の労働条件を明示(母国語併記)する

必要があります。

②雇用契約の適正な締結

実習実施接聞は、技能実習生が雇用関係の下にあるこ

と、及びトラプルの未然防止のためじ労働時間、賃金その

他労働条件を明確にするため、雇用契約を締結し、雇用契

約書の作成、労働条件通知書の交付(母国語併記)が必要

です。

①労働時聞の恩撮い

技能実習生(I号及び2号)の労働時聞は、労働基準法

に基づき 1日8時間以内、 1週間40時間以内の原則が適

用されます。これを超えて実習実施機関が技能実習生(I

号及び2号)に時間外又は休日の労働をさせる場合には、

法律の規定に従っτ、労使協定を締結する等一定の手続き

が必要であり、時間舛串j増賃金等の支払いが必要となりま

す。

④賃金の適正な支払い

実習実施機関は、技能実習生の賃金を本人に直接その全

額を毎月一定期日に支払わなければなりません。ただし、

直接払いの例外として、(イ}口座払いの労使協定の締結、

(ロ)本人の書面による同意、(ハ)本人の指定する金融機

関の本人名義の預金口座に撮り込むこと、(ニ)賃金支払

明細書の交付等一定の要件の下に、金融機関への口座払い

じより賃金を支払うことが出来ます。また、賃金控除じつ

いTは、法定控除以外の費目を控除する場合には労使協定

の締結が必要;となります。この場合でも、控除できるのは

宿舎費等の事理明白なものじ限られ、控除する額は実費を

超えTはなりません。

なお、支払賃金額は、都道府県ごとに定められている最

低賃金額(地域別最低賃金の適用が一般的ですが、特定

(産業別)最低賃金が適用になる場合もありますので留意

が必要です。)を下回らないことが必要です。

⑤労働関係法令等の遵守

実習実施機関は、受げ入れた技能実習生に関して、労働

基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保

険法、腫用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年

金保険法、国民年金法等、労働者に係る措法令が適用され

ますので、これを遵守しなげればなりません。

なお、労働法令の適用については、一般の日本人従業者

と全く同様です。

@安全衛生と保障措置

技能実習生は日本語や日本の文化・習慣に不自由・不慣

れなことから、日本人に対するよりもさらに職場や私生活

上の安全衛生を確保することが重要です。

実習実施機関は、技能実習生にケガをさせ?、健康な体

で母国・家族のもとに帰国させる義務があります。そのた

めじは、労働安全衛生法規の道守寺中心に災害防止・健康

確保対策を推進する必要があります。

また、万一の労働災害・通勤途上災害に備えて労災保険

に、日常生活でのケガや病気、陣害補償や遺族補償に備え

て健康保険や原生年金保険等社会保険にそれぞれ加入する

必要があります。民間保険に加入することも望ましいこ t

kいえます。 OITCOでは技能実習生専用の外国人技能実

習生麓合保険を用意しています。)

司
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①労働組合等との協醗

技能実習生の受入れを予定する企業等は、技能実習生と

雇用関係に入ることから、あらかじめ当該事業場の労働組

合と技能実習生受入れに伴う取扱いに関して協議すること

が望まれます。

Ij監理団体の臓綿館業の要件

技能実習生については、実習実施機関と雇用契約を結ん

で技能実習を行うものであるので、監理団体が送出し機関

と連携して行う技能実習生の受入れは、職業紹介行為に該

当し、聴業安定法4こ基づく職業紹介事業の許可又は届出が

必要となります。また、監理団体は、技能実習生の受入れ

(職業紹介事業)を臓業安定法に基づき適正に行わなげれ

ばなりません。

技能実習を希望する外国人の職業紹介については、外国

人技能実習制度の趣旨から、営利を目的として行うもので

あってはなりませんし、収益を得てはも‘けないこととされ

τいますので、監理団体は、(イ)無科職業紹介の詐可を

受ける、(ロ)無科職業紹介の届出を行う(職業安定法に

定める特別の法人(職業安定法施行規則第25条の3第l

項参照)であって一定の要件を満たす場合に限る。)、(ハ)

有料職業紹介の許可を受ける(監理団体の事情により、職

業紹介じ要する経費について実費を徴収して職業紹介を行

う場合)、のい?れかが必要です。ただし、建設業務につ

いτは有科職業紡トを行うことはできません。

なお、監理団体は国外にわたる職業紹介を行うことにな

りますので、許可申請又は届出に当たっτは、提携先送出

し機関、相手先固を特定することになり、変更する場合は

届出を要します。

lj修得妓能等の評価

「技能実習2号ロJへの移行を希望する技能実習生(1号

ロ)は、国の技能検定試験またはJITCO認定による公的

評価システムに基づ〈評価2鵡主により、一定水準(国の技

能検定試験「基礎2級J相当)以上の技能等を修得してい

るk認定されることが必要です。

国の技能検定試験制度は、労働者の有する技能を一定の

基準によって検定し、これを公証する技能の国家検定制度

であり、当該技能検定試験は、職業能力開発促進法に基づ

外国人按健実習制鹿

~ '""C各都道府県の職業能力開発協会においτ実施されてL‘

ます。

また、 JITCO認定による公的評価システムに基づく評

価試験制度は、有識者により構成する「公的評価システム

認定会劃において、評価の基準、評価の方法、試験実施

体制等を審議の上、公的評価制度としτ認定されたもので

す。当該評価試験は、職種ごとの試験実施機閉じおいて実

施されています。

9 



?嘗都道開鵬首E力開発協会の連絡先 k 】E
名県

一
週

森

手

堀

田

陪

畠

械

木

馬

玉

嘉

吉

宗

命
川

一

窃
噌

出

一
北

宵

岩

宮

枇

山

岨

京

極

群

均

千

東

部

得奈川

新嵩

富 山

電話番号

011・825-2386

017-738-5561 

019-654-5427 

022.271-9917 

018-862-3510 

023-644-8562 

024-525-8681 

029-221-8647 

028-643-7002 

0270・23-7761

048-829-2802 

043-296.1150 

03-521'.2353 

045-633.5419 

025-283-2155 

076-432.9887 

都道府県名

石川

福井

山 梨

畏野

晒阜

静向

霊知

盟

理貿

盟

阪

庫

京

大

兵

奈良

相聞山

鳥取

且 栂

電話番号

076-262-9020 

0776-27-6360 

055-243-4916 

026-234-9050 

058-233-4777 

054-345-9377 

052-524-2039 

059-228-2732 

077-533-0850 

075-642-5075 

06.6946-2621 

078.371-2091 

0742-24ゃ 4127

073.425-4555 

0857-22-3494 

0852.23-1755 

都道府県名

岡山

広島

山口

樟自

置 111

彊螺

高知

掴悶

住買

畏闘

熊本

大分

宮 崎

鹿児島

沖縄

電話番号

086-225-1547 

082-245-4020 

083-922-8646 

088-663-2316 

087-882・2854

089-993・7301

088-846-2300 

092-671φ1238 

0952-24-6408 

095-882-1616 

096-285-5818 

097-542.3651 

0985-58-'570 

099-226-3240 

098-862-4278 

」

ロliOOJ認定臓穏の鼠援実施健明 E 

瞳種名 民 験 実施櫨閲 哩話番号

制置盟車 03-6910-1121(代)
全国農車会蛾所

03-6910-1124(芭)宙産農韓

調船i血揖
社団法人 大日本水産会 03-3585-6682 

聾殖車

理股摺揖飽工 社団法人 日本盟段機悼化協会 03-3433-'501 (itl 

缶信巻蹄 社団法人 日本缶結協会 03-5256-4801 

宜扇旭理加工業 社団法人 日窓宜島協会 03・5289-7890(itl 

加融性水産加工貴品製造量
全国水産加工韓協同組合連合会 03-3662-2040 (i七)

非加鼎性水産加工童品製遁韓

結踊運転
財団法人 日本綿策担術・経済研買所 06・6203-5161(itl

踊布運転

活躍 社団法人 日本，富j重也会 03・3257-1525

たて編=ット主地製造 日本経掘協会 0776-27・0771

.0 



ー
外国人筏能翼冒制直

【筏能実習2号移行対象臓纏筋廊翻123特集 い岡[OJJ照明1日開:t
哩業関冊 (2騒理5作車)

"樋康食事

畜s:....

2 渦車問冊 (2臨櫨9作農〉

治総治_.

3 撞盟関悟 (21臨橿31作聾)

配管

内総仕上げ路工

11股俊傑路工市

4 l'l品製造関冊 (7踏珊12作業)

加然性水産加工

食品製造策事

非加納位水..加工

食品趨造業.

*の..極!;tJITCO!3定髄柵

，、ム ソーセーン ペーコJ創造仰鑓

5 描雄主!i閲保(10蕗橿17作車〉

6 機械・童府関冊(15臓稲28作車)

u '" 

"逃

ダイカスト

.."加工

めゥき

仕上げ

電気鋼需組立て

プリJ ト.".版関遺

7 その他 (9臨橿21作車)

製 本

プラステ γク成形

塗被

潟"・

紙お"ポル結審S遺

lL 
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血盟国

企業単独型受入れ

l企業単独裂におけ否
受入れ対象者の範囲

一千一一一一一一一一←一一一一一一一一一一一 -1一一一一一一一一~一一一一一一一 一一一一一 .• 

「技能実習 1号イJで受け入れることができる技能実習生

の範囲は、本邦の公私の機関と次のい?れかの関係を有す

る外国の事業所の職員とされTいます。

①本邦の公私の機関の外国にある事業所(支脂、子会

社又は合弁企業など)

②本邦の公私の機関と引き続き 1年以上の国際取引の

実績又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績

を有する機関

③本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っT

いるなどの事業上の関係を有する機関で法務大臣が

告示をもっT定めるもの。

i実習実施機関の役割

企業単語型tニおける実習実施機関の役割は、団体監理型

における役割に加え、技能実習生の選抜に始まり、入国当

初から自ら作成した技能実習計画に従っT技能実習を行う

こと、技能実習生に対する講習を実施すること、技能実習

生の帰国旅費の確保を単独で行うことなどの義務があり、

団体監理型と比較しその役割は非常に重要であるといえま

す。

Ir妓能実習得仰受入れ要件

「技能実習1号イJで行うことができる活動は、実習実施

機関との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動であ

り、その活動4こは講習による知識の修得活動を含むことと

されτいますが、以下の要件をい?れも充足する必要があ

ります。

(1)技能実習生に係る要件

①海外の支脂、子会社又は合弁企業の職員で、当該事

業所から転勤し、又は出向する者であること。

②修得しようとする技能等が単純作業でないこと。

③ 181都1上で、帰国後に日;本で修得した技能等を生か

せる業務に就〈予定があること。

@母国で修得するこ kが困難である技能等毎修得する

ものであること。

⑤技能実習生(その家族等を含む。}が、送出し機関

(技能実習生の送出し;業務等を行う機関)、実習実施

機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、

労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締

結されていないこと。

(2)実習実施機関に係る要件

①次の科目についての講習(座学で、見学を含む。)を

「技能実習1号イJ活動予定時間の6分のl以上の時

間(海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を

実施している場合は、 12分のl以上)実施すること。

ア日本語

イ 日本での生活一般に関する知識

ウ 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に

必要な情報

エ円滑な技能等の断専に資する知識

なお、上記ウの講義は、専門的知識を有する鵡師(内

部職員でも可)が行うこ kとされ、また、入国後技能等

の修得活動仁入る前に実施することが求められます。

②他に技能実習指導貝や生活指導員の配置、技能実習

日誌の作成等、技能実習生に対する報酬、宿舎の確

保、労災保険等の保障措置その他国体監理型におけ

る実習実施機関に係る要件と同様の要件があります。

(3)技能実習生の受入れ人数枠

rt姉E実習1号イJによる技能実習生の受入れ人数枠は、

右表のとおりです。

(4)滞在期間

団体監理型と同様です。

(5)不正行為

団体監理型と同様に技能実習生に対する不正行為があっ

た場合には、一定期間の技能実習生受入れ停止と再発防止

に必要な改善措置が求められます。

量盟



a・a

I ~儲E実習2号イJ への
在留資格変更の要件

「技能w:四 2 号イ」で行うことができる活動は、「技能~

剖 H~ イ 」 で時得した技能暗に習熟するため、法務大臣が

指定する実智尖施檀聞との服JJJ契約に~!;づいT、当該閉山

において当該技能等を聾する軍務に従事する活動tされT

， 'ます。

「技能~世 2号イ j へのイ'EWI賢怖宮lt!l! II I ß，'j(;i， r技能誕官

l q ィ 」 で在制していた計に目!~れますが、以下町聾刊を

五'eR.する必監があります。

( 1 )技能実習生に係る要件

「妓能出世 2号ロ j における技能~)，~f1: 1ニ昔、る要件と同陣

です.

(2)実習実施機関に係る要件

「技能挺~12号ロ 1 における兆四~施機関に揺る要件とがl

様です。

(3)技能実習生の畳入れ人数枠

「投能w:世 2 号ィ 」 では、 ~~I実施機関における技能英明

生の人世枠は、 特仁設けりれTいまぜん.

(4)滞在期間

rJ主能型自2号ロJにおける聾1'1と阿憾です。

外国人錨能実盟嗣壇

IJ移行対象職種 行

(1)r妓能実習2号イjへの移行対量職種作業

日I件監理型と同様です。

(2)[技能実習2号イJへの移行評価

① f技慌実習 1号イJの成離の評価

日I体監理型と同踏です.

② 技能英世計画の肝価

1"'件監理型と同憾です。

IJ蹴 E実習計画の作成

(1)r技能実習 1号イj計画の作成と履行

日l体監理型と同級です。

(2)[技能実習2号イJ計画の作成と履行

日H小監埋型と同線です。

(1)踊習期間中の処遇

「技能実習 I 号ィ 」 では技能;m~1生It、入国当初がlli政状

態である場合を除i 基本的に災i町立E施機関tの耶1111山保

に品るので、講習手当~'~f，n)IJtJ，'~時位は必要ありません。

(2 )技能実習 1号車び2号活動期間中の処遇

日}件監理型t同様です.

t企業噂惣型にお唱する鏡能実習生の受入れ入銀枠 】

実習実施線開町常勤時白龍也 4宜nE!l.l習生町人世
A 常勤随員総散の20分の1

301人凶上 常勤聴目脂散の20分の1

201人以上 300人以下 15人

B 101人以上 200人以下 10人

51人以上 100人以下 6人

50人以下 3人
{注 11"動騎aに"外国に"る..io1Iに所属する常紛の横員及び筏健実習生H時忍び2号.1IJ含まれ信い.

G主2)8':~務大臣が告示をむって定める渇合.
舘能実習生{I号)の人依命〈常量...貨のI，l;;H:錨ぇ"，いこと.

13 



外国人措能実習制直

.JITCOの業務

E 咽".・幡町仙~.;蓮F

@監理団体又は
実習実施機関の必要な手続

O畳入れ祖践

O入国手続主揖 開
習

-田'"・M・Y，J~.:z 1 量墨田町置IJ，~臨調E目~.

措
能
実
習
1
号0醐習主揖

O在留手続主揖

O移行手続支援

0監理団体耳び実習実施捜関に

対する調査 。指導

O評価

修得技能等のE子冊
措能軍曹計画の評価

- E・E ・..，・E制・'1111岬rua回目・・E ・-

技
能
実
習

2
号
(
1
年
目
)

O監理団体亙び実習実施償問に

封する鯛置 。指導

-E・E…r，"DI~••• 

0監理団体亙び翼習室施償問に

対する悶査 ・指務

一…ー0技能実習修了証書町立11

14 

月
一

}
一

!

ケ
一内ノニ
3
一4
一5
一6
一7
一8
一9
一日
一円
一ロ
1
-2

際雰慰霊頭理題翠露窟関
O在却資格回定E明省主付申請

臨調糠孤島鴎範溺窃蘭靭
0在留置描認定E明書宝付

綴線被接関騨霊源顕欄
0在留問問更新許可申間(注)

寝畷葱霊麗翠護憲醐醸i
O在留期間更新許可

E霊怒題調櫨!l凪邸溢薗曲属国園田羽

0畳眠中間事前情報

億櫨組踊蹴風説酒田園醐i
0措能翼習2毒事行希望申積書

4

一5
一6 間留蹴醐J駆iII廠羽田副闘

0技能棺定(基礎2級}合描駈書

8
一
9
一
叩

一
刊

麗画面画頭車函E語題画面麗l
O在留資措置亜許可申閉

踊癒翠鼠蔀譲藷踊闘
0在留資格蛮E許可

量脅塑監『・18I'w '" 
O誼能実習2号帯行報告書

察持腕i鱒闘部皇陛誠~
0在留問問更新許可申舗

0在留l問問更新許可

薦議鳳醐棋盤職車盟副

0帰国報告穣 (団体監理型のみ)

開 務 翻 繍 蹄態欝|
0帰国報告書

{注)在留期間"手が付与された渇合U 筏能実習1号の

I在留期間更新釣可申閥J"不嬰となります。



在留資格「研修J
t在留資格「研修Jの眠

などの要件を充足していることが求められるほか、不正行

為に関する規定、受入れ擁聞の経営者、管理者、研樹旨導

員などに関する欠格事由の規定があります。

(1)改正畿の『研修Jにおける活動肉容 なお、改正入管法では、非実務研修の定義がより具制9

改正入管法では新たに在留資格 rt対巨実習Jが新設され に規定され、たとえば、試作品製作実習4こついては、商品

ましたが、在留資格「研修Jでの活動は、 f本邦の公私の を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生

機関により受げ入れられて行う技能等の修得をする活動 産する時聞とあらかじめ区分された時聞において行われる

(入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号及 ものを除き、非実務研修に該当しないこと kされました。

ぴ別表第1の4の表の留学の項の下綱に掲げる活動を除 (2)実務研修を含む場合

< o)Jとされました。 実務研修を含む研修は、公的研修として認められる研修

このように、従来の「研修Jで行うことができる活動内 に限定され、「研修Jの上陸基準省令第5号仁おいて、次

容から新たに「樹E実習1号Jに係る活動が除かれました のものがあげられTいます。

ので、改正後の「研修Jが適用される活動は、実務研修を ①園、地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施

全く伴わない研修、国や地方公共団体等の資金により主と する研修

して迎営される事業としT行われる公的研修などに限定さ ②独立行政法人国際観光振興機構の事業としT行われる

れることになりました。したがって、中小企業団体等が監
研修

③独立行政法人国際協力機構 OICA)の事業としT行わ
理団体となって在留資格「研修Jで実務研修を伴う研修の れる研修
受入れを行うこ kは事実上困難となります。 ④独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開

なお、改正後の「研修Jにおいて許可される在留期間は、 発技術センターの事業として行われる研修

1年又は6月であり改正前の取扱いと閉じです。 ⑤国際機関の事業として行われる研修

⑥①~⑤に掲げるもののほか、我が国の園、地方公共団体

等の資金により主とし・て運営される事業として行われ

I=~後の在留資絡「研修Jで る研修で、受入れ機聞が次のすべてに該当するとき。

受入れ可能な研修 イ研修生用の宿泊施設及ひ研修施設を確保していること。

ロ生活指噂貝を置いていること。

(1)実務研修を含まない場合 ハ研修生の死亡、疾病等に対応する保険への加入など

改正後の在留資格「研修Jに係る受入れ要件は、「研修j
の保障措置を講じていること。

ニ研修蹴如ニついて安全衛生上の措置を講じ明、ること。
の上陸基準省令に規定されTいるとおりであり、研修が、 ⑦外国の園、地方公共団体等の常勤の聴員を受げ入れて
実務研修を含ま宇非実務研修のみで行われる場合は、 行われる研修

①技能等が同一作業の反復のみによっτ修得できるもの イ受入れ機闘が上記:@の付加的要件のすべてに該当し

ではないこと。 ていること。

②年齢が18歳以上で帰国後に修得した技能等を要する業 ③外国の園、地方公共団体に指名された者が、我が国の

務に従事することが予定されTいること。 国の援助及び指導を受けT行われる研修で、次のすべ

③住所地においτ修得することが困難な技能等を修得し Tに該当するとき。

ょうとすること。 イ申請人が住所地において技能等を広〈普及する業務

@受入れ機関の常勤輪員で、修得技能等につき 5年以上 に従事していること。

の経験を有する研修指導員会t~ ‘るこ k。 ロ受入れ探聞が上菰初付加的要件のすべτtニ該当し
⑤研修継続不可能な場合は、直ちに、受入れ機闘が地方 ていること。

入国管理局に当該事実及び対応策を報告すること。
なお、これらの公的研修を行う場合であっTふ上記

⑥受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確

保などの措置を講じTいること。
. 

(1)の①~⑦までの要件や不正行為に閲する規定、受入

⑦受入れ機闘が研修の実施状況に係る文書を作成し備え れ機関の経営者、管理者、研修指導員、生活指導員なEに

付け、研修終了日から 1年以上保存すること。 関する欠格事由の規定も適用されます。
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JITCOの主 業

等火
災組な的4

ロ総のて，、つれ入受

jlTCOl1、外国人技能実習研修制度の総合的な支j~

償問~ vr、技能誕~I生等の受入れについTあらゆる制限

に応じ、受入れ'I~震や進める監理日l体 ;l!; ~!l尖施機l田~1;へ

峨々の支jml~需"行っTいます。

. 全般的な相桜畳付

技能~剖生等の畳入れに閲する 窓口世話での相駿奇

随時受ItHtrCいます。

お問合せ先 企章部相自主謀 mt~活 03レ&130-1160)

.定例脱明書

本市111庄の世企な推逝辛目的としT、 ~llt庄の慨製、技能史

明生の聾件、監理問体災宙実施慢聞の挺円、技能災四2

サへの移行なと\11能~自生の受入れに附する全般的説1'1

と桔8f者に対する個別相設や定JV帥甘に111附してt、ます。書

IJIに枯盟の方11'I ~J自に世話にTこ 辿粕くださも、

[日時]悔越水附日 13時-(倒別相1阪b合め'111年間程度)

[場所JjlTCO本部会設室

Ct.j輩]受入れを世itN'の団体企震の)'111者担当者

及び既に畳入れ令してもも間体・企幸町新胆担当者

1"')東京での閃恨のはか若干間数の地-;;附11m令予定しτいます.
昨細についてはIITCOホームベーンでご6lre<だきL、

お問合せ先企業部相談t.1!(~世間 03 制30-11ω)

.技能実習生受入れ実務セミナーの開催

技能尖Wl生の畳入れ'I~軍令円滑に進めるに当たっ-r I1.

~111JtやノウハウについTの深い理解 tt&閥的な知織が必型

です. そのため'jITCOでは受入れ'I~霊j，'t任者ー軍務担当

者令対級tして 「技能実習生丑入れ誕務セ《ナーJ."開慨

しています。

-E百件監四割コース

・企量111重l!It~コース

[内容]各受入れ形態における法的挺円、1[1日'I~務、生

活オ盲導員帯、受入れに必甚な誕務企般についT

の講義

。f血]受入れ.~Jij駐j'他者草加盟当者

16 

{設)間体監男聞で'l'it..:t.::'tAれ，.予定しτいる凶作企2患の場合"
本セ、ナー1:;111込み附に必ず、定例説明会1-畳訴して〈だきt、

('" )セミナー聞械の11時k場所はJITCOホーiページで:緒臨〈だ

さもー.

お11111ラせ先世m'~ß企画11揮 (~tt~首 03 刷30-1156)

.相股員養成セミナーの開催

監理問体の叫日出体制のml語 強化を図るために、 トラブ

ル事例や lラフル対処法、防止措などについて開識を行l'

相談JH，聾成するセ tナ-."出航しています。

[対謀]監理問体の相l議n(担当者)

''')'' ，ナーI~I似の日時と場前t .tJITCOホームページでご銀U< "
さ1'. 

お川合ぜ先企軍部m股間!(世話 03.(シ130.1160)

ー鴎師派遣

中小企草間体‘，H'会n~生をJflのて説明会やイHI~品会岳IJIIß<<

する場合、技能~~I生の入国イ'r:W/ ， 技能実習 2-1}への事

行のための札制度や巾附手続き且び':e，~距型開「ι 制度やそ

の運用に閲する)，'/.I"J的知l~ゃ畳入れノウハウなどについT

m過しているjlTCOの専門スタッ 7'"、世~æiに応じ締師

としτ派遣い説明や相続等."行いますe ニの申書は~師

交通費の11m."お匝'I'l--rいます。ご希望町方はご連絡く

ださも・。

お1fl11昔せ先企書部相談課(世話 03制30.1160)

. 建股革関係への支援

m股章にl則しては、 jITCOの専門スタッフが需昨日Hι
監理団体 ~~/~施機関等を初IlIJ l-、本制度を正しく早I!M

l--rいただくためのJJ\~!説明会やffl酪会専を尖施しTいま

す。 また、技能;』4習が適正かつ円滑に行われるよう主j~ ・

助冒をします.

お間合ぜ先

1I!U!i軍l則臨企業部建設班(世話 03-6'130-1165)



銅固凶

11広報誌等の発行

.総合情報総 fかけはし」の発行

監理団体・笑習実施慢閃向げに.技能:ml専の成品向上、

~J~業の適正化なEに閲する ~ëll~~~1'内容と vr、制世月に

冊子や尭行vrνます。貸出J金nには無科で払噌¥1.-、 一般

には布科販売をしτいますo jlTCOホームベ ジに拘縦

しています。

お問合せ先総時自仰Ltlihf(fEi話 03-6430-1166)・rJITCO白書」の配布

技能書留研怯にl則する統別、 j1TCO活動杭況や取り

まとの、本制度の実施状i!t且びjlTCOの'1'm奇想且草しT

bりうたの、無軒配布vrいます.

お問合せ先総務部企画I調控ll!(i~括 03-副30 - 110，1)

=
E
ロ発報情るよいンベムホ

本制度ゃ'JITCOの111県内容なとを掲載し、日本語、英

如、中国語で、広〈怖祁の覧1J，提供t二野めています.

(ホームベージア ドレス hltp:ノ/www.jitco.or.jpj)

t制配JITCO事業の
案内パンフレツ卜の鑓供

外国人技能実官 研修制i!l:b'適正かつ円滑に~飽きれる

よト本制度や各純'11需にl則する梁内パノフレ ツトや刊成

し、悟科で提供しTいます。ぜひと活用〈ださL、
J1TCOの本部や地方mE事務所で配布しておりますが、

郵送を希望される1，には、送科をこ'jH郎、ただく場合bあ

ります。部監に限りがあるものbあり ますので、イ'EI<I1がな

〈なっTしまった場合はご容批厨H、ます。また、 一部のb

のは.jITCOホームベージに拘慌しτおり、今世逼位制

椋H0にしていく干ftです。

お間l合ぜは各担1当窓口へお願いします。

( ‘ )各E踊版のml lI，\~品之は. El 日本~，~.ひひりがな、 楽楽師、
小中即日E、イ イノド4ンア町、ベベトナムEi タタイ問、
タガタガログ邸 ススペイ J閉そそJコル語、ミ ミ
ヤンマー語、カ カJポジア簡です.

【無料糊・パンフレツ時のリスト 】E

① 削峰やJITCOの
全体防ガイト

(i)セミナーガイド

申 研修 f重傷実習
@適正な実錨ガイト

総務録企画繍後際 103.6430-1104

心とからt:.の自己怠断製
医1稼働問への自己申告褒 繍助間信販

申 鎗康で安全は i 安入れ企舞問自主.<!i.続安{安全 ・..生活・狸}
研権筏箆実習の ! 
実施@ためのガイド 1(2)保険総降実習生と労災保険

筏健実習生のみeさんへ{労w保険防腿}

外国人筏能実密室と労働社会保険O&A

ひ英中イ ペ

英中《べ、タタガモ カ

英司ドイペ、タ弘司E

能力開発""l筑間 103.6430-1176 

英中イ ベ‘ 夕刻

⑥ その他
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l送出し国事情や認定送出し機関等に
ついての情報の提供

技能尖胃生の受入れを計商するに当たり、過11¥しI!Iや送

111 lt:l聞の選定に必要な情報の収集は、技能主官生町受入

れ事まの部一品、です。 !it適な技能実)I~生が選(まれ、また、

送11¥l機関との折萌bAムーズに進むよう、以ドのよヲな

情報舵棋サービス令行っ-n、ます。

・退11Il田の動向向各組情報の捉Ot

・退l1¥l機関帯の情報提供と紹介

・技能~習生の'J\前講習状況につL 、Tのれ1(111の舵供

・帰国した技能実習生の調査、 t'illH:J供

t外国政府機関等との定期協議

. 送出し各国との協議・ f青報交換

技能史間生送u¥l'fi'業がより門前かつ適正に行われるこ

とを目的tvr、これまでに¥5ヶ国I6の|山時政府窓口 (右

'1<)と協力関悟を結び、定}日ItnUi.1>行ってL、ます。よれb

政府窓口は、出I\ l欄自の認定及び詑'ÏfJr.:消し時制f1i'~し

ます。

. 在京大使館との意見，情報交換

関部品聞の大使館と技能実習生の受入れ且ひitilllしにl目

して情報交換令行っTいます。

1:送出し機関等への支媛

'送出し機関セミナーの開催

各I~敗府窓口の協力の b とに、適切な送出しゃ支援する

たの、活11¥l機関セミナーを開催し、本制度等の聞知、適

正な週抜、派遣l首位脱診断の励行、 日本11t令官む1J~lìíJ諦留

の史施等令アドバイスしています。

・ 送出しマニュアル等の普及促進

進出し機関。技能実習生の所属機関専念、本市'J&を正しく

PJ.J¥Iし、技能実習生の退社¥l令適切に行コよコ支援するた

め、進出し機関並び扶能実習生のi~r.属機山向げに送1I1 しの

際機的なマニュアルとして、 「送11¥し機|聞の送IlIlマニュ

アルJ.;，作成(改訂作軍中) l、配布しています。

J、

⑨ジョイントセミナーの開催

監理!日H本と送11¥し機関の意見交換及び交流令促進し、相

互協力に!!;づく技能災官の成果向上を図ることを目的と L

て ジョ イン lセ cナーをIiIJlmVrいます。

. 技能実習ガイドプツイ?の普及促進

技能;ιJI~生向けに、 技能尖習生の権利や処遇. 生活上の

切窓 I~Îなど1".1"分かりやすく解説した 「技能実習ガイドブッ

ク」令WI.x l 、~Ufjしています。

. 送出し国政府窓口等が行う成果事例収集に対する支援

活H\ l国政消窓口への助成を通じ 、 帰国阜の成品!J ~~ 収

集・編集に対する支援を行っても、ます。

1，問合せ先匡l際部(~世話 03.6~ 30. 11 50) 



JITCOの主な事量-
F 制し国の政府窓口 白O町四割t

国名 織関名(時称) 初回R/D銅印日 酎 T問 調印日 !

国軍外国車軍局(専軍局) '91.12.26 '10. 4.26 

中 固

中日間梧生協力機柵 (中日) '92. 6.29 '10. 3.31 

インドネ シア 労働移住古 (MOM&T) ~ I I師生産性問尭総局 '92.3.9 '10. 3.8 

べ ト ナム 労働慣病兵社会古務外労働局 (DOLA8) '92. 9.25 '10. 3.4 

フィリピ ン 労働E周古枝荷鞍育控1m開発庁 (TESDAI '92.10.15 '10. 3.19 

タ イ 労働省雇用局 (DOE) '94. 3.31 '10. 3.16 

べ Jレ 労働雇用促進宙 (MTPE) 。94. 7.25 '10. 4.21 

フ オ ス 背働社会福祉古 (MLS) '95. 2. 6 協E量中

スリラ ン カ 外務省海外臨周庁 (SL8FE) '95. 9.28 '10. 5.6 

イ ン ド 労働古 (MOLE) 匝周創|融局 '96. 9.18 協E養中

ミャ ンマ ー 労働古骨働局 (DOL) '98. 9. 8 協議中

モ ン ゴル 社会福祉労働省 (MSWL) 骨働政策問整局 '98. 9.29 協路中

ウズベキスタン 労世人口社会保障古 (MLSP) 国際移住労曲者関係庁 '99. 3.25 協設中

カ ン ボ シ ア 労働 。瞳草釧酷古 (MLV) '03.10‘ 1 協設中

ネ ハ ル 骨働運輸菅理古 (MOLTM) '03.12. 3 '10. 2. 2 

パンクーラデシュ 海外居住者福利厚生海外日用古 (MEWOE) '05. 7.14 '10. 3.21 

{認;)R/DU:制unUl録 (Record01 Discussionl 
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技能~習生 MI量生の受入れのため{こは、地方入1]1官破

防へのイ'J:W/W椛1i年iifiiE明書JéWI'請が必袈です。 ~i格的な

t'tlJ.\ ~~mjは、以下のとおりですが、 JITCOl1地方入I]IU

:I.m同に提111するこれりの世間!の点伊指樽などのサーピス争

処科で行っています。

二二 では 凶作監岬』担で、商工会l.&i苛商工会且び協同

組合などrJl小企票日l体~1:か投能実習生を受け入れる場合申

手続を視IYILます。

li在留資格認定証明書交付申請に
必要な書類

.申間人に係る提出書類

・1EW/WtdP&，足証明性交付rt訂'H!}

。J!Jrri'人時作成!日l、lド読人等作成!fI2Y{技能実習

( 1 -，;-)) 

・写J'i(縦tJcm X描 3cm) 1葉

・旅』干の身分'/lJ)'i)(は身分証等の写し

・巾防人の肢服部

・監理団体が用意する書類

.jsへい皿山首

・監理I~体概聾\'f

・畳Rl!~H耳iftîE1Y Jil f

o jJl品別知性、 m昔対照~<~宇

・技能~習 1 {}史施計画l'f

・定款(又は帯付行為)

・技能~習生受入れ'1">\に帳る規約

・全員名簿、組合員名簿、その他会民、組合uであるこ

とを，証明する文科

・沼田~施予定記長

・講習中の待迦概虫世

@監理間体と送出し機|聞との問じ締結された技能史WI~

胸に係るm*~'i!fの写 L

。 III若しくは地方公共団体又は独立行政法人か~!'l企そ

の仙の4凱h且びmmの概聾

・監理問徴収明示自

・型E宙~施機拙名簿

・ ~~t実施RllMl一弘主 um由自漁業に従'1'する場合のみ)

e 1!l gn人~，簿 (払能実習 i 号}

・現イE畳Ij入れている技能実習生名簿 (監理目H本!rI)

(12月31日時点で受け入れている技能実剖生名簿令 翌

年、地方入国管理l府に対して在官l資怖秘定証191ß~交付巾

的、在留別11U!JI新聞可'"初又はイi制間崎五z9!昨可rlliIi'iの

L 寸=れかJ~初に qlUIする ~!~矧に添付しT拠出する。)

[ll.'i理団体が本邦外において実施した講習を丑げた場合]

・海外の講習尖施施設の慨虫を'YIらかにする文官

・監理団体と海外の都世誕施施股 との削に締結された講

習実施じ揺る契約啓司写し

・本邦外における締閣外部UlWI止施(予定)表

.実習実施機関が用意する書類

・実習実地機関慨~U;!f

・畳間~J~項証明性又は~四~施機関叩慨民が分かるパJ

フレツト等

ojJl益J門11EL貸借対照表帯

。隅!日契約書の耳し

・皿!fI条件告の写し (労働晶件通知告の写し)

・技能笑習指導日臨居1'1

@現在受け入れTいる技能史'l!l生名ftlJ.(実宙実施機関用)

@官民証明1'f{良軍司場合のみ)

・船軍I~査証型I {又は動力漁船畳録媒){fffi船漁業に従事

する場合のみ)

@外国の送出し機関が用意する書類

・派遣聞の国又は地方公共日l体の推i!!HX

・送出し機関慨聖書

・送出し機関の概裂が分かるパJ フレツ 卜等

・送出し機|聞が:ffP.e'1邸主されTいる ことを証する公的

な資科

・送/1\し援聞と技能~習生とのl川で締結された契約書の

写し

・送出L按l珂 (所属機関)慨'J!!1'f

・退位iし援l則(所属機関)の慨虫が分かるパノフレット等

@送出し機関白百属機関)がftRl!畳録されTいる こと

Tfi正する公的な資料

・技能実習生町'<ii'!1X(又は彼軸干定証明性)

お問合せ先出入国部入国主担制(世話 03臼30-1130)

上記の性式は、 J11'CO尭行の 「外国人研修生技能実

習生入国 ・在官I知E抑制川容式ktU松岡聾(第10版)Jに胆

録古札Tいます。

お求めは、教材セノターへお111込みくださも、。
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~監理団体が実施する講習の支緩
監理団体が行う講習』こついては、技能実習生の保護の観

点から、入管法、労働関係法、不正行為への対応方法等

「技能実習生の法的保護に必要な情報」に関する講義が外

部講師4こより実施されることが必要ですが、 JITCOでは、

外部専門講師の確保、派遣・紹介又は多言語教材を作成す

るなどの講習支援を行います。

なお、講師派遣及び教材は有料を原則とさせていただき

ますが、科金については別に定めることとしています。

お問合せ先出入国部講習支援操(電話:03-6430・1981)

lj賛助会員聞各
;j申請取次ぎサービス

地方入国管理局に対する入国・在留関係諸申請に当たっ

Tは、研修生・技能実習生の受入れ企業や監理団体又は研

修生・技能実習生自身が自ら地方入国管理局の窓口に赴い

T申舗を行うことが原則とされています。しかし、 JITCO

の賛助会員等カヲITCOのサービスを希望する場合には、

]ITCOの職員が代わっτ申舗の取次ぎをしています。

申踊取次ぎを利用されれば、実習実施機関等の職員、技

能実習生等自ら地方入国管理局に赴くことなく申請をする

ことができ、申請書類の提出とその昨可をもらうための時

間・労力等を節約することができますので、ご利用くださ

L、。

また、 ]ITCOでは、 2006年9月から、インターネット

による「賛助会員向。情報提供サービスJを行っています。

このサービスを利用すると、申舗書類のIJITCO受付から

地方入国管理局の審査結果日までの進捗状況を、 JITCO

ホームページの専用ページから確認することができますの

で、ご利用ください。

JITCOCD主な事業
圃・幽箇箇圃・e

申蹄取次ぎを行った場合は、それに要する人件費、通

信・運搬費、おE費等の実費を申繭取次ぎ科として申し受

げますので、ご承知おき〈ださい。

申踊取次ぎ料

蜘 l講話相手Jp一致.1 輔取次ぎ料{臨み)0.:1
1......10人 一括 5，500円

11......20人 一括 6，600円

21......30人 一括 7，700円

31......40人 一括 8，800円

41......50人 一括 9，900円

51人以上 一括 11，000円

(※)上表の申請取次ぎ科は、在留資格認定証明書交付申請

については、団体監理型の場合、団体ごkに、企業単

独型の場合、企業等ごとに、在留期間更新、在留資格

変更及び再入国許可申繭については実習実施機関ごと

に申し受げることとしておりますのでご留意願いま

す。

(※)旅券の受渡しのため遠隔地まで出向〈場合又は郵送を

希望される場合は、上記取次ぎ科のほかに交通費・郵

送料等の所要経費の負担争お甑~.いたします。

1I国への納惇数料

在留期間更新、在留資格変更及び再入国の許可に際して

は、地方入国管理局に対し旅券の提示と国への手数料の納

付が必要とされますので、申請取次ぎ令依頼された案件の

許可通知を受げたときは、手数料納付書に必要な額の収入

印紙を貼付し、旅券とともに]ITCOに持参していただく

ことになります。

(望書考}手数料納付に必要な収入印紙の額

在留期陶更薪 " ••••• I 1人につき 4，000円

在留資搭変更 1人につき 4，000円

再入国(1回限り) I 1人につき 3，000円

再入国{数次有効) 1人につき 6，000円
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施実の価評=
J
 

移のへ
号。ι習実包

U
U
回
目按

ー修得技能等の評価及び技能実習計画の評価

陪1~技能i干の評価については、試験実施機関との止拠~~

により、技能評価拭験の畳験令手配し、計制/"，('行います。

技能~wtlm血iの評価については、líf-価基準に基づいて技

能~世肝耐の評価令行います。 また、lIi地t調査且び専門車

町意見を古めた 上で内容の適否を判断し、監理目IH、;IE31可

提施償凶に対し助言"111噂令官札、ます。その結鼎は、時'1!Il主

能等のrrf価結措tII[ぜT地方入I!I管理問に111告Lます。

IJ銭関郎 の移行手続

'技能実関2号への移行申請

技能~悶 2 -1}への持行を希望する技能実間生( 1号)は、

技能型'l~/ I -I}J山川が終了する 5ヶ月前までにjlTCOの地

方駐布'11日所に受験Ijl崩事前情報を拠出し、 '1ヶ月jjijまで

仁、 jITCOの地方駐在事務所に対し、氏名、性別、出身1]1、

時叫..枯盟する技能等の敏類、技能実習2号への移行のた

めの受験1.予定する検定・賢描試験、受験を希望する時]問、

その他必要な'1可tを明らかにして修fW支能44の評価を畳け

るニとを，I/lft!'iするこ tとなっTいます。

.在留資格宜更手続に必要な書類

技能兆四2号へ移行するための在留資椛変更前可Ijl町jは、

技能~~~/ l サが終了する 1 ヶ月前までに、技能~WI生(J-I)}

自身治す所相の地方入国管理局に巾前することとされています。

なお、 jlTCO町中間取次ぎサ ピス岳畳ける場合は、

技能誕百 l号が終了する 1ヶ月半から 2ク月前の問lにIp附

l~却をjlTCOに拠出しT くだ古い。 (在却期間の盟主1I手続

b問酷ですJ
①技能英明生 (1号)本人仁閲するl'flli

・イ「日l賢陥産車許可申前l'F

・旅器、タト1]1人11:録証明性の写し

②監JA目H本 英明書施機関に閲する1'1罫1

・技能実習2号災肱官十回l'fの写し

・技能央官生B両立状の写し

。送山L機関と外国人との1:11で締結されたYl約自の唱し

(合Jiill!F)
(企'l!illl垂I!引の場合は、合同s'ではなく本国所属機聞

が交付した山向命令・転勤命令・計令司?の写しでb可)
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. iiiUll契約自の写L
・届m条円許の写L(労働条f'!'i田知性の写し)

・技能実世指噂H厄Wl討の草し

・検定合情柾IYH~の耳 L

・技能:IE官生活~}~iR.~'i:報告判

・.1f:聞の収入及び納税制に附する柾l向性

・現在受け入れている技能実明生名簿(尖切実施機附)

・現品一畳け入れている妓能実習生名簿(監且!I]，付
・実官実施l知山名簿の写し

・111前人名簿(技能実剖2号泣びi'}入居lほか)

l蹴 E実習2号移行後の手続

.移行報告書

在日YI~i惜の変更許可が下りた場合は、車直併可能 2週間

山内にjITCOの地方n喧 ~J~粉所に技能兆四時行制!f:i1!Fを

拠出することが必主です。

'在留期間の更新手続に必要な書類

在留l山間i揖Tの1ヶ月前までに地方入国管理局に在留押i

Il日兎新許可巾訪をすることが必躍です。

①技能実習生 (2号)本人に関する担問1

・花官i則1m克明許可Il l m'j~F

・旅券、外国人畳録証明性の写し

①監理団体 ・実也実施機関に関するl'mi
・技能実習2号尖施計画H'lの写し

・技能実習 生活状況等報告書の写し

・服用契約l'fの写し

.Ji?t川4h件牲の写し(労働長件通知性の写L)

・.1pllUの収入及び納税制に閲する柾IYlst

・現イ工受け入れている技能~羽生名簿(央官I尖施機関)

・現在受け入れてし 1る技能尖剖生名部 (監理団体)

・~官実施機関名簿の写し

・111間人名簿(技能栗田2号並び再入国はか)の写L

l帰国時の手続

.技能実習修了証書の受付

技能;I!;習修了者(技能尖官t2 -1}-T-定山11II IJのふI~~J以上経過

した者)に対vr、その技能尖l~f内容. JVlIm帯主z紀旅した

惇T~iH与を尭行 vrいます。

.帰国報告

技能~閣生が技能実習 2号令修了して帰国した場合じ

は、各所轄の地方入国管理局、 jITCOの地方駐在事務所

に帰国報告住令提出することが必裂です。



4・“
JITCO由主な事鍵

11掛 E実 習 開成の相談援闘

技能~m剖聞は、歓迎団科人実習実施機関と技能~)I~1

生の班1;にとっT、値突な技術・技f患の怯仰のために大聖

虫躍です。これりのm聞の作成じ閃L、以下町よヲなlJ(Jj'[

についτ相日長 lWVJHrl、ます。

. 技能実習計画

・「技能実四日|商l'rJの円庇

・技能検定等の受験による惇得技能等の確認と技能到述

目標の股定

お問合せ先能力IUJ9e部静行業務課(屯話 03.6430.11921 

地方駐在lJrti;，所

援支るわ咳
市育教室

。本口
u

技能~ぽ1$が誕宙実施t理聞の下で技能~;i 'Í>時仰するとと

bに、日本社会で日本人とコ cユニケーンヨノ岳匝lり、他

雌で安全に生活するには、日本i拐の力H陸ヲニ tが大切で

す。

日本JI~.f*ï1の効県的な実施のために、次のよつな支援"

11っTいます。

@技能史剖生の日本間教育における宇剖日照股定且び教

育効推測定方法の問先、各師調査

・日本新指導7ドパイザーιよる監理団げる 主~'1梨脳機

山への日本1骨折抑制m相談の実施

・国内外の日本山m唱者に日本官教材 ・指材且び日本町

教育にl則する制tI!ヰ岳、インターネットを通じてt~仇

する r1'1本日!?教材ひろば」の!#J尭

・1院内における日本語教育を支援し、助成金令支給する

「外国人技能主剖生日本語修得支援、'Jf.，;l'iJの推進

・前't:1じおける日本紙指導の進め方を学ぶ 「日本部m~r，t

セ t ナー」の1~ 1I11i

・「外出人filf怯生技能実習生日本語什文コンクール」

の~Hll 表彰と睡持作I~l-mの作成配イ"

・日本間教育のテキス卜 教材4干の開尭

おIflJ合ぜ先能力I.:IJ尭~M魁功謀(，世話 03.6430.1 ほj)

11闘 E実習生(1号相の
修得妓能の評価促進

申技能実習の職種 ・作車の範囲の明確化と普及促進

~週間体且ぴ主宙実施機関が適正な技能央官官! 日聞を作成

し、当該計聞に基づき技能実閣を適切に~施できるよヲ支

援してレます。

.筏能評価の広報活動の充実と報奨金の支給

技能f人習の成果を確実なむのとするため、パ:'-7レツト

ヰを作成し、監理団体実習実施機関.技能笑習生等におI

L技能評価試験の上位級畳骨勧奨l'行っ-0・ます。

jlTCOが実施する 「修I!I技能肝価奨励lJ(票Jでは、基

礎1級相当且び制時3級相当以上の合情者に対し、 jlTCO

fê山IJ -Þ.llで品る監理EHW:~'~ かりの '1'仰に基づいT報奨金吾

支給vrいます。

おIIIJ ~告せ先能力1>>1尭郎官四mq! {Ht部 03-6430.11701

1:指導員セミナー等の開催

技能実習生を直接指導する技能史官指導口や生活指噂

口、担当者等の能力向上を目的tvr、より必聾性町商l' 

;);j~r;山な担1 I珪争修得しTいただく「校能実剖指碍nセ t ナ

ー」、「生活指導nセtナーJ!/l.び 「日本町指導セミナーJ

を全国主要都市で聞fIHvnιます。

お問合せ先能力IJII発部対時制 。援助出

(H1間 03-6430-1176. 1 1剖)

I~ テキスト教材の開発監修販売
本制度が適正に実施古れ、技能帯の移転のJIi:品が上がる

よ3、各槌のテキス 1"Ii材~'}~'Í'I日l尭盟主修し、販光して

レます。

制度活用のためのテキス 1.. 教材としT. 監理問体、~

WI実施慢l町等向け仁技能実習生の受入れにl叫する基礎知酷

令まとのた制度解説、入国管理局'/1制I'm!の記眠例県、段

能や生活指導帯のノウハウ令まとめたらのなどがあります。

技f忠実習生向けには、日本での生活案内、日本結晶背教

材、腕仙別テキス卜等、その他必嬰な故対を，阪光しています。

お問合せ先教材センター(世間 03.6430.1110)
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|妓能実習研修の適正実施指導

本側位決施機関の一部には.申IJIJ!:本来の目的を十分に理

解せ?、主質的に低lt企労働者としτ受け入れるb申むあ

り、綿々な:11lJ姐が引き起二されてνます。

このような状況に対vr、聞は入管法令を改正(平成

21'1'lするとと bに、入n法令や労働弘申告厳正に迎川

する方針で臨んでいます。JITCOでは、 E主理団体ー主切

実施機関等が自らの1生前や)'，百'"詑蹟し、かつ、制度じl則

する」胤やルール岳直司 vr技能実習1?必iElこ実施するこ

とによって、 J土龍畠転のI/i:鼎が上がるよう、以下のような

助官指唱を，行っTいます。

・「外国人技能実習制度における踊習手当.貫宣及び監

理費等に閲するガイドラインjの普及櫨底

l!\理目I体や挺~/~施機聞か技能史官舎進行する上で技能

尖~11:に対する白金町通jl な:支払いや、技能実習'1''11との逆

行上必要な告.fli!H~ \ ‘ül.Øる監理由のI~扱いについT、道

苛すべきガイドラインを明示し、その問知徹底に努めTい

ます。

お!日l合ぜ先総掛部企I面倒幣概(f!l結 03-6430-1105) 

.雇用骨働畢件管理ハンドブツヴの作成配布

技能~we/~:: ti ， 日本人労働者と同じ〈、労働関係fl::~骨、

労働社会保険開帳~骨が通用されます。 監理団体や災世

~施慣閃は、 二れらl則係法令'"遵守し、肩!日管理・労働条

什".îJ現'"適正に~施する必聾があります。 こ のことは技能

央官制度の本来の目的である佐官邸転の前提であり、これ

勺が適正に監理されTはじめて、技能fJ!;習生は安心して技

能の峰神に専念できるようになりますa

これらの制度の理解H震のTいただくことを目的に、技

能実習生1?受け入れる監理出体 。尖官l実施機関向げに 「凧

m 労働金件管理ハンド7ックJ'"作成し、 一応の適正化

に努めTいます.

お間合ぜ先能力uu発部援助課 (~rr話 03-6430- 11 82)

.技能実習適正化措進師習舎の開催

技能央官制度叩適正化且び効推的活m'長推進するため、

監皿日l体且び兆四兆施機l叫における自主山検調査時奇行

い、その結提唱F附まえ、適正化推進講閉会令聞備しTいます.

.実習実施機関曹との連絡書I韓関鑑

技能出官制I!t~>円滑かつ適正に運営するために、技能史

明生の労働晶件、府JII管理等岳テーマに実習実施世間~~!

の迎絡会訴を附lIIiしています。

・ 地方駐在事務所による巡回指導

技能兆四lIi1lI!t 1. jl1 r甘かつ適Rに連甘するため、 JITCO

の地方駐在lWlii所でIt.主切実施機関等争訪日IJして、巡回

m;!;(~行\， ~す。 その際、I1IIJl且山があれば、 j止B を指導し

ます。

・技能~~~l刑制にlllJった技能;iE1習の実施jx況の臨総

・技能~~;可生の労働条件の健也

・日常'~::t品、帰国{担保J首位等の状況の把挺U!lJ宮

・監理問H‘におけるl!¥理状況の雌認

・その他

'鵬首舎の開催且びパンフレ!ノトの提供

監理III体実習尖錨機関向けに労説管理セ tナー、随雌

確保セ iナー、*1':""者向けにlJ'故防止・健康確保管官者セ

{ナーを間Isr，vrいます。また、技能;駐留生に帳る公的保

険の内容を'解説したパン7レァ lや 「外国人技能尖'el生と

労働 。 社会I~験Q&AJ L提供しています。

おIIlJ合ぜ先能力開発部対策関(~世話 03 臼30-1 1 76)



凶，嗣・

1]外国人 鱗実習生受入れ轄の評価、
認定

近句、 産章鼎では.環境、 安全専のマオジメノ トシステ

ムについて，J;i和也証令行い、企革活動にi主主-r-rも勺ヲ.!Jr

震が推進されTいますが、 JITCOでは‘技能実習生の畳

入れの拡大と l'lmイヒや図ることを目的と L-r‘投寸切、官生

を畳け入れる監耳Il間体、 1iii町'Jf施機関又は外1]1の公私の機

関 (以Fr監IlIl団体帯Jとレう。)をjj'IM的に支援するた

め、 「外国人技能史明生受入れlJ~震の昨師、総定J を型施

L-rいます.

この'11需は、 JITCOが監理1J11I、等への悶査やヒ7リノ

ゲなどを行った上で.監理日11，民事の行ヲ技能書留生畳入れ

事業が、適正で効鼎的主技能lI.f官'1'"実施できるかどうかに

つい-r.JITCOが評価、:a記する bのです。

JITCOの評価、:a定は、道明性、公平性寺保つため、

ゐbかじめ評価のたのの基準と手続を;己め、布能者により

構成される肝価笹n会を設It、総合的な判断T~ねるこ t

としています。

・評価、既定を行う対車

技能史W/~ーの受入れに官、る監明[IJ I体~1;)l..はそれりが行つ

外国人技能史官生畳入れ'11""です。

ー癖価、認定の効果

評価、認定された監理~II体4tzは、適正な監理問11'尋止し

JITCO由主主よ事集• 
一

Tの自立を1Trt，Iニし、適正な技能実習の尖施奇通じ、技能

~~Iの大きな:成果令上げることに役立Tるニとができます.

JITCOとしては、二の許価、認定の趣旨に抗阿された

監理印休部と とbに当'/I;¥';の定11化を推進するニ kによ

り、今佳 二の府価、 認定を受けた監理団体専念¥社会一

般かり 「適正な技能尖習生寺受け入れる監理問件寄」と L

-r?l知され、技能?M閣の成果岳上げられることを期待して

おります。

・ 期間時期車び有効期間

新たに技能lA';明生町受入れを干定し、評価、惚定令畳け

よ コとする監四回l件ぜは、民iJI I/ としT技能史~t生の日本へ

の入Il/干ii:日の3-4か月前までに'/'町'jL "'(いただきます。

計イ圏、肱lifの'1
'
，市は、在留資怖認定証IYH医克W/l簡の巾

11i取次ぎの畳fH向時に行うニとができます.

また、町価、認定の平成h期間113<1で、 311とtに再評

価や行うこ kにしTいます。

なお、 ÐH事政理型におりる実~I実施償問にあっ-r lt、当

該技能~~~Iに折、る監Jll団体の認定有効l町l凹までの則1111仁な

ります。

ー審査料

問価、 限定に製する災世として、審査科をいただきます。

t，問合せ先 11I入匝l剖i入国王彼諜(1Il話 03-6HO-11331 

【外国人強能実習生受入れ事業の評価、認定の概要 t 

申鴎書
(監理団体等〉

JITCO 

. 

申請li1，j:ぎに必要な書類を!!え、 JITCOに評fヨー 認定を申摘する

評価期間書類を閉査し.問査、ヒアリJ グ等を行う

有践者向番目による肝価番目舎で響脱を行う

・盟・筒竃困

評価、限定的結果を'*'1両者に文書で通知する
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圃 国

本側肢の門前な推進には何と官っ-rb技能主習生 研

悼生の心身の健肢が不可主ですが、不車内な日本での生活

やカルチャーンヨツク帯、Hf々の悩み辛抱えています。ま

た、技能英明生研陪生の相祉や法的怖判がw却されるこ

とも極めて亜聾です。

そ二で、 j lTCOは技能~世生 附怯生との直接的な対

話が必聾と考え、以下のよコな制限lJ~罪や情報提供を行っ

ています。

11按能実習生研修生向け
母国語情報提供

(叫各11日開援の附IiPlbr-!i、日 日本問 。ひりがな、英英3白人
中 小岡田 イイ :..-Fふン7!目、ベベ!ナム問、タタイEt
フ(タガ} フ4リピ〆開(タガログnrDです。

-母国t酎官報誌 「技能実習生の友jの発行

技能災習生研修生や亦協tに、町田のニュース、技能実

iW . rtlf陪i悶辿情報、 jlTCOかりのお知らせなc-P内容と
して、毎月尭行l-rいます。尭行冊子は、中自語版とその

他言語(イ ベタ英)の台本版の211JiJiiです。日中日

を併記し、英知に酔犯した日本慌にはルピを付していま

す。jlTCOホームベージに掲載しTいます。

おIUHませ先総務部臣、111主 (m焔 03.6430.1166)

.労働呆件に関する情報

技能実習生に迎nとなる封働関係法令を主たる内容kし

た 「技能実習生手帳J(英 111 イ ベタ ・フ)吾、入国

時i二当該技能実習生に罰的1することと l-rいます。

お問合せ先能力IJII括部援助制 (m指 03.6430.1181)
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|踊 E実習生研聞け相談

-母国語相談 7リータイヤル 0120.022332 

一般aJ:Wi: 03刷30.1111

制度やその迎!日に詳しも叫f国人、イ J ドネン7人、ベ ト

ナム人のスタッフが、世話や手紙による技能英世生 rtlflJ 

生からの相談に母国自在で応じTいます。

言語 伺百日 畳付時間

毎週火略目 111略-19時(13時-14時畳休み)
イ〆ドネンア!l

中国語
)
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一
毎

毎ベトナム!g

@健康 ・医療相踏 m簡 03-6430.1118 

一般の位脱相談や柑院のかかり1iなどの医般相1践を毎月

第 1水B曜日 (J<1時-17時)にjlTCOの顧問医が行っτい

ます。世話でι来初でむ畳け付けTいます。来初町場合は

こ干約く ださも・。

. メンタルヘルス相銭 世話 03.6430.1173

技能実習生の也、の悩みな，.，こ閲する相l践に-W.I"Jのカウノ

セラーか応じます。

|按能実習の継続が困難となった
按能実習生に対する支緩

尖習:t施機関の倒産、不正行為政I，m~~トによ り技能実習

令継続する ことが困難となり、技能尖間生がその継続を希

望する場合は、新たな~官l先.p確僻する必虫:性が生じま

す。この対応は蛇理団体央官/lJi:施機l則が行っこ kになh

ますが、 jlTCOにおい-rb監理団体唱に必嬰情報争犯 E

する等のお手伝い令します。



、，・a 国

JITCOの主怨司区鍵

。，m確の康健のだらかと、υ
隼衛金安

園
-
園
田
園
・
・
・
阻

@安全衛生・メンタルヘルス巡回相肢の実施

技能実習生が、他雌で安全に技能実世令行うため、技能

実習中や日常生活上旬安全衛生の陪{足。技能実習生町也、と

かりだの他l!ti二十分なdel.!¥がなされてし、なければなりませ

ん。そのため、安全衛生やメノタルへルスの専門家である

「安全南生7ドハイザ JrメJ タルへルスアドパイザーJ
が実習実施機関を週間訪問してアドパイス令行うほか、世

話による相談にb応じ'n‘ます。

・セミナーの開催

@監理団体実由実施慣l聞の訟時労務担当者等を対線

に、労務管理上必要な労働基準法、労働社会保険、

税金等の説明.p行っ「労器管理セ{ナー」岳山1慨しT

います。

・技能実習指導日や生活指導日を対且としτ 安全停i~1

対輩の説明等を行う 「技能尖官指導日セ fナー」、技

能実習生の日常生活上の官l意>IIJJi令説明する「生活指

串日セ{ナーJ 寺院IR~ しています。

・生活指導貝を主に文械と vr技能実習当司郎1"童保対

革、メノタルへルスケアの説明を行う 「他政確保セ t

ナ J .p開臨しています。

@経営者の安全市生心身の健康確保tニl則する立諮問上

を図るため 「事故防止 他1U碓保経営者セ cナーJ1> 

開催してレます。

・事故等の情報提供と対策の周知

技能実習生が出i~Pi~負ったり病気じ拙思する件散がIi'Ihll

しており、また技能実習中や日常生活を送るうちに不幸に

して'11故や嗣気によって亡くなる場合もあります。そのよ

ヲt..:!!lIU.pJ 11'COホームぺージや広報誌等じより監理間

体実習実施機関の皆帳に提供しています。

また、技能実WEl仁多〈見られるJs.書帯の具体的な'11例

に附する先生原因や封簡を，各I量セミナ一等でお1介し、 主問

実施機関町安全 。健lIH:ir現や技能111可生への安全剖日It;fi

nに活111'、ただい-r~，ます。

.事敵防止と健康管理のためのツールの提供

実宙実施機関t おL 司、技能実世現場の'f.t1f:1~;J.盟の状況

令自主的に B立杭して改器をl量っていただけるよヲに 「畳入

れ企霊JII自主点枯去」令配布しています。

また、技能災自生がm勺の心身の状況を自己点椴すると

とbに、生活JH唱に役立Tていただ〈ように 「心とからだ

の自己診断器」、技能英明生が医師に受診する照的「医術

機|則への"1己中古表 補助川i世t'，'i，J -1'{品供しています。

そのほか、技能尖~~生が嗣気にかかbないための予~Ji1j

法や組出した場合の医療機関へのかかり方などを内容とす

る 「他1IH:fJ!Hガイドフックj.p蛇iJ~V( 、刑事!lf仁附する自己

管理のI泊まやfd!Llm:Jl~:ft'(:f t.(どにii，!;-Jlll，、ただいています。

監理問i本・ ~剖災施機関の生活指導n向けに、技能史明

生の心のIgJ~の早即時見早附Jif:ì ll.tのため叩 「メノタルへル

スハJ ドブγクJT舟行v(おりますので併せてご利mく

ださ L、。

IJ労災保険受給のための支綴

@労災保険情報の提供

t~能史~~I生か晶能~~~Nrに虫、務上又は通勤途上に仕Jえを

したり.震研や通勤が出悶で病気にかかった場合には労民

間険が適JIJ古れます。

二のため労;足保険制度や給付の内容をお知りせするとと

らに、技能型刊生にl則するタi~'W)J~放の発生状況を，捌査し、

広柑誌で!!IMli.蛇fRt...-cνます。

@給付手続に閲するアドバイス

技能~間企の労!!i.'1 1故が先生した場合には、具体的な労

見保砂』剖 fの内科、帰国控I!mlかりの給付加'R方法、必~

な征'VI空間1のIr.(f寄せなE、労fj(保険知事に|目する疑問 質

問に専門家の労批判l険制1，1量nが巡回路IlUして相続に止、じて

もtす。';U品による相疎む受け付けています。

-死亡弔慰金制度による弔慰金の支給

日本滞在中町技能;143円生が不辛にvr亡くな勺れた場

合、そのilW，に片Lてi"lLiJ:令去すたの、 JITCOt!助金n

である監肌1.1111'等かりの qr ~i'1に器づき、 jlTCOの 「外国

人技1忠実jl~1生托亡'D般金制度」 による弔慰金を主給ももた L

ます。 活断 03.6430.1l7i 
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-

JITCOの主な..

JITCOが制円 監倍 した救却は、 監 脱自体且 び 実由主

施慢l聞にと っT、 技能;長官~Iーの受入れに閲する基礎知怒、

技能等指導及び生ì~m唖等のノウハウな E、また.技能;I.f

習生に kっTI!、 日本での生活甲技能史f!1や受ける上での

ノウハウなと、それぞれ立‘聾tなる;!1~J)1T I 11 .c.， !こまとめた

相互理解.. 深めるとと bに技能兆四の成鼎を向』さぜる

ために、ぜrひごfO"JIl<だき '0

{叫各自語版の簡眠￡了、は日日本:~， !A英語、中小1!IUi.ィ
イJ ドネンア語、ベベトナム問、タ タイ 間 タガタガロ

グ間、ススベイ J師、です.

bのです。

r有料教材リスト E 
区分 教材名

外聞人鎗能実習制度概腿

由適必正がつ円滑お畳入れに 外国人情能実習制度における筏能実習計画

要な鞍柑蝿 外国人拙1m誕百生・研修生の入国 ・在悶手続O晶A

団体監理型措~，誕習生壁入れ業務0)0ιA

(j)申鴎，届出に必要な 外国人剛1量生， 1主舵'"習生入国 ー 在悶l'申跡周曹式と"蹴別損[冨~lO l'iIi l
f・式H 繍式j銀と
Ii!II倒蝿 li能実習2号移行関係中締結式と記目倒 I第9臨](JITCO手続き周}

111量別個惜テキスト{本と寄っているもの}

国研惨・俗箆実習
トレーニンタテキスト (POFitしcoと者っているもの]

テキスト寓

聴1量刑専門JfJIUH.Rt.l

日本踊柑場1!.Il¥

例国人研悔箆のための日本.. 

(5綱/生活器碇絹‘日常生活福.安全 ー衛生嗣‘作難場面舗も研修場面温]

舛国人研修生のための日本館[一般悶語縄1

由研糧生・箆""UI主へ由
どうぞよろC(ー来日前日指周 {テキストJlUCD・AOM)

日本画製宵積荷縄 『あたらしいじっせんにほんごjシリーズ {教科書、回訳居専9点}

「じっ也んにUんごjシリーズ [翻訳版ー文語入門、指調白眉等4点)

「に叫んご100時間1シリーズ[教科書.回訳陪碍6点}

Iすぐっ泊唱えるに"んごjシリーズ (敏科書‘問調周マ二ュアJI-CO等4点)

[ビデオlしごとのにほんと

日本の生i言葉内

(j)研修"'，篠自信実習室の 入管法令テキスト
研情，随臨実習教伺蝿

労働問f革詰令却テキスト

健康管理のしおり

申値置と安室田確保@ 安全衛生管理のしおり

ための教材陣 メンタルヘルスハンドブ・';17

「ビデオ服/DVD服jルールを守って安全日庸

(j)その他 総合情叩鈷「かけはしJ(賛助金員には1冊楓料配布)

(叫教材のご当院内(i回調付きの教材カタログ) ".m:l1. し、本r，~)(は地1;JU'E~Wmj9Tで配布しτt 、 ます.
詳し(1率、 JITCQ;I;ームページ毛..~附して〈ださい.

"")教材やお'Rのの方は所定の'1'込l'Iにご配人の上、 FAX，XliEメールでお巾し込み〈ださL・0

制 ?につL町てのおr:J昨ぜ先教村センタ- ，幽 0'刷30-1110 FAX: 03-6も30-1116

サイ，'<9 宮崎符

A4 自

A4 

5̂ 

85 日

A4 

A4 

85 13医樋14揖

CO-ROM 日(28随樋L中(21髄植)

手帳サイX 中(25li樋}‘イ(13踊植}

85 

85 
5蝿とも4守国箇1書院の

JI1阻.付き(8，英・中ーイ)

A4 中イ

85 英ー中 ・イーペ

85 開閉庖 {実・中・イ ・べ}

85 目配 (?)・文語 {英・イ}

85 問問販{中・ベース)

85・CO 中

45分x2>1O

A5 英 e 中，イ ・ベ・タ

85 英・中 ーイ・ べ・ 7

05 英，中 ・イ， べ，?

自S 英・中 ・イ

85 英・中 'イ

85 

20分 日・英・中'イ・ ベ

A4 
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賛助会員のご案内

I賛助会員入会のおすすめ

JITCOは、技能実習生・研修生の適正かつ円滑な受入れ

を図り、我が国の技術・技能又は知識を開発途上国に移転

することによって、これらの固の人材の育成と経済・産業・社

会の発展に寄与することを目的にし・ています。このIJITCO

の趣旨に賛同される賛助会員の皆様から納入いただく賛助

会費等によって、 JITCOの事業は運営されています。

国際貢献の一翼を担うJITCOの目的に賛同を賜払賛

助会貝にご入会くださいますよう、お願い申し上げますo

l賛同会員の特典

(1)技能実習生・研修生の受入れに閲する個別の相談に応

じます。

(2}jITCO自主事業として実施するセ fナー・講習会・

相談会へご優待します。

(3 )JITCO自主事業主しτ実施する講師派遣を優先的に

行います。

(4)JITCO自主事業として実施する技能実習・研修関係

の重要情報を優先的に提供します。

(5)jlTCOホームページ上で賛助会員向け情報提供サー

ピスを行います。

(6)JITCOホームページ上で地方入国管理局に提出する

各種申請書類の作成を支援する f申締書類作成支援シ

ステムJOITCOサポート}をご値!JJJいただけます。

(7 )地方入国管理局への申請取次ぎや行います。

(8)総創宵報誌「かけはしJ+無料で提供します。

(9)技能実習生・研修生向。母国語情報誌「技能実習生の

友Jil>提供します。

(10)技能実習・研修に関する販売テキスト・教材等を割引

価格で提供します。(一部教材を除く。)

11賛助会費

賛助会貝の年会費は、ご入会をいただいた月を含む四半

期から 1年間 (4四半期)が有効となります。

1企業等の会費

企業等の会費は資本金仁より異なります。何回でもご加

入いただくことができます。

①資本金3億円超の企業(常時使用する従業貝の数が、

それぞれ小売業にあっTは50人以下、卸売業及びサービ

ス業にあっては100人以下、並びに製造業、建設業、運輸

葉、その他の業種にあっては300人以下の企業を除く。)

1口30万円

②①以外で資本金3千万円以上の企業…… 1口15万円

③資本金3千万円未満の企業及び個人....・H ・.... 1口10万円

2団体の会費

団体の会費は、基礎会費k比例会費により構成されてい

ます。

(1)基礎会費

1口10万円何口でもご加入いただくことができます。

(2)比例会費

団体を通じ技能実習生・研修生を受け入れる傘下の企業

及び個人の数に前記1(企業等の会費)を乗じた金額の合

計です。

ただし、次の団体の比例会費については、傘下の企業及

び個人が前記1の②又は③に該当する場合には、前記1の

会費から50%の割引をいたします。

商工会蟻所、商工会、中小企業団体、農業協同組合、甑

業協同組合、職業訓練法人(社団)、財団法人、社団法人、

地方公共団体

なお、基礎会費については、 10万円を限度に比例会費

相当額を免除いたします。

ト会の手続き

賛助会員にご入会をご希望の方は、 JITCOの「賛助会

員入会申込書Jを提出していただきます。入会手続、会費

等の詳細についτは、下記までお問い合せ〈ださも・。

詳しい案内書は.]ITCO本部で配布しτおりますが、郵

送をご希望の方は、ご連絡〈ださい。

お問合せ先企業部賛助会員課(電話:03-643().1l63) 

個人情報保護について
「個人情報の保護仁関する法律Jに従っT個人の権利利益

令保護するために、JITCOは個人情報取扱業者として、「個

人情報保護方針jを作成して個人情報の適正な取扱いに留

意しています。詳細は、JITCOホームページをご覧ください。

29 



財団法人国際研修協力機構

干105・0013

東京都港区浜松 町1-18-16住友浜松町ビj同陪

電話 03-6430-1100 (代表)

FAX 03-6430-1112 

HP hllp://www.jitco.or.jp/ 

E-mail kouhou申jitCO.or.jp

電話番号(宮イヤルイン)

圃総務部 03-6430-1100 

.教材センター 03-6430-1110 

・出入国部 03-6430-1126 

入管局申間関係

技能実習生(1号)研修生 03-6430-1130 

技能実習生 (2号 03-6430-1140

・国際部 03-6430-1150 

・能力開発部 03-6430-1170 

技能実習生(2号)移行。職種関係 03-6430-1192

JITCOへのご車内

111寄限 JRli r浜必町駅J(北口)より徒歩5分圃企韓部

賛助金関係

03-6430-1160 

03-6430-1163 
m怠;主'"線大江戸線『大門駅j(A2出口)より徒歩2分

都営三図線 『御成門駅J(A2出口)より徒歩5分

地方駐在事務所 (ILtt仙台各古屋大阪広島制聞の各駐在軒附叫棚田受入れ刊の叫団側でいSれ}

札幌駐在事務所電話 011・242・5820 干060・0003 札幌市中央巨北3長西3-1札幌北三義ピル6陪

仙台駐在事務所市話 022-299-8420 干983・0852 仙台市宮嶋野区栂岡3-4-18タカノポ"第22ピJ何回

水戸駐在事務所電話 029.233・2275 干310心021 水戸市南町3-4-57水戸セントラルビル2陪

宇都宮駐在事務所電話 028.627.6970 〒320心033 宇都富市本町4.15宇都宮N1ピル5陪

千葉駐在事務所 電話 043-245・2327 干260・0028 千葉市中央区新町3-13干葉TNピル4商

東京駐在事務所電話 03.6430-1190 〒105.0013 東京都港E浜松町ト18・ 16住友浜松町ピル5陪

新潟駐在事務所 1lUi!i025-282-3858 守950-0965 新潟市中央巨新光町10.3誼術士センヲービJldl5陪

富山駐在事務所電話 076-442.1496 干930.0004 官山市桜情通り'-18住友生命富山ピル5陪

長野駐在事務所 世話 026-233.5180 干380心838 畏野市大字県町484.1センターボ7"302

静岡駐在事務所電話 054-250・0032 干420・0031 静岡市韮E呉服町2-3・1ふしみやピ)'4陪

名古屋駐在事務所
電B!052.934.3932υ主催実習2号移行手続嘗関係}

旬路 052.934.3950(入管局宛申初期保}

〒461-0004 名古屋市東区吾2-12-1ナカノビル2階

大阪駐在習慣務所電Ki!i06-6344-9521/9522 〒530-0001 大阪市北区術国'-1-3大師駅前第3ビル19陪

祖江肢を穆務所 電路 0852.32.3501 〒690-0007 ~公江市御手絡喝可565-8 総江東京海上回勘ピルデイノグ5陪

Ilil!駐在事務所 鐙極 082.224-0253/0254(信徒実習2号穆行手町関環}

〒730-0012 広島市中区上八丁揺8-2広島清水ピル5陪
11!隠 082.224-0263(入昔日宛E同商関係}

高総駐在事務所電信 08?今 826-3748/3749 〒760-0019 高松市サンポート2-1;r若松シンボルタワー12衛

館山駐在事務所電路 089-931.1162 〒790.0878 ~，公山市勝山町2-14-4 朝日生命必山ピル3筒

電信 092-414-1729(時間2刊行量制閉山

緬岡駐在$務所 〒812-0011指向市帰多巨憎多駅前2-19.27九勧怖多駅前ピ)'4霞
需路 092-414-1752(λ管局宛申UlrJJIJ)

2010.7.1 


	リスト
	1 技能実習生関係監督指導実施状況(平成18年度から平成21年度まで)
	2 実習実施機関に対する監督指導結果等(平成22年10月-11月)
	3 全国の技能実習生関係の司法事件件数の推移(平成11年から平成22年10月末まで)
	4 岐車労働局管内における技能実習生関係の送検事例
	5 平成22年の送検事例の概要(関係新聞記事)
	6 技能実習生関係処分結果一覧(平成18年6月から平成22年10月まで)
	7 技能実習生の現状等について(岐阜労働基準監督署)
	8 労働者派遣・職業紹介事業所数(平成22年11月1日現在)
	9 外国人技能実習生等の適正な受入れを(平成22年度版)
	10 技能実習生の労働条件の確保・改善のために~外国人技能実習制度が平成22年7月1日より改正されます~
	11 外国人技能実習生の皆さんへ~日本における労働基準関係法令について- (日本語版・中国語版)
	12 岐阜県で適用する最低賃金一覧
	13 最低賃金知っておきたい7つのポイント!
	14 監理団体への要請文(案)技能実習生の労働条件の確保・改善等に関する要請について
	新聞記事
	研修・技能実習制度の見直しに係る法務省令の改正・制定の概要
	技能実習生の入国・在留管理に関する指針の概要
	名古屋入国管理局留学・研修審査部門資料
	改正法概要　法務省入国管理局
	パンフ「新しい研修技能実習制度について」
	パンフ「JITCO」


